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【投稿規定】
原稿の投稿を歓迎します。原稿は編集部で考査の上、掲載させていただきます。必要に応じて機
関誌委員会で検討させていただきます。内容については編集部より問い合わせ、相談をさせていた
だく場合があります。

１．投稿者
投稿者は、原則として当研究所の会員（正・賛助）とする。ただし、非会員も可（入会を条件と
する）。
２．投稿内容
未発表のもの。研究所の掲げる研究テーマや課題に関連するもの。①非営利・協同セクターに関
わる経済的、社会的、政治的問題および組織・経営問題など。②医療・社会福祉などの制度・組織
・経営問題など。③社会保障政策、労働政策・社会政策に関わる問題など。④上記のテーマに関わ
る外国事例の比較研究など。⑤その他、必要と認めるテーマ。
３．原稿字数
① 機関誌掲載論文 １２，０００字程度まで。
② 研究所ニュース ３，０００字程度まで。
③ 「研究所（レポート）ワーキングペーパー」 ３０，０００字程度まで。
（これは、機関誌掲載には長すぎる論文やディスカッション・ペーパーなどを募集するものです）。
４．採否
編集部で決定。そうでない場合は機関誌委員会で決定。編集部から採否の理由を口頭または文書
でご連絡します。できるだけ採用するという立場で判断させていただきますが、当機関誌の掲げる
テーマに添わない場合は、内容のできふできに関係なく残念ながらお断りする場合があります。
５．締め切り
随時（掲載可能な直近の機関誌に掲載の予定）
６．執筆注意事項
① 電子文書で送付のこと（手書きは原則として受け付けできません。有料となってしまいます）
② 投稿原稿は返却いたしません。
③ 執筆要領は、一般的な論文執筆要項に準ずる（「ですます調」または「である調」のいずれ
かにすること）。注記も一般的要項に準ずる。詳しくは編集部にお問い合わせください。
④ 図表は基本的に即印刷可能なものにすること（そうでない場合、版下代が生ずる場合があり
ます）。

７．原稿料
申し訳ありませんが、ありません。
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【編集後記】
今号の特集は介護保険制度を取り上げました。制
度の改定によって生じた問題点、とくに「住まい」
については、北欧の研究助成報告から多くのことが
得られると思えます。また世界の憲法を検討し、協
同組合セクター、非営利・協同セクターの社会経済
的な地位について論じていただきました。様々な分
野で事業内容が非営利・協同である組織が果たせる
役割を拡大する上で重要となるのは、市民の参加や
シチズンシップとなるのではないでしょうか。（竹）
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健康権は、１９４８年のWHO憲章に起源を有し、
１９７６年発効した国際人権規約で「到達可能な最高
水準の健康を享受する権利」とされ、WHOの健
康戦略により発展し現在に至っている（所報 No
４０野田論文参照）。
１９８６年にオタワで開かれた第１回ヘルスプロモ
ーション国際会議で採択された『オタワ憲章』に
は「健康のための基本的な条件と資源」として①
平和②住居③教育④食物⑤収入⑥安定した生態系
⑦持続可能な生存のための資源⑧社会的公正と公
平性、と８つの前提条件が提示され、１９９８年に「健
康の社会的決定要因」として整理された。福島第
一原発事故は、国民、特に被災者の健康の前提条
件にどのような影響を与えたのであろうか。
①平和（平和的生存権）が脅かされた
②住居を脅かしている→避難を強いられた
③教育を脅かしている→外に出ることができな
い。子どもの分断

④安全な食料の確保を脅かした
⑤安全な環境の確保を脅かした
⑥安定した収入を脅かしている
⑦持続可能な生存のための資源を脅かしている
⑧社会的公正や公平性を脅かしている
以上のように、すべての条件が侵害されている。

福島第一原発事故とは、国と東京電力による被災
者（＝国民）に対する健康前提条件の全面的な破
壊（＝健康権の侵害）であった。当然、国と東京
電力がその責任を全面的に認め、侵害された権利
の回復と損害補償をしなければならない。しかし、
現状は、国はもちろん、事故を起こした東京電力
も人権侵害の認識は薄く、被災者に対する対応は
きわめて無責任なものとなっている。
従って、現時点では、被災者自身が被災の現実

から出発して健康権の侵害を申し立て、その補償
を要求してたたかわざるを得ない状況にある。原
爆被爆者が「被爆の実態を重視する立場に立っ

て」集団訴訟をたたかったように。
具体的には“生業を返せ”の大運動、子ども・

被災者支援法の具体化を求める取り組み、原発作
業員全員に当たり前の賃金と危険手当が支給され
その生活と健康を守る運動などである。国と東京
電力の責任を明確にして省庁交渉などを繰り返し、
地方自治体に対しても避難者援助の要請を行うな
ど多面的な取り組みが求められている。
同時に健康権侵害に対する国民のたたかいは、

脱原発と再生可能エネルギー普及の結合を求めて
いる。
①再稼働や新たな建設を許さない脱原発に向けた
草の根の活動を多様に行うことが必要である。こ
れらの運動を交流し、脱原発の全国的連帯を強め
ていこう。
②再生可能エネルギーによる市民共同発電所を無
数に作ろう。その際、再生可能エネルギーの小規
模・分散という特徴をしっかりと理解し、地域間
で連携することが重要になる。大切なことは、故
原田正純氏が「『水俣病学』ではなく『水俣学』
である」と喝破したように、徹底して地域に学び
地域住民の健康を守る立場で進めることである。
非営利・協同の運動は市民共同発電所建設に向け
た住民結集の大きな条件を持っている。
以上のように、福島第一原発事故がもたらした

健康権侵害に対する国民のたたかいは、脱原発の
運動と再生可能エネルギーの普及が結びつくこと
により、新しい福祉社会への展望を視野に入れ、
地域から医・食・職・住・環境再生（＝地域再
生）をめざす非営利・協同の事業へと連なるであ
ろう。それはさらに憲法９条を守り、２５条を生か
す大きな国民的運動に合流し発展する道へつなが
っている。

（こにし きょうじ、全日本民医連副会長・福岡
医療団理事長）

「「東東電電・・福福島島第第一一原原発発事事故故とと健健康康権権」」
小西 恭司
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●急速な営利法人のシェア拡大

司会 座談会の「非営利・協同事業組織の展望」
という趣旨ですが、最初に介護保険が始まるにあ
たり、そもそも介護事業を営利企業に道をひらく
という指摘がありました。確かに一定進んでいる
のですが、では介護市場全体が営利市場となって
いるのかというと、必ずしもそうではない。これ
は法人形態の問題と、全体の営利化という問題は
区別して考えるべきではないか、その辺を議論出
来ればと思っています。
ではまず、林さんから資料の説明をお願いしま

す。

林 それでは資料を紹介します。
図表１は「開設（経営）主体別事業所数の構成

割合」です。２０００年は制度施行直後ということも
あり、今と比較できる形でデータの整理がされて
おらず、２００１年からが今と比較できる形になって
います。２００６年は前年に介護保険法の「改正」が
あり、地域密着型サービスが始まった年でした。
いちばん最近の公表されているデータが２０１１年と
いうこともあり、ちょうど５年ごとのデータにな
っています。
これは構成比なので、１００％に対して開設主体

別にそれぞれどのような割合で事業が展開されて
いるかという意味になります。左端に地方公共団
体、真ん中あたりに医療法人、営利法人（会社）
が右から３つめ、その隣には特定非営利活動法人

（NPO）があります。
訪問介護で見ると、開始直後の営利法人のシェ

アは約３分の１、３４％だったのですが、２０１１年に
は５８．６％とほぼ６割まで比重を高めています。営
利法人の割合について主なサービスを見ると、訪
問看護ステーションは開始直後７％から現在は
２６．８％、通所介護（デイサービス）は最初８．８％
だったのが比率を高めて４６．４％、ほぼ半分は株式
会社の事業所です。通所リハビリや短期入所（シ
ョートステイ）についてはあまり株式会社立はあ
りませんが、特定施設入居者生活介護が比率を減
らしつつも７割前後のシェア、福祉用具にいたっ
ては、貸与も販売も９割が株式会社です。それか
ら２００６年からスタートした夜間対応型訪問介護は、
２００６年では１２か所しか開設されなかったものの
９１．７％が株式会社です。一昨年から制度化された
定期巡回・随時対応型訪問介護看護も株式会社の
展開がかなり先行しています。どちらもスタート
ダッシュは株式会社がとびつき、そのうちならさ
れていくという傾向にあります。認知症対応型通
所介護も３割近く、小規模多機能型居宅介護は４
割です。グループホーム（認知症対応型共同生活
介護）は、もう５割を越えるシェアです。最後に
ケアマネジャーの居宅介護支援事業所ですが、開
始直後は２割弱だったのが、現在は４割です。
以上のように、介護事業所の中での基幹的なサ

ービス事業については、株式会社、営利法人がシ
ェアを高めていると言えます。「官から民へ」と
いいますか、一方で表の左端の地方公共団体は、

司会
八田 英之（はった ふさゆ

き）、研究所副理事長。社会福
祉法人千葉勤労者福祉会理事長。
１９８８～９７年全日本民医連事務局
長、９８～９９年同副会長。

林 泰則（はやし やすのり）
全日本民医連常駐理事。２０００年
に全日本民医連の理事となり、
２０００年４月からの介護保険実施
を機に介護福祉分野を担当して
いる。

座座談談会会��介介護護ササーービビススのの現現状状とと非非営営利利・・協協同同事事業業組組織織のの展展望望��
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総 数
地方公共
団 体

公的・
社会保険
関係団体

社会福祉
法 人

医療法人
社団・
財団法人

協同組合
営利法人
（会社）

特 定
非営利
活動法人
（NPO）

その他

訪問介護 ２００１ １００．０ ２．０ … ４２．０ １０．７ ２．０ ５．０ ３４．０ ３．１ １．２
２００６ １００．０ ０．６ … ２６．２ ７．５ １．４ ３．６ ５４．３ ５．７ ０．８
２０１１ １００．０ ０．５ … ２３．９ ６．５ １．１ ３．０ ５８．６ ５．６ ０．７

訪問入浴介護 ２００１ １００．０ ２．０ … ６６．３ ２．６ １．１ ０．９ ２６．１ ０．８ ０．１
２００６ １００．０ １．０ … ５７．７ ２．６ １．０ １．０ ３５．８ ０．８ ０．１
２０１１ １００．０ ０．５ … ４２．８ １．６ ０．８ ０．８ ５２．５ ０．８ ０．１

訪問看護ステーション ２００１ １００．０ ５．２ ３．４ １０．３ ５２．２ １７．１ ４．４ ７．０ ０．４ ０．２
２００６ １００．０ ３．９ １．６ ９．２ ４４．４ １５．１ ５．３ １８．７ ０．９ ０．７
２０１１ １００．０ ３．４ ３．１ ８．５ ３９．４ １３．３ ３．５ ２６．８ １．６ ０．４

通所介護 ２００１ １００．０ ４．７ … ７５．６ ５．６ １．１ １．５ ８．８ ２．１ ０．６
２００６ １００．０ １．５ … ４５．３ ８．２ ０．８ １．９ ３６．２ ５．５ ０．６
２０１１ １００．０ １．１ … ３６．９ ７．５ ０．６ １．８ ４６．４ ５．１ ０．６

通所リハビリテーション ２００１ １００．０ ３．４ １．４ ８．０ ７１．８ ３．２ … ０．１ ・ １２．１
２００６ １００．０ ３．３ １．４ ８．８ ７５．５ ３．１ … ０．１ … ７．９
２０１１ １００．０ ２．８ １．５ ９．５ ７７．２ ２．８ … ０．１ … ６．１

短期入所生活介護 ２００１ １００．０ ６．８ … ９１．９ ０．５ ０．１ ０．１ ０．５ ０．１ ０．１
２００６ １００．０ ４．２ … ８６．６ ２．５ ０．１ ０．４ ５．７ ０．３ ０．２
２０１１ １００．０ ３．０ … ８４．５ ３．３ ０．０ ０．４ ８．３ ０．４ ０．１

短期入所療養介護 ２００１ １００．０ ５．２ １．８ ８．５ ７３．１ ３．０ … ０．１ ・ ８．３
２００６ １００．０ ５．１ １．８ １０．０ ７６．０ ２．９ … ０．０ … ４．２
２０１１ １００．０ ４．１ １．８ １１．４ ７７．１ ２．８ … ― … ２．７

特定施設入居者生活介護 ２００１
２００６ １００．０ ０．２ … １７．１ ０．６ １．１ ０．３ ７９．０ ０．５ １．３
２０１１ １００．０ １．２ … ２６．０ ３．２ ０．６ ０．３ ６７．５ ０．３ ０．９

福祉用具貸与 ２００１ １００．０ ０．３ … ６．３ ２．５ ０．４ ４．３ ８５．４ ０．３ ０．５
２００６ １００．０ ０．１ … ３．７ ２．１ ０．４ ３．３ ８８．９ ０．９ ０．６
２０１１ １００．０ ０．１ … ２．８ １．４ ０．４ ２．４ ９１．６ ０．７ ０．６

特定福祉用具販売 ２００１
２００６ １００．０ ０．０ … １．５ １．１ ０．３ ２．８ ９３．３ ０．７ ０．３
２０１１ １００．０ ０．１ … １．５ １．０ ０．３ ２．１ ９３．８ ０．６ ０．５

夜間対応型訪問介護 ２００１
２００６ １００．０ ― … ８．３ ― ― ― ９１．７ ― ―
２０１１ １００．０ １．０ … ２２．３ １６．５ ２．９ １．０ ５３．４ ２．９ ―

認知症対応型通所介護 ２００１
２００６ １００．０ ０．８ … ５８．１ １０．９ １．２ １．５ ２１．８ ５．３ ０．４
２０１１ １００．０ ０．６ … ４９．４ １２．８ １．０ １．６ ２７．９ ６．６ ０．２

小規模多機能型居宅介護 ２００１
２００６ １００．０ ０．５ … ２１．９ １３．９ ２．１ １．１ ４６．５ １３．４ ０．５
２０１１ １００．０ ０．１ … ３２．７ １４．３ ０．６ １．５ ４４．０ ６．５ ０．３

認知症対応型共同生活介護 ２００１ １００．０ ０．７ … ３６．７ ２９．５ ０．７ ０．２ ２６．１ ６．０ ０．２
２００６ １００．０ ０．２ … ２１．９ １８．６ ０．３ ０．４ ５２．９ ５．４ ０．３
２０１１ １００．０ ０．１ … ２３．７ １８．０ ０．４ ０．４ ５２．３ ４．８ ０．２

地域密着型特定施設入居者生
活介護

２００１
２００６ １００．０ ― … ２６．１ ４．３ ― ― ６５．２ ４．３ ―
２０１１ １００．０ ― … ３０．３ ９．９ １．３ ０．７ ５４．６ ２．６ ０．７

地域密着型介護老人福祉施設 ２００１
２００６ １００．０ １６．３ ― ８３．７ ・ ― … … … ―
２０１１ １００．０ ８．４ ― ９１．６ ・ ・ ・ ・ ・ …

居宅介護支援事業所 ２００１ １００．０ ６．１ … ３７．４ ２５．６ ５．３ ３．７ １９．５ １．２ １．２
２００６ １００．０ ２．３ … ３０．６ ２１．１ ３．８ ３．５ ３４．８ ３．０ ０．９
２０１１ １００．０ １．３ … ２９．４ １８．６ ２．９ ２．８ ４０．６ ３．５ ０．８

図表１ 開設（経営）主体別事業所数の構成割合（居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援）

出典：厚生労働省「各年度介護サービス施設・事業所調査」 ＜林 作成＞
注：１）事業所数は集計対象となった事業所数である。

２）「公的・社会保険関係団体」とは、日本赤十字社、厚生（医療）農業協同組合連合会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、
国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、日本私立学校振興
・共済事業団、国民健康保険組合及び国民健康保険組合連合会、全国社会保険協会連合会をいう。
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目も当てられないくらい比率が下がっています。
介護保険は施行されてもうすぐ１３年目となります
が、事業の供給主体は営利法人が比率を高め、営
利法人が主導して介護事業のマーケットを拡大し
ていると言えるのではないかと思います。

訪問介護の時間短縮に悲鳴

司会 民医連全体としての介護分野の取り組みは
どうでしょうか。

林 昨年の４月から介護報酬が変わりました。改
定後の利用者や事業者への影響を調査し社会的に
発信しようと、先日、記者会見を行い「介護保険
法２０１１年『改正』、介護報酬２０１２年改定後の影響
調査結果報告」を発表したところです。
この調査は、「事業所アンケート」と「事例調

査」、そして利用者家族の生の声を集める「ひと
ことカード」の３つをセットで実施しました。
「事業所アンケート」では、やはり生活援助時

間短縮（６０分→４５分）が相当に深刻な問題として
現れていることが分かりました。また「事例調査」
では、今まではケアマネジャーに報告してもらっ
ていたのですが、今回は主治医の先生方にコメン
トを入れていただくのをかなり重視して実施しま
した。生活援助の時間短縮の影響が日常生活にさ
まざまな支障として現れており、その結果、病状
や病態が深刻に悪化しているケースがずいぶん報
告されました。主治医の先生方も改定後のサービ
スのあり方についてかなり危惧されています。調
理の時間が減って配食サービスにしたというケー
スが多く、なかには洗濯の時間が減ったので自分
で洗濯物を干すようになったら転倒・骨折し、入
院したなど、かなり深刻な事例も報告されていま
す。

また、ヘルパーと利用者との会話時間が大幅に
減っていることから、重要な変化を見逃してしま
うのではないかという不安がヘルパーから表明さ
れています。そもそも対人援助サービスにとって
コミュニケーションがとれないというのは根本的
な問題であり、ヘルパーの専門性そのものに関わ
る問題として発信していく必要があるのかと思い
ます。
加えて費用負担の問題です。特に支給限度額と

の関係で、今まで限度額いっぱいに利用していた
人が、利用料が増えて限度額を超え自費が発生す
るのを避けるためにサービスを減らす事態、これ
は調査をすると一貫して出てくる問題ですが、今
回も事例として多数出てきました。また、特定の
グループに困難が集中しているというのもわかり
ました。１つは一人暮らしの認知症のケース、そ
れに低所得層・生活保護受給者です。無年金・低
年金のためサービスが追加できないとか、また、
家族の介護支援もないなかでの認知症の人の一人
暮らしは本当に大変なのですが、今回の改定によ
ってヘルパーの支援時間が減っているものですか
ら、さらに深刻化しています。これらは少し整理
をして、現場での学習や社会的なアピールや制度
改善の動きにつなげられればいいと思っています。
昨年から今年にかけては緊急改善を求める請願

署名にも取り組んできました。先ほどの生活援助
の問題や介護報酬の緊急改定などの要求をかかげ、
１３万５千筆を集め、２月２０日に約１００名の介護職
の人に集まっていただき国会議員への要請行動を
行いました。昨年の総選挙で衆議院の厚労委員も
かなり替わっていて、３分の２が新人議員であり、
国会のことがさっぱりわからないという議員が多
数を占めているので、議員一人一人への働きかけ
が改めて重要だと思っています。
現在、「社会保障制度改革国民会議」（国民会

加藤 久美（かとう くみ）
社会医療法人社団千葉県勤労者
医療協会福祉介護部長。２００６年
からは地域包括支援センターの
主任ケアマネ、社会福祉士を務
める。２０１０年、本部に福祉介護
部立ち上げの際に異動。

山田 智（やまだ さとし）
医療法人社団健友会理事長、リ
ハビリテーション科医。２００４年
から全日本民医連理事として介
護福祉部。
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議）で、今後の介護保険制度の改革基本方針が議
論されています。年内に次の改革の内容が準備さ
れ法案が整備され、２０１４年の通常国会には次の改
定法案がかかってくるという流れです。おそらく
は生活援助と軽度の介護を本体給付から外す、利
用料を一部の利用者について２割負担にするなど、
かなり根本的な改革案が出てくると考えられ、今
後の運動が非常に大事になると思います。今は今
後の方針を改めて議論しているところです。

司会 単純な確認ですが、特定施設入居者生活介
護というのは、どういう内容でしたか？

加藤 いわゆる有料の老人ホームと言っています
が、在宅扱いになる施設です。そこにケアマネ、
外付けのサービスが入ってきます。

林 ケア付きの有料老人ホームですね。

司会 施設基準があって、外付けサービスを利用
できる、だから特定施設なんですね。

加藤 Ｈ町にある「ＨＦ」などがそうですね。ケ
アマネがいて、同じ敷地内には名前が違うけれど
も同系列のヘルパー事業所や福祉用具の事業所も
あって、そこからデイにも行けるし、ヘルパーも
使えるのです。ただし、ケアマネを変えてくださ
い、となるんです。

司会 ありがとうございました。それでは資料の
内容は後で議論するとして、次に山田先生お願い
します。

介護保険改訂と地域の現状

山田 私は１９８３年に大学を卒業し、当時１０万人以

上の都市のなかで高齢化率が２６％と一番高かった
福岡県の大牟田―現在では３０％超えています―に
研修医として入りました。リハビリをやりながら
高齢者に接する機会が多いので、九州・沖縄の地
協で「高齢者医療を担う医師の会」を作り、成人
医療の延長でない高齢者の医療を勉強していこう
と始めました。その縁で、全日本民医連の高齢者
医療委員会に入れていただき、２００４年から理事と
して介護福祉部に入って今まで全日本の仕事をさ
せていただいています。
大牟田の仕事では、特例許可病棟から医療療養

型病床に変わっていく経過を見ていた中で回復期
リハ病棟が出来たので、急性期から後方としての
回復期リハ病棟、さらにその後方としての医療療
養型病床で仕事をさせていただいたことなどで、
医療より介護に近い方を見る機会が多くなってい
ました。途中からは「くろさき苑」という老人保
健施設の施設長も担当していましたので、介護保
険に関わりました。
大牟田は高齢者と認知症でまちおこしをしたと

ころですから、認知症のケア、コミュニティケア
を非常に勉強させていただきました。
３年前から、叔母の看取り、それこそ介護で東

京に来ているのですが、立川相互病院の回復リハ
ビリテーション病棟を担当しながら、大病院の中
での回復期リハ病棟のあり方を勉強させていただ
き、去年からは中野にある健友会の理事長と中野
共立病院の院長を仰せつかりました。自分の病院
を紹介しますと、中野共立病院は１１０床（一般急
性期５５床、回復期リハ５５床）の中小病院です。
今日の座談会テーマにも関わるところですが、

中小病院の医療と介護の連携で言うと、一般急性
期は完全に老人、高齢者の救急に徹しています。
一般に急性期の機能の高い病院が受け取りたがら
ないような、高齢者のポピュラーな疾患―たとえ
ば誤嚥性肺炎など―を診て、在宅に返していくよ
うにしています。それから、中野区医師会の在宅
患者さんの、実に４分の１のレスパイト入院（介
護休暇目的入院）を引き受けている病院でもある
のです。

司会 それはすごいですね。

井田 智（いだ さとる）
社会福祉法人山形虹の会事務局
長、介護老人保健施設かけはし
施設長。介護福祉士。山形県介
護福祉士会副会長。
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山田 急性期の増悪も含めてですが、医師会から
褒められましたね。そういう役割も担っていると
ころです。それから回復期リハ病棟は、９２％が紹
介で、地域の基幹病院の後方という位置づけにな
っています。従って地域に根付いた地域密着型の
中小病院の見本のようなところです。また当法人
の９診療所の在宅患者さんを合わせると、約４７０
名います。連携強化型在宅療養支援病院もとった
し、在宅療養支援診療所も取ったし、ヘルパース
テーションも訪問看護ステーションもある、そん
なところです。
後の話題とかかわりますが、急性期医療を続け

ていきたいというのは、介護といかに連携するか、
いわゆる退院先、出口が大切となるからです。出
口を介護に求めないと、急性期医療が出来にくく
なる可能性がある、そういう状況になってきてい
る。在院日数が限られるなかで、高齢独居、老老
介護で介護力が期待できない方の退院先を探すの
は困難になるでしょう。そこで住まいが重要にな
ります。どうやって連携していくか。出口をどう
作るか、急性期の出口を介護という認識をしない
といけないと思っています。急性期の病院周りは
するけれど、後方の介護施設とのやりとりを盛ん
にしないといけないかなというのが、いまの問題
意識ですね。

司会 ありがとうございました。この辺も後ほど
議論したいところです。それでは井田さん、お願
いします。

介護職員のやる気を失わせる・・

井田 １７年前、法人が出来たときに入職したので
すが、私は異色でして、全く異業種から、具体的
には体育学部出身で、２７歳まではスポーツクラブ
のインストラクター、エアロビクス等をしていて、
バブルの頃にはゴルフ業界におりました。バブル
崩壊とともに今の世界へ３５歳で転職した人生を歩
んでおります。

司会 華麗なる転身ですね。

井田 どうしてこの業界に移ったかと言えば、ひ

と言でカッコよく言えば、「人に優しい仕事がし
たい」ということでした。飛び込んで、一介護職
員として業務を行いました。３年間の実務経験を
経て介護福祉士を取得し、その後ケアマネジャー
の仕事も２年ほどしました。介護保険の始まった
２０００年に、本体施設の老人保健施設隣接地にグル
ープホームを立ち上げようと、９人１ユニットで
すが、立ち上げました。同時に訪問入浴を立ち上
げ、その立ち上げの仕事をさせてもらったことで、
現場から管理的な仕事へ移ったという形です。
その後、グループホーム２ユニット、ショート

ステイ（２１床併設型）を作り、最大の目的である
特別養護老人ホーム（２９床）を去年の４月に開設
出来ました。地域密着型の小規模ですが、ここに
も１０床のショートステイを組み入れ、３９床で立ち
上げました。ようやく地域でもっとも必要だった
特養を立ち上げられたので、良かったと思ってい
ます。ところが去年４月に立ち上げたばかりなの
に、待機者が１００人おります。

司会 ２９床に１００人の待機者ですか。

井田 そうです。老健の方は定員１００名ですが、
待機者は２００名を超えています。鶴岡市は１４万人
都市なのですが、現在の特養待機者は１，２００名で、
全く施設が足りていないという地域柄かなと思い
ます。それから、山形県介護福祉士会という日本
介護福祉士会の山形県支部に当たる会の副会長を
させてもらっているので、介護福祉士のさまざま
な教育を含めた育成の仕事もさせていただいてい
る、そんな状況です。
介護保険が始まる前から仕事をさせていただい

て、私自身のなかで今はどこに問題意識があるか
と言えば、やはり介護職員に元気がないことです。
介護職員に元気がなく、やる気がなく、疲弊して
いる。最たる原因は、介護保険改定とともに事業
所収益が下がっていく、そのなかで介護職員の処
遇がだんだんと削られる、人件費が抑えられるこ
と、これが問題です。なおかつこうした状況で、
介護職員が医療行為の仕事もしなければならない、
具体的には喀痰吸引や胃瘻の対応についてやらな
ければならないとなってきています。今後、これ
らをどうするかというのは大きな問題です。私は
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常々、介護職員は介護・福祉の専門職であり、看
護の補助業務ではないと申し上げているわけで、
介護は障がいのある方や高齢者の生活を支える、
生活に寄り添う仕事と思っていますから、そこに
看護の下請的な業務が課せられるのはどうかとい
う問題意識を持っています。
またこれから考えなければいけないのは、精神

疾患を含めた障がいのある方たちを地域で支える
ためにどうするのかを、介護職員は真剣に考えな
ければいけないと思っています。私の地域には県
立の精神科の総合病院がありますが、これが新築
移転をします。１００床程度が削減されるので、地
域にそれだけの人たちが出て来ます。こうした方
が介護保険を使うことになりますし、保険を使わ
ずとも地域で障がい者をどう支えるかというのが、
介護職員や介護福祉士の大きな役割となるだろう
と思っているのです。

所得の低い要介護者の行き場は

司会 ありがとうございました。それでは千葉に
ついてです。
千葉勤労者福祉会は２０００年に設立と若い法人な

ので職員層が若いのですが、在宅のヘルパーはそ
れなりに年齢が上の方々もいますから、この分野
はいまや世代交代の時期です。そのトップレベル
が変わらざるを得ない、ヘルパーや介護の職員の
なかでどう幹部養成をしていくかというのが具体
的な問題です。それから事業的には特養をもって
いないので、これを何とか作りたい。船橋と千葉
との２つに手を挙げていて、うまく行きすぎると
両方同時に、だめな場合は両方ともだめになると
いう状態です。明日も打ち合わせがあるのです。
船橋では、県の企業庁の土地を船橋市に無償譲渡
させ、その土地に我々が特養を作るという離れ業
に挑戦しています。船橋市に無償譲渡までは決ま
りました。
そういう状況の中で、今回の改定で出てきた時

間短縮の問題を、利用者との関わりでどう対処す
るか、なんです。比較的にうまく対処してしまっ
たというか、回数を増やすなどしているのですが、
アンケートをとれば先ほどのような不十分な点が
いろいろ出てきているのは間違いありません。

それと、住まいの問題が出てきています。さき
ほど言われた一人暮らしの認知症の方や低所得層
などの行き場がない。「お泊まりデイ」などが一
般化してしまっている。うちのデイサービスに通
っている利用者たちからも、アンケート調査をす
るとそれなりにお泊まりデイをやって欲しいと要
望が出ています。吹きだまりとしか言えないよう
なお泊まりデイという劣悪なものに要求が集まっ
ている。それから住まいのところでいわゆる貧困
ビジネスとなっているものにぶつかるケース、こ
れらが千葉での問題かと思います。
では加藤さん、お願いします。

加藤 私は最初に就職したのが千葉民医連の千葉
勤医協・千葉健生病院の相談室で、そこで医療ソ
ーシャルワーカーを１５年近くやりました。そのあ
と在宅介護支援センターとケアプランセンターの
管理者をやらせてもらい、２００６年の介護予防にな
ったときに、在宅介護支援センターが当時の千葉
市には２４ヶ所あったのですが、そのうち１２ヶ所を
地域包括支援センターにするというので手を挙げ、
地域包括支援センターで主任ケアマネ、社会福祉
士の仕事を４年ほどやり、千葉勤医協の本部に福
祉介護部を作るというので異動となりました。本
来は本部で介護福祉分野全体の職員の人事管理も
含めた管理を担当するのですが、この３年間、職
員が病休や産休などで、人の確保が困難となり、
自らが現場の穴埋め、応援にほとんど行っている
状況です。
２０１２年４月の介護報酬の改定で地域では何が起
きているかというのは、利用者や事業所から見た
問題は出てきました。私はケアマネジャーや地域
包括の担当もしているのでケアマネの問題で言い
ますと、もうケアマネをやっていられない、利用
者に改定の説明をつけられないと、次々と辞めて
いくケアマネがおられるのです。報酬改定の説明
をケアマネに押しつけられると言いましょうか、
ケアマネをしているのが精神的にきつくなって辞
めるという人が多いのです。地域包括ではケアマ
ネに辞められてしまうと委託できる人がいなくな
るので、たちまち直営プランが一度に増えてしま
い、こちらも非常に苦しい思いをしました。
今回の改定は保険者からもかなり厳しい指導が
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ありました。報酬改定の説明と、報酬が絡むので
サービス担当者会議、ケアプラン再作成などを、
遅くても４月中にはやりなさい、出来れば３月中
にという指導がありました。そこで対応せざるを
得ないので、本来ならば利用者の生活にどんな影
響を受けてどういうサービスが必要だと言う必要
があると思うのですが、保険者からは対応を強く
求められるので利用者との板挟みという形で苦し
い思いをしたというのがありました。うまく調整
を図ってしまったという面も確かにありますが、
今回の事例調査などへの取り組みを通じて、民医
連のケアマネだけではなく、地域の他の事業所さ
んと一緒に改善の声を出していく方向へ動かない
といけないと思い知らされた気がします。
地域包括の担当もさせて頂いているのですが、

現在２月から３月は地域ケア会議の研修が続き、
こぞって出ている状況です。千葉県のモデル事業
という形で地域ケア会議を推進する委員をいろい
ろな職能団体から選び、そういう人たちの指導の
下にケア会議をするということがさかんに行われ
ています。一方で保険者からは地域包括支援セン
ターが予防プランばかり作るのではなく、地域包
括ケアのシステム作りに向かっていかなければな
らないので、そういう業務をやりなさいと言って
きています。いま、ある自治体では、地域ケア会
議や地域づくりをしない場合は委託料の返還を求
めるということを言い始めてきました。これはす
ごい状況だと思っています。

司会 それは随分と強引なことです。相手のある
ことですからね。

加藤 つい先日の話ですが、今年度はこういうこ
とも考えざるを得ないといった言い方をしていま
す。非常に苦しいところに置かれているかなと思
います。

司会 地域包括ケアを作るのが中心なのですか？

加藤 地域包括支援センターがやはり中心になっ
ていくんだと。

山田 本末転倒も甚だしいですね。本来は行政が

作るべきものでしょう。

加藤 丸投げなんですね。

司会 それは他でもそうなのでしょうか。

加藤 どうでしょうか、他の自治体はどうでしょ
うか。

井田 山形ではそこまでは言ってきません。

山田 自分たちのプランがないということですね。
だから言ってくるのでしょう。

加藤 やりなさいと言うだけで、それに対して市
がどう援助するという具体策がまだみえません。

司会 だいたいそれを考えるのが本来は行政の仕
事なのであって、せめて場面設定くらいは市がや
らないといけないでしょう。地域包括支援センタ
ーの人が中心を担うのは良いけれど、事業者を集
めたり利用者の代表を呼んできたりと、包括の仕
組み作りなどというのは知恵を集めてやらないと
作れる訳がありません。その知恵を集めるところ
までを支援センターにさせようというのならば、
集める権限も下さい、自治体の代わりにするのだ
から、強制的に会議に出なさい、来ないと貴方の
所は減点します位まで言える権限がないと。それ
こそ支援センターに包括の金を返せと言い出すな
どとは、逆ですね。驚きました。

山田 恐らく焦っているのでしょうが、ひどいで
すね。厚労省に実態を報告し改善を求めないとい
けません。

営利法人と営利主義の違い

司会 既にいろいろな問題が出てきているのがわ
かったと思います。それではさきほどの資料（図
表１）の感想的なご意見をいかがでしょうか。

山田 医療系のところは医療法人が強いですね。
例えば訪問看護ステーション、通所リハ、デイケ
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アといった医療や医療人を必要とする場所は、非
営利の事業者のほうが強い。営利企業の方は、ど
ちらかと言えば施設系のところが強いですね。医
師・看護師がいらない介護事業に強いということ
ですね。圧倒的にシェアを示しているので驚きま
した。営利の事業所がこういう所では確実に伸び
てきている、国の思う通りの方向へ進められてい
るというのがはっきりしますね。

井田 そもそも介護保険が始まる前は、措置で行
われていたサービスが多くありました。ヘルパー
などは措置で動いていたのに、地方公共団体ない
し社会福祉協議会が丸投げして責任を負っていな
いと最初に思いましたね。自治体がどれだけ責任
を果たしているのかを疑問視する数字ですね。

司会 そうですね。この営利法人には、大手から
中小企業までいろいろとあって、内容はどうかと
いうのはわかりません。全体としての傾向は山田
先生の言われた通りだと思います。同時に、かつ
てコムスン事件があって、会社の方に対してかな
り厳しい規制、監査の強化が図られました。その
点では営利法人が積極的に取り組みをしていると
は見て取れるのですが、形態論だけで営利主義で
あるとは必ずしも言えないです。ここは重要な点
で、もっと細かく見なければいけません。
例えば福祉用具貸与はほとんどが会社ですが、

民医連が経営している事業所もすべて会社です。
これはこの法人形態がもっともやりやすい形態だ
からと言えるのではないでしょうか。例えば新し
い事業にすぐに入りやすい、機動性があって企業
人としてのイニシアチヴを発揮しやすいと言えま
す。しかし、一見した印象は、営利の市場として
提供するというもくろみがそれなりに広がってい
る、しかし全てが営利主義ではないということで
しょうか。
そういう点では、医療と関わる介護サービス、

医療人がしなければならない医療サービスという
のは、営利化の歯止めという役割を果たしている
とも言えるのかもしれません。

加藤 医療法人の訪問看護ステーションの減少が
気になりますね。地域でも営利法人の訪看ステー

ションが出来はじめていますし、通所介護など、
例えばお泊まりデイなどをやっているところなど
は、同じ名称でも運営する会社が違うのです。要
は名前とノウハウをもらってやっているだけで、
いわばフランチャイズです。

司会 運営主体はさまざまで、名前は同じなので
すか。

加藤 私は千葉民医連のデータの関連機関マスタ
ーを見ているので、ケアマネからここをデータに
入れて欲しいと言われると、全体の傾向が見えて
きます。デイサービスはそういう所が増えていま
すし、訪問看護ステーションは先ほど言ったとお
り株式会社形態で、「何でも受けます」と言うと
ころが増えてきています。

山田 ある訪問看護ステーションですが、大きな
営利企業から合併しませんかという話があったと
聞きました。やはり看護師さんが欲しいのでしょ
うね。

訪問介護の利用者の視点

司会 特に訪問介護などは営利企業が６割と増え
てきていますが、利用者からみてどうかというの
はまた別の問題です。利用者視点で言えば、最近
の大きな問題は生活援助時間の短縮です。現場の
ヘルパーは苦労して対応していると思いますが、
営利法人と非営利法人とで、対応に差があるでし
ょうか。例えば、民医連の事業所でも６０分にした
のですが、利用者からの要望があれば９０分を続け
るとか、最大限を経営とのバランスを取って融通
するなどとしています。こうした点はどうなので
しょうか。

井田 ある営利法人では、９０分を４５分×２回にす
るという方法をとっていると聞きました。民医連
では４５分を越え６０分までを１つの区切り、中には
９０分までという形で対応しています。しかしこれ
は事業所持ち出しになるので、持ち出しにならな
いように４５分を２回に分けて計画を立て、収入を
上げているというのを聞きました。実際こういう
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方法もあるのでしょうか。

林 事例調査で出てきたのは、回数を２回に増や
すことよって利用料が上がってしまうので、時間
が減って構わないから回数を増やしてくれるなと
いう事例です。それからヘルパーの出入りが激し
くなるのがストレスで嫌だというケースも報告さ
れています。その人その人に合わせて対応せざる
を得ませんね。

司会 現場では利用者の意向を反映せざるを得ま
せん。厚労省はあまりに評判が悪いので１日２回
行ってもいいと認めましたが、そういった負担増
などの問題が出てきているのです。果たして営利
法人と非営利とではその差があるのかどうかは難
しいです。

株式会社の事業所も批判

林 事業所アンケートについては９８３事業所から
回答があって、民医連以外の事業所の回答が４分
の３を占めました。ここに集中する意見は民医連
だろうがそうではなかろうが、同じような問題意
識を持っている事業者です。事業所名からみて、
４分の３のほとんどが株式会社だと思われます。
生活援助の対応については同じような問題意識を
持っています。今回の介護保険改訂については７
割が全く評価しないと批判的ですし、先ほど八田
さんが言われたように、営利法人、株式会社だか
ら機械的に営利主義とは言えないのだと思います。
株式会社でも地域で真面目にやっているところは
それなりの問題意識を持っている。ただ、そうで
はない営利のところ、利益至上主義で展開する事
業所がどのような対応をしているのかは、わから
ないです。

司会 なるほど。それにしてもアンケート調査に
株式会社の回答がそれだけ集まるというのはすご
いことですね。

林 小さな会社などは、恐らく声を出すところが
ないのではないかと思います。

制度の隙間と貧困ビジネス

司会 次に行き場のなくなった人や一人暮らしの
認知症の人や低所得層など、多彩な形で現れる介
護保険制度の隙間になってしまうところに、一方
でいわゆる貧困ビジネスが食い込んできたり、一
方で住民の力で何とかしようとしていたりしてい
ます。この点、井田さん、現状ではいかがでしょ
うか。

井田 私の地域では喀痰吸引が必要な人たちの行
き場がなくなっています。というのは、特養で介
護職員の喀痰吸引の研修会をやり、それを受けた
者でないと吸引できないと厚労省が歯止めをかけ
ているものですから、全ての介護職員がその技術
を取得しているわけではありません。そこで一部
の特養では新規の喀痰吸引が必要な方や経管栄養
者を受けないという方針を打ち出してきているの
で、行き場がなくなってしまったのです。実際に
ショートステイを利用しているそういう利用者を、
ショートステイ側が私の施設に送ってきます。経
管栄養の人たちや医療行為が必要な人たちを手放
し、やってくれるところへどんどん移そうとして
います。ケアマネジャーを含めてそういう動きで
す。うちも含め、数が増えてしまうと困るので、
なかなか受け皿が難しい。医療が必要な人たちの
生活の場、住まいの提供が大きな問題です。
生活保護について問題となっているのは、特別

養護老人ホームはユニット個室になっているので、
そういう人を申請すら受け付けない傾向があるこ
とです。うちの特養は人数制限をして一部だけ受
け入れる体制を組んでいるのですが、一般的には
ユニット個室には生活保護の人は全国どこでも入
れない状況が続いています。全日本民医連の中で
も話題になりますが、お金がないから雑魚寝でい
いのか？という問題は、決してそうではないだろ
うし、お金が有る無しにかかわらず、個室でプラ
イバシーを保てるような生活空間を確保していく
ことが大きなテーマだろうと思っています。
それから、両親の年金をあてにして生活してい

る方が多いという印象があります。利用者の中に
もそういう方がいて、どうしても未収金の発生が
出てきます。これをどう解消するかが問題です。
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昨年、成年後見制度の活用で１件対応したくらい、
この問題はなかなか大変な問題です。

司会 これは結構ある話です。千葉でも失業し、
老健に入っている親の年金で暮らす人がいて、利
用料金を払わないというケースがありました。ま
た別のケースでは、生活支援ハウスの入居者で、
年金が入るとパチンコに行ってしまうという人も
います。全体としての貧困の問題は置いて、要す
るに行き場のないケースがどのように出てくるの
でしょうか。

在宅医療は覚悟が必要…

山田 医療の症度が高いために行き場を失う方た
ちが今後増えてくるでしょうし、受け皿の準備が
ないままに地域へ返しているというところはあり
ます。私も老健の施設長をしていたとき、恥ずか
しながら症度が高いからとなかなか受け入れても
らえず、地域の中にいくつかある老健でも痰引や
胃瘻は３床などと制限し、それ以上は増やせない
状況にありました。いきなり来るとなると準備が
出来てないし行政は準備をしないという中で、今
後は社会的な問題として取り上げて欲しいですね。
もう１つ、介護療養病床はどうしても必要です。

私だけの意見ではなく、これは続けていかなけれ
ばやっていけないと思います。全国で胃瘻が約４０
万人、５０万人に近い人数が在宅でいます。民医連
の一昨年の在宅交流集会の１万４千人のデータの
なかで、胃瘻は８％、１，０００人を越えます。しか
も震災があったために、このときは４３％の回収率
だったのです。恐らく倍以上いるのではないかと
思います。

司会 だいたい無理がありますね。胃瘻や喀痰吸
引などを介護職員にやらせろ、そのためには訓練
をすればいい、しかし訓練をしたからと言ってそ
れだけのペイがあるわけではなく、多少増えるだ
けです。医療的な側面から見て、行く場所がない。
お金がなくて行き場がない。行き場の問題として
は、医療・お金の他には、認知症や制度的適応で
行く場所がないということでしょうか。結論は「２０
万円払える人は施設に入れますが、そうではない

人は在宅で頑張るしかない。在宅介護には覚悟が
必要です」という、淑徳大学の結城康博先生のお
言葉ですね。NHKスペシャル「漂流社会」で聞
いて、ぞっとしました。

山田 慶應義塾大の田中滋先生が昨年のケアマネ
ジメント学会で紹介した地域包括ケアのスライド
でも、「本人・家族の覚悟が必要」とあります。
覚悟とはどういうことなのかと思いました。

司会 嚥下性肺炎で呼吸が大変になっても、入院
できない覚悟を決めて下さい、ということなので
はないでしょうか。家族に苦しむのを見ていろと
いうのですから、いまの在宅医療はすごいもので
す。在宅医療のお医者さんの中には、家族がそう
いう覚悟を決めるのを容認する方もありますね。

山田 日本老年医学会でもいわゆる終末期が問題
になっていて、ガイドラインが出ました。今年６
月の民医連の在宅医療交流集会のおおきなテーマ
の１つになるでしょう。

司会 今までは、まずいのちを尊重し、現在の医
療技術を使えば長らえられるし、痛み・苦しみを
避けられましたが、そういうことを適用させない
状況が起きていますね。

山田 「がん死」、「非がん死」という言葉があり
ます。がん死は医療技術を駆使して短時間で亡く
なっていくけれど、胃瘻などの非がん死の場合は
ターミナルケアをどうするかが大きな課題です。
特養待機者の在宅介護は介護度４や５が約５－６
万人いる。地域の中にたくさんある問題だと言え
ます。

司会 こうした困難事例の入所できない、入院で
きないというケースでは、貧困ビジネスでさえ引
き受けてくれない。そんなに手のかかることはし
ない。まさに何もしてもらえないまま、一人暮ら
しなどでは劣悪な状況になってしまうというのが
実情ですね。私のイメージでは、貧困ビジネスは
比較的身体が動き、生活保護の申請が出来る人を
収容し、お弁当などを与え差額を徴収してしまう
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というものですが、お泊まりデイはどういうもの
でしょうか。

「お泊まりデイ」の実情

加藤 特養ができショートステイが一緒に出来る
と利用希望者が殺到し、ショートの予約がいつも
とれない状況になる訳です。お泊まりデイは、普
段通っていたデイサービスに通いながら違うとこ
ろでショートというと、３ヶ月前からでないと予
約できないので、本来は日帰りのデイもあって、
介護保険の対象外ですがそこにも泊まれるという
場所に家族が変えていくという状況です。それで
はどういう所かと言えば、ほとんど民家です。普
通の一戸建てで小規模のデイをするという形なの
で、泊まるというと和室で男女を並べて寝たり、
リビングにソファーベッドで寝たりという状況で
す。それこそ人の身体の状態に合わせていられな
い、片麻痺の人がそんなソファーベッドに寝るの
で良いのかとなります。ただし家族はショートを
ずっと探して転々とするのは嫌なので、そこをず
っと利用したいとなるのです。デイサービスのお
泊まりは８００円だったり無料だったり、１，０００円だ
ったりとまちまちです。デイサービスを利用する
人を確保できるので、泊まりは１，０００円、８００円で
やるということです。

山田 これは必要悪に名を借りた貧困ビジネスの
一種だと思います。施設基盤が整備されていれば、
こんなケースは起こらないのですから。そこをや
っている側も心苦しいと思っている事業所もある
とは思いますが、施設基盤の充実を図らないとい
けません。国がその状況を放置しているのは問題
です。

加藤 それでいて、保険者はケアマネにはなぜお
泊まりデイのプランを作ったのかとケアプラン点
検に入るのです。ショートを何件当たってダメだ
ったからお泊まりにしたという根拠を示せという。
ここでもケアマネは絞られてしまうのです。お泊
まりデイの実態を見て見ぬふりをしつつ、ケアマ
ネで絞るという方法には納得がいきません。良心
的にやっている事業所もありますが、自治体への

届け出義務はなく、人員配置や防火設備は事業者
任せなのです。実際には門扉に鍵をぐるぐるに巻
いて出て行けないようにしているデイもあります
し、火事になったらスプリンクラーなどの整備も
されていません。

山田 群馬県渋川市にあった高齢者施設「静養ホ
ームたまゆら」焼死事件と同じ状況になりかねま
せん。

加藤 だから私たちはそういうことを危惧し、お
泊まりデイは使わないようにしようと努めている
のですが、家族の方は切羽詰まっているという状
況もあります。

サービス付き高齢者向け住宅の状
況

司会 施設設備が不十分なために、どうみても劣
悪な処遇が横行しているというのが実態なのでし
ょうか。そういうものと関わって、「サービス付
き高齢者向け住宅（サ高住）」の資料を林さんに
用意して頂いたので、説明をお願いします。

林 図表２は「サービス付き高齢者向け住宅協
会」のまとめた資料です。サービス付き高齢者向
け住宅というのは、「高齢者住まい法」という法
律が改正されて新しく制度化されたもので、２０１１
年１０月から登録が始まりました。個室で居室面積
は原則２５㎡以上、「サービス付き」のサービスと
は安否確認と生活相談です。国は２０２０年までに６０
万戸整備する目標をもっており、現在どこまで進
んでいるかというと、２０１２年１１月末で８２，８００戸だ
そうです。週に１千戸くらい増えていますね。

山田 厚労省老健局高齢者支援課のグラフで見る
と、その後さらに増え、この１月で９３，０００戸を越
えています（図表３）。

林 全部のデータではないのですが、実態がこれ
でわかるかと思います。法人種別では株式会社が
５６％、有限会社１４％です。７割が会社です。運営
している業種は介護系事業所が６０％ですが、建設
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図表２ サービス付き高齢者向け住宅の現状と分析（平成２４年８月末時点）

出典：「サービス付き高齢者向け住宅協会」ウェブサイト
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出典：「サービス付き高齢者向け住宅協会」ウェブサイト
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出典：「サービス付き高齢者向け住宅協会」ウェブサイト

図表３ サービス付き高齢者向け住宅の登録状況の推移（平成２５年１月３１日時点）
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会社が立てて介護系事業所に委託しているケース
があるので、持ち主とは実際は違うのではないか
と思います。住宅の戸数は１－１０戸未満が多く、
２階建てが圧倒的です。サービスは安否確認や生
活相談は１００％つけなければなりませんが、あと
はまちまち。ただし食事の提供は多いです。他に
は入浴や調理などの家事、健康維持増進サービス
は５－６割、個々によって異なるのかなと思いま
す。併設施設の種類ではデイサービス・訪問介護
事業所・居宅介護支援事業所の併設が多いです。
常駐している職員の体制ですが、圧倒的にヘルパ
ー、あとは併設している居宅介護支援事業所の職
員が対応しているところが多いですね。２４時間対
応しているところが７割、夜間・緊急通報サービ
スのみが２６％です。
このサービス付き高齢者向け住宅は、介護保険

が始まったときの第１次参入ブームに続いて、第
２次参入ブームだと言われています。異種業種の
展開が非常に増えています。例えば JR、南海、
近鉄といった鉄道不動産が線路脇の空いている土
地を利用して作ることが話題になっています。あ
とはヤマダ電機、電気量販店が進出していますし、
面白いのではファミリーレストランのデニーズと
学研ココファンが提携し、１階は駐車場、２階は
ファミリーレストラン、３、４階は高齢者向け住
宅というのを、この秋に立川に作るらしいという
話もあります。非常に広がりを見せており、建設
業界は空前のビジネスチャンスだという位置づけ
です。
ただし問題点も指摘されており、当初に厚労省

が説明していたのですが、制度設計上、入居対象
者として厚生年金受給者を想定しています。そう
いう設計で家賃などが考えられている住まいです。
それから高齢者住まい法の改正と関わるのですが、
公的な家賃助成があった「高齢者向け優良賃貸住
宅（高優賃）」が廃止になりました。やはり低所
得者の終の棲家の問題が改めて浮上してきている
という実態があります。また、国はサ高住を施設
の代替だと説明しているので、２４時間のサービス
をセットすれば最後まで施設に入らなくても高齢
者住宅で暮らせるという話ですが、玉石混淆で必
ずしも医療や介護が保障されていません。この点
は、厚労省が近々実態調査に乗り出すという話も

出ています。様々な現状があり、この制度が出来
たときに施設はもういらないというマスコミの報
道もありましたが、どうも実態はかなり違う状況
です。
それに低所得者はこうした家賃のところへは入

れませんから、お泊まりデイのようなところで３
年間も住んでしまっているというケースもある訳
です。さきほどのたまゆらホームも２０１３年１月に
理事長に有罪判決が出ましたが、あれだけ劣悪な
施設でも待機者が１００人いたそうです。それだけ、
必要とされていると言わざるを得ない現状がある。
これは営利企業の住まい分野への進出の問題と、
貧困ビジネスの横行とがセットになっている、こ
れからは住まいが大きな争点となりそうです。

井田 林さんの報告を裏付ける話として、先日、
特養を建設している人と話をしたところ、資材と
職人が足りないということでした。なぜなら、こ
のサ高住がどんどん建設されているので、資材と
職人が取られ、特養建設が１ヶ月も２ヶ月も遅れ
ているというのです。うちが特養を建てたときも
１ヶ月遅れたのですが、それは東日本大震災があ
ったために、復興に伴う資材と職人不足でした。
鶴岡でもそうですが、建設会社がこういう大型

の住宅を作り、そこで完結させようとしています。
ケアマネジャーもそこで、デイサービスもそこで
済ませようとします。６０人、８０人、１００人規模の
高齢者を住まわせるのです。もう一つは医療法人
がどんと自分の病院の隣に建てて、一括して面倒
を見ていくというケースもあります。特養も含め、
認可の施設はもうなかなか出来ません。地域密着
型小規模施設しか認められない中では、こういう
住宅が増えるのかなという気がします。

司会 千葉県でも予算を見ると特養は減らされて
いる傾向がありますが、どうでしょうか。

加藤 千葉では大手事業者がサ高住を建てようと
しています。そしていろいろな自治体に展開しよ
うとし、訪問看護ステーションに連携のステーシ
ョンをやりたいとさかんに声かけをしているのが
目立つ気がします。あとは医療法人、病院が同じ
敷地内にサ高住を建て、ヘルパーステーション、
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訪問看護ステーション、ケアマネを入れて建てる
というのがあります。
もう一方では開業医の先生が小さなものを建て

るという動きもあります。１階はクリニック、２
階がグループホーム、３・４階が住まい、５階に
ヘルパーステーションと訪問看護ステーションを
入れた建物を作り、最初は家賃設定を生活保護基
準にしていた開業医がおられました。しかしそれ
では成り立たないので、去年お会いしたときには
４万９千円の家賃を９万円に上げると言われ、驚
かされたということがありました。

司会 民医連ではサ高住を作っていますか？

林 福岡、長野、福井、北海道など、現在数カ所
で建設しています。

山田 福岡は、健和会が大手町病院の隣に新しい
サ高住をつくりました。

司会 健和会はどういう土地を使ったのでしょう
か？

山田 隣の土地がたまたまあいていて、それをい
ただけたと聞いています。

司会 隣接で土地が手に入ったとは、運が良かっ
たですね。

山田 県別のデータはありましたか？

林 出ていましたがこういう表にはなっていませ
んでしたので、省略しました。やはり都道府県ご
とで差はあります。

低所得層の住まいをどのように担
保するか

山田 これから高齢者が増えていくなかで、こう
した施設づくりに地域差はあるのでしょうか。

林 地域差はあると思います。民医連ではこうし
た施設が５、６ヶ所ありますが、どこも苦労して

いるのは家賃の設定です。建設コストの関係で、
どうしても家賃を下げられない。食費・家賃・共
益費で１２、３万円になってしまうのです。それで
も入る人はいるものの、国民年金だけの人や生活
保護の人が入れるような家賃設定になかなか出来
ないと言っていました。
例えば北海道では、生活保護の住宅扶助の金額

で設定し、それだけでは大きく赤字になるので、
サービス事業所を併設してやっているそうです。
かなり様々な工夫をしないと、この高齢者向け住
宅の枠組みで低所得層に住宅を提供するのは大変
です。どこも住まいを作ろうという呼びかけをし
ても、その点で逡巡してしまう、なかなか手を出
せないという点があります。ただし、地域の中で
は非常に必要とされていますね。

司会 古い建物を利用してなどと言いますが、耐
震基準を見ると、そう簡単には古い建物は使えな
いですね。

林 昔はそうではないかもしれませんが、東日本
大震災後の今はそうはいきません。

司会 ましてや７０％の確率で首都直下型地震の可
能性などと言われては難しいところです。家賃問
題は大きいですね。特老でもサ高住でも、まず低
所得層、生活保護の人たちの行き場を保障できる
のか、次にその他のサービスとの関わりで何とか
経営出来るのかとなりますが、いわば実験の段階
ですね。

林 やってみなければわからないという状況があ
ります。

司会 いろいろなところで「自分たちの手で終の
棲家を作りたい」という声はあるけれども、ある
程度の資本力があるような企業や民医連の医療法
人などでないと、こういうものに挑戦するのは容
易ではないのです。方法があるとすれば、公的に
低所得層の住まいの問題を別立てで考えないとい
けない。今の施策は養護老人ホームから何から切
り捨てるだけですから、低所得層に対する施策と
は呼べません。生活支援ハウスだって認めなくな
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りました。うちでも大赤字ですし、この住まい問
題は難しい。となると、基準などは一切関係ない
卑劣なビジネスが横行するということでしょうか。

NPO法人とまちづくり、専門職
とボランティアの協力と事業

司会 介護保険が始まった頃には、NPO法人と
いう形態が注目を集めましたが、NPOは健闘し
ていると見るべきでしょうか。先ほどの図表１で
は訪問介護などは当初より増え、そこそこと言え
るのですが、住宅などはどうでしょうか。実際に
は NPO法人と言ってもいろいろで、それこそア
グリー・ビジネスをしているところ、例えばホー
ムレスを捕まえて生活保護を取らせ、監禁状態に
してしまうと言われているところもあります。

林 真面目に専門性を高めてやっている NPO法
人もあれば、ボランティアの延長でやっているよ
うな団体もあれば、今のようなあやしい展開のと
ころもあると、様々のようです。ただやはり、非
営利法人の役割や機能は全体として力を発揮でき
ていないという印象があります。

司会 協同組合というところも、それほどぐっと
伸びているとはいえません。介護分野で組合員や
友の会といった住民の運動だけではない取り組み
に、なかなか主体者として登場するまでは容易で
はないのでしょうか。井田さん、いかがですか。

井田 鶴岡では社会福祉法人、医療生協、生協共
立社など７法人でまちづくり協同組合を立ち上げ、
それぞれが役割分担をして１つのまちを住みよく
していくという方針で事業に取り組んでいます。
確かに事業存続ということでは、なかなか容易で
はありません。

司会 例えばどうでしょうか？

井田 法人同士が同じ事業を立ち上げると、まち
づくりとして大きく考えるという考え方とは別に、
やはり事業所運営を考えてしまいます。すると事
業運営上赤字にならないようにと、利用者確保（囲

い込み等）が起きてしまう。きちんとした役割分
担を明確にしないと成り立たないかなと思います。
しかも地域の要求等により事業はどんどん拡大し
ていくのです。

司会 なるほど、住宅の問題はこうすれば良いと、
まだ言えない状況ですね。

山田 地域包括ケアを実践していくときに、共同
組織の課題というか、共同組織が大きくなってい
ける課題ではないかと思います。より洗練されな
いといけません。
地域の介護の予防も含め、みんなで知恵を出し

合って共同組織が力をつけていかなければならな
いのではないかと思います。「地域包括ケア」へ
の取り組みを、共同組織の大きな取り組みの課題
してほしいと思いますね。

司会 地域包括ケアがまだ具体的にイメージでき
ないのですが…。

山田 図表１の項目を見ると、NPO法人は小規
模事業、多機能の事業が多いようですね。寄りあ
い所など、貧困ビジネスにつながらない人が集ま
る拠点というか、こういう事業をさらに拡大展開
できないかと思います。例えば食事会の取り組み
がもっと大きくなって、認知症予防の取り組みに
つながるとか、一人にしない活動につなげるとか、
そういったことに出来ないものかと思います。

井田 地域で支えるという意味では、協同組合の
組織力は大きいのです。ただ、この表に出てきて
いるのは介護事業に関わることだけなので、協同
組合は介護事業に特化していない事業も多岐にわ
たります。助け合いの会や、地域みんなで何とか
しようという取り組みなど、そういう方が協同組
合の役割分担としては大きいかもしれません。

非営利の事業として

司会 千葉健生病院には配食サービスがありまし
たね。
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加藤 病院の栄養科が作り、ボランティアさんが
運んでいます。

司会 この取り組みを広げていくというと、専門
職と組織されたボランティアの協力という話にな
り、さらに長期に継続するというと、事業として
どう成り立たせるかという話になります。ボラン
ティアだけでは事業としては成り立ちません。こ
れから先はそういうことも含めて考えていかない
といけません。まだ試みの段階と言えるでしょう
か。

井田 鶴岡のまちづくり協同組合の配食事業は、
今期はしっかりと黒字が出ました。単に税金とし
てもっていかれるだけにならないように、清掃業
務を含め様々な事業をしていますが、組織に還元
するという形が出来ました。また、この冬は大変
な大雪でした。高齢者の独り住まいの方々の除雪
なども含め、生活を支える仕組み作りにも大きく
貢献をしています。

山田 埼玉にも、障がいを持つ子どもたちがいろ
いろと取り組みするのをみんなで支えるというの
があります。

司会 こうした先進的な取り組みを、事業として
成り立たせるという仕組みがないと続きません。
仕事であり、雇用の場ですからね。

今後の非営利・協同の介護事業組
織の課題は？

司会 最後に、在宅や住居、まちづくりなど、こ
れから先の介護サービスをめぐる課題について、
ひと言ずつお願いします。

加藤 やはり公的責任の追及というのをしていか
ないといけないと思いました。地域の活動を支え
人を育成し、介護予防を支える仕組みを作り、持
続していくことが大切ですが、一方で住まいにし
ても予防や生活支援にしても、公的責任はきちん
と果たしてもらうことをしっかりと打ち出さなけ
ればならないと思います。

林 厚労省は、最近は「事業モデル」ではなく「ビ
ジネスモデル」と言い出しているので、明らかに
営利法人、しかも大規模な営利法人がシェアを占
めるのを前提にした政策が組まれてくるのではな
いかと思います。例えば、新設された定期巡回・
随時対応型訪問介護看護のサービスも、入札制度
で一度受けると地域丸抱え、いわば独占状態が作
られるわけです。そこにジャパン・ケアサービス
などの大手事業者が赤字覚悟で参入している。非
営利の事業体としては、住まいの問題も含め、あ
るべき介護保障のあり方や負担のあり方をきちん
と地域に示していくのが大きな役割となっていく
のかなと思います。
もう１つ、自分で数字化して愕然としたのです

が、日本の介護の担い手は大半が営利法人に流れ
ているという実態です。もちろん、良心的な会社
もありますが、ここに対して今後のあるべき介護
保障のあり方や地域包括ケアを求めるにあたり、
供給主体についてどういう政策提言をしていくの
かというのが大きな問題意識になっています。今
は規制緩和で間口は広く、どんどん参入させて、
あとから規制で締め上げるという手法をとります。
それに対し、例えば事前審査を住民参加を含めて
厳格化させるなど、そんなことをきちんと言う時
期に来ているのかと思いました。私などは、すべ
て一般社団法人化を義務づけてはどうかというく
らいに考えます。民医連という１つの団体では立
ちゆかない問題なので、ぜひ、こういった政策課
題を研究所で取り上げてほしいです。

司会 ぜひ一緒に研究しましょう。そのためにも
非営利・協同の介護事業の取り組みが営利主義の
企業の取り組みに優越するという実践が必要なの
でしょうね。

山田 この座談会へ参加するにあたり、非営利と
営利とはどういうことだろうと考えてきました。
営利でも真面目にしっかりとやっている事業所が
普通でしょう。では非営利の事業所の役割は何だ
ろうかと考えると、たまたま、朝日新聞に中国で
介護ビジネスをやっている日本の人を紹介する記
事がありました。記事では中国の人が、「お金の
ある人は立派な民間施設で良い老後を送り、お金
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のない人は生きるだけ」と言っているのです。私
はこれを見て、非営利はお金の有無にかかわらず、
豊かな老後、豊かな生活を共有できるように支援
することだと改めて思いました。非営利組織の代
表に音頭を取ってもらい、私たちも一緒に活動で
きたらと思います。

井田 私は介護現場の人間として、現場で働く職
員が生きがいを持って、やりがいを持って仕事を
継続できることが必要だと思います。いまは日本
中どこに行っても介護職員が不足しているのが現
状ですし、介護福祉士の養成校も定員割れして四
苦八苦しています。そんななか、厚労省はそうい
う介護福祉士養成校へ補助金を出し、雇用促進を
目的とした介護職員を増やそうとしています。今
後、新卒の介護福祉士で４０代、５０代の方が資格を
取得して卒業してきます。今が何とかなればいい
という場当たり的な対応では、何の解決にもなり
ません。そもそも、いま働く人たちがしっかり働
ける仕組みが出来ないと、いつまで経っても不足
です。そういうところに目を向けて欲しいです。

司会 ありがとうございました。今日の議論を聞
いて、全体として、厚労省の政策の前提に、底上
げや全ての人の人権を保障する介護、底辺の人を
どうするのかという視点が抜けていると思いまし

た。先ほどのサ高住にしても、果たして最後まで
ケアを出来るのかは疑わしいですね。家族がいな
い人を看取りまで考えるならば、２４時間、人が配
置されている病院と同じサービスを考えなければ
成り立たないはずです。しかし、そこまですると
病院よりも介護事業の方が高くなるはずです。だ
からこの点からも、人権を保障した介護を今のサ
ービス付き高齢者向け住宅で出来るというのは、
これは嘘だと思わざるを得ません。つまり政策の
基本的な部分にごまかしがあり、事実に反するこ
とには目をつぶり、一定の範囲でという対応です。
これについては公的な責任の追求と、事実から

目を背けているという弱点、問題の告発が我々の
課題であり、これらに対応するとりくみ、例え実
験的なことであっても、北海道や福岡などでやっ
ていることから情報発信するのが課題になってい
るのではないかなと思いました。
そして今後のテーマとして、山田先生が指摘さ

れた地域包括ケアを住民と一緒に作っていく何ら
かの典型作り、まちづくりと介護がセットになっ
ているような取り組みが必要だと言えます。こう
した典型の実践をやっていくことが、われわれな
ど非営利・協同の事業組織に求められるのかなと
思います。

（２０１３年３月８日実施）
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はじめに
人は、人生の途上で何らかのアクシデントに出

会わない限り、徐々に老い、やがては亡くなって
いくものである。死の訪れは貧富の差もなければ、
性別や居住地域による差もなく、誰にも平等にや
ってくる。しかしながら、高齢に伴い要介護状態
になった段階での生活の質は千差万別である。ま
た、その延長線上にある死の迎え方も、その人の
社会・環境要因に大きく影響されている。
日本国憲法第２５条は、私たちの健康で文化的生

活を営む権利を保障している。老人福祉法第２条
では高齢者の生きがいをもてる健全で安らかな生
活を保障している。それにも関わらず、日本で老
いを迎え介護を受けている要介護高齢者とその家
族たちの多くは、自己の生きがいやささやかな楽
しみはおろか、それまでの生活水準の維持すらあ
きらめ、介護すること・されることに全力を注が
なければならない。あるいは、老親介護が子世代
の生活維持と両立することができない場合には、
さらに複雑な家族問題をひきおこし、それぞれに
苦悩の日々を送らざるを得ない。
介護の「社会化」は、介護される・する双方の

誰もが望む方向性であったはずである。地域に充
分な社会資源を用意することにより、専門施設に
おいても、在宅においても安心して介護を受けら
れる。また家族がそれを望めば家族自身が介護す
ることもできるし、必要に応じていつでも専門職
のケアも受けられる。だれもが自分らしさを失う
ことなく従前の暮らしを継続できる基盤を創るこ
とが介護の「社会化」の意味するところであった

はずである。介護保険法はそれを実現するために
１９９７年の年の瀬に可決・成立した法律である。そ
の施行から１２年が経った現在、介護保険法は私た
ちの暮らしに何をもたらしたのだろうか。２０１２年
の法「改正」、介護報酬改訂は介護の「社会化」
を促進し、介護保障の実現につながっているとい
えるのであろうか。

Ⅰ 介護保険制度の根本問題
２０００年に「いつでも、どこでも、だれでも必要
な介護が受けられます」というキャッチフレーズ
と共に導入された介護保険制度だったが、その制
度設計上の諸問題については制度発足当初から
様々な指摘がなされてきた１。
その最たるものが保険料負担の問題である。具

体的には介護保険料と介護報酬がリンクしたいわ
ゆる「給付と負担の連動」によるものである。現
行制度においては、給付総額に占める５０％を国、
県、市町村による公費で負担しており、残り半分
を被保険者による保険料負担でまかなっている。
その宿命として、当該地域において介護保険サー
ビスの利用が増加すればそれに伴って給付総額も
増加し、その分、保険料の増額が必要となる。同
様に介護現場で働く職員の処遇改善のために介護
報酬を増額しようとすれば、それもまた国民が負
担する介護保険料に跳ね返ってくるのである。
今回の改定で、保険料は全国平均で月８１２円の

増額、率にして約２０％の負担増となった。制度発
足当時２，９１１円からスタートした保険料は改定の
たびに大幅に増加し、２０１２年改定においては全国

２２００１１２２年年「「改改正正」」介介護護保保険険法法・・改改定定介介護護報報酬酬のの問問題題点点

～介護保険で私たちの介護保障は可能か?!～

藤松 素子

１ 「高齢者の自立」「普遍性・公平性・妥当性・専門性」等の理念的な問題、措置制度批判と保険方式採用の根
拠に関わる問題に加え、①保険料負担問題、②要介護認定・利用料・支給限度額・社会資源の未整備による「利
用抑制」問題、③介護報酬の低さ、規制緩和に伴う福祉労働現場における混乱と労働条件の悪化が指摘できる。
詳細は藤松素子（２００５）「介護保険をめぐる基本的問題と理論的検討の課題」『佛教大学総合研究所紀要別冊 介
護保険の施行とその課題』１３７－１４０頁。
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平均が４，９７２円となり、この１２年間で７０％もの増
額となっているのである。厚生労働省の試算によ
ると、このままの水準で上昇し続ければ、２０２５年
には８，５００円を超えるという。
他方で、老齢基礎年金のモデル平均支給月額は

わずか６５，５４１円であることを勘案すれば、５，０００
円近い介護保険料に、７５歳以上であれば後期高齢
者医療制度の保険料５，５６１円が加わり、高齢者に
とってその経済的負担がどれほどの重さとなるか
は想像に難くない。介護保険における自己負担１
割の利用料捻出はおろか、基本的な生活費そのも
のを奪う結果を招くこととなるであろう。
また、実質的な「利用抑制」問題も看過できな

い。在宅生活を支えるのに不可欠な訪問介護サー
ビスにおける生活援助の介護報酬は、２０１２年３月
まで６０分以上２，９１０円の設定であったが、４月以
降は、４５分以上２，３５０円に変更となった。時間設
定として、従来の「３０分以上６０分未満」、「６０分以
上」から「２０分以上４５分未満」、「４５分以上」に再
編され、介護報酬はそれぞれ２０％近く引き下げら
れた。改定のねらいは言うまでもなく効率化にあ
り、厚生労働省としては、基本単位の６０分を４５分
に設定し直せば、１日５軒であった訪問を６軒に
増やすことができるとした。これは、買い物は１
件あたり２８．７分、洗濯は１６．６分で可能であるとい
う「訪問サービスにおける提供体制調査」の結果
を根拠としたものだ２。
要介護者がこれまで同様の生活援助を依頼しよ

うと思えば、利用回数を増やさざるをえなくなる
ため、その結果、負担すべき利用料は増加する。
経済的に生活が苦しい要介護者が自己負担増加を
回避しようとすれば、依頼時間を短縮せざるを得
なくなる。全国労働組合総連合による「介護報酬
改定に関するヘルパー実態アンケート」の中間報
告によれば、回答した約１，２００人のうち、５９％は

訪問時間が減り、５７．６％がサービス内容を制限す
るようになったと答えている。「いつでも、どこ
でも、だれでも必要な介護」は受けられていない
ことの証左であろう。
また、日常的に外部との交流を望めない独居の

要介護高齢者の多くは、ヘルパーとの関わりや会
話を楽しみに待っている。ヘルパーの専門性は指
示書に従ってただ黙々と作業をすることにあるの
ではなく、人間的なコミュニケーションを通して、
その日の要介護者の体調を確認し、心情を受けと
め、その人らしい生活を形成する援助を行うこと
にこそある３。今回の「改正」は、介護保険制度
発足当初から顕著であったように、生活援助を家
事の代行とみなし、介護報酬を不当に低く位置づ
けてきた政府の貧困な介護観に基づくものであり、
利用者の暮らしを後退させるだけでなくヘルパー
の仕事のやり甲斐をも奪う結果につながっていく
ものである。こうして見ただけでも、そもそも介
護保険制度が有している根本問題に加えて、今回
の「改正」が更なる矛盾を重ねていることは誰の
目にも明らかであろう。

Ⅱ「改正」介護保険制度の実像①
～虚像の誇張～
「介護サービスの基盤強化のための介護保険法

等の一部を改正する法律」は東日本大震災が発生
した２０１１年３月１１日に閣議決定され、その詳細な
内容は広く明らかにされぬまま、また充分な審議
を経ぬままに同年６月１５日に採決が強行された。
そのねらいは「高齢者が地域で自立した生活を

営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支
援サービスが切れ目なく提供される『地域包括ケ
アシステム』の実現に向けた取り組みを進める」
ことにあるとされている。それは、「社会保障・

２ 平成２３年度厚生労働省老人保健健康増進等事業等サービスにおける提供体制調査研究等事業（速報値）を参照。
このタイムスタディの妥当性・普遍性は大変疑わしい。過疎地等で居住地に商店等が不在の場合、遠方まで出か
ける必要があるため３０分弱で買い物が済むことは想定できない。また、洗濯機の設定において１６分程度で完了す
るコースなど見られないし、何より洗濯に要する時間には洗濯物を干す時間も含まれるので、このような時間設
定で完了するのは不可能であろう。全く家事経験のないものであったとしても、その程度のことは予想できるは
ずである。
３ 二宮厚美２００５『発達保障と教育福祉労働 コミュニケーション労働の視点から』全国障害者問題研究会出版部
を参照。

22 いのちとくらし研究所報第４２号／２０１３年３月



税一体改革の確実な実施に向けた第一歩」として
位置づけられ、具体的には「医療と介護の連携の
強化等」、「介護人材の確保とサービスの質の向上」、
「高齢者の住まいの整備等」、「認知症対策の推進」、
「保険者による主体的な取り組みの推進」、「保険
料の上昇の緩和」という６つの柱が掲げられてい
る。要介護高齢者が地域で生活していく上では、
確かにいずれも重要な論点ではあるが、その実際
の内容は如何なるものであるのか。以下、論点を
しぼって概観したい。

１ 幻想の「地域包括ケア」
今回の「改正」の最大の特徴は、高齢化率が３０％

を超え、「団塊の世代」が７５歳以上になり高齢化
のピークに達すると予想されている２０２５年にむけ
て、「地域包括ケアシステムの実現」を図ること
を掲げていることにある。ここでいう「地域包括
ケアシステム」とは、「ニーズに応じた住宅が提
供されることを基本とした上で、生活上の安全・
安心・健康を確保するために、医療や介護、予防
のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支
援サービスが日常生活（日常生活圏域）で適切に
提供できるような地域での体制」と定義されてい
る。
しかしながら、結論を先取りすれば、これは「給

付の重点化・効率化」と「自助・互助・共助・公
助」の新たな役割分担の提示による介護・医療に
おける「公費抑制・地域頼みのケア」システムと
しか言いようがない。
そもそも、２０１１年３月 UFJリサーチ＆コンサ

ルティングがまとめた「地域包括ケア研究会報告
書」によれば、「２０２５年に実現を目指す」べき「地
域包括ケアシステムの姿」は、「おおむね３０分以
内（日常生活圏域）に生活上の安全・安心・健康
を確保するための多様なサービスを２４時間３６５日
を通じて利用しながら、病院等に依存せずに住み
馴れた地域で生活を継続することが可能になって
いる」「独居世帯等の中重度の要介護者でも、医

療を必要とするようになっても、住み馴れた地域
で生活を継続することが十分に可能になってい
る」と描かれている４。
加えて「介護の機能再編」の必要性が強調され、

次のような記述がなされている。在宅医療につい
ては、従来医師が行っている「定期的な訪問診療」
を看護職員による「病状観察」に移行させ、看護
職員には「急変時の対応・指示」「看取り」など
の、より自律的に医療提供にあたる役割を付与し
ている。そして、現状では医療行為として看護職
員が担っている痰の吸引、経管栄養などの「基礎
的な医療ケア」は介護福祉士に担わせ、さらには
介護職員やヘルパーが行っている生活援助は自治
会や NPO等に担わせるというストーリーとなっ
ているのである。そして、「医療ケアは看護師か
ら介護職員へ」、「生活支援はヘルパーから地域住
民へ」、医療と介護の公的費用を極限まで抑制し、
「公助」なき「自助」「互助」「共助」による地域
包括ケアシステムの確立を目指しているといえる
であろう。
実際の要介護高齢者は単に介護だけを要してい

るわけではない。加齢に伴う身体機能の全般的な
低下、認知症の発症にとどまらず様々な疾患をも
ち、定期的な医師による診療が不可欠な人がほと
んどである。また、要介護度が高くなるにつれ、
日常的な誤嚥や転倒・転落、症状の急変など様々
な生活リスクも高まってくる。いつでも医師の診
察が可能な環境を整えなければ、安心して在宅介
護を行うことなど不可能であることは自明のこと
であろう。
また、プライバシーの保護を最優先し、人間関

係が希薄化した昨今の地域コミュニティにおいて
は、高齢者のみならず若者も孤立・孤独状態に置
かれており、子育て中の親達も簡単にネットワー
クを構築することが難しくなっている。ましてや
要介護の高齢者、障害児・者など生活問題を抱え
た人たちの支援に際して、住民同士が自然発生的
に深いかかわりを持つことなど全く現実的ではな

４ 平成２０年度老人保健健康増進等事業である「在宅医療と介護の連携、認知症高齢者ケア等地域ケアの在り方等
研究事業」は三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社に丸投げされて実施され、「地域包括ケア研究会報
告書～今後の検討のための論点整理～」としてとりまとめられたものである。地域包括ケアシステムについての
分析は岡崎祐司（２０１２）「人としての尊厳が守られる『地域包括ケア』をめざして」『月刊保団連』１０９９号４－１０
頁に詳しい。
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い。安易な自助・互助頼みのケアシステムは、何
ものをも包括することなく、要介護高齢者の尊厳
ある暮らしが瓦解するのを見捨てる結果となるで
あろう。

２ 介護職員処遇改善交付金の廃止
次に、２０１２年度介護報酬改定に関わる問題であ

る。今回の介護報酬改定に関わって、厚労省は
１．２％のプラス改定だと標榜しているが、２０１２年
３月まで支給され、実質的に月額１．５万円の賃金
改善となっていた「介護職員処遇改善交付金」が
廃止され、介護報酬の「処遇改善加算」として２％
相当分が移行されたため、それを差し引けば実際
には０．８％の「マイナス改定」であることは周知
のことである。しかも、これは３年間の「例外的
かつ経過的な取り扱い」であり、２０１５年の次期報
酬改定においては基本報酬に組み込まれる方向で
あるとされている。また、加算分は区分支給限度
基準額の対象からは外されているが、利用料に直
接反映することになっており、利用者負担の更な
る増加の一因となっている。
「介護職員処遇改善交付金」を廃止し、介護報

酬に組み入れた理由は明確で、処遇改善に対する
国庫負担の削減にある。「介護職員処遇改善交付
金」用の費用は年間約１，９００億円程度であったが、
介護報酬に移行すれば保険料などが充当されるた
め国庫負担は５００億円程度で済み、約４分の１に
抑えることが可能となるからである。また、あら
かじめ基本報酬に組み込むのではなく加算として
設定したことの問題も看過できない。上述したと
おり利用料負担に対する利用者からの批判が顕在
化するのは火を見るよりも明らかであり、それを
警戒する事業所が加算の算定を控えることにより
実績があがらず、介護報酬の次期改定時に基本報
酬に包括する際に処遇改善部分を圧縮することを
ねらっているのであろう。
一般に介護労働者の報酬は決して充分なもので

はない。介護労働安定センターが実施している「平
成２３年度 介護労働者の就業実態と就業意識調

査」によれば、回答のあった全国の介護労働者
１８，１８７名の平均時間給は１，０３５円、平均月給は
１９０，４００円であるという。要介護高齢者とその家
族の暮らしと生命を守る使命をもつ介護労働者に
対する社会的評価を高めることなしに、介護現場
における人材確保の見通しは立たない。厚労省は
２０３０年までに医療・福祉の従事者を３００万人増加
させる必要があるとしているが、希望を抱いて介
護の仕事を選んだ若者たちが、結婚・出産を機に
転職しなければならない現実を政府はどのように
考えているのであろうか５。

Ⅲ「改正」介護保険制度の実像②
～あるべき体制との乖離～

１ 介護職の医療行為をめぐって
今回の「改正」にあたり、「社会福祉士及び介

護福祉士法」も「改正」され一定の研修を受けた
介護職員等は、一定の条件の下に口腔内、鼻腔内、
器官カニューレ内部の痰の吸引、経管栄養等の医
療行為を実施することが法的に容認されることと
なった。確かに、これまでも福祉現場においては
痰の吸引等を行っていた事実がある。しかしなが
ら、それは医療職が圧倒的に不足する介護現場に
おいて、日常的に痰の吸引等をしなければ生命の
維持ができない要介護者に向き合い、家族に代わ
って行わざるを得ない状態に追い込まれてきたが
故のことであった。本法律の「改正」は、これま
で介護現場に医療職を適正に配置してこなかった
国の無策を逆手に取ったものであり、介護職に更
なる矛盾と不必要な緊張を強いる結果となってい
る。
当然のことながら、医療行為は医療職が行うべ

きものであり、厳密には介護職の医療行為は許さ
れるものではない。しかも、ここでいう「一定の
条件」とは、常に医師の指導・管理の下に医療行
為を行うことを指すのではなく、都道府県等が実
施する「喀痰吸引等研修」を受けることを指して
いるのである。「喀痰吸引等研修」とは、基本研

５ 筆者の勤務校からは毎年２００名近くの卒業生を社会福祉現場に送りこんでいるが、社会福祉労働者においては
結婚・出産を機に職場を去るのは女性よりもむしろ男性に顕著である。賃金水準、福利厚生の水準、労働条件の
厳しさ、子育て支援策の貧しさ等が大きく影響している。
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修として５０時間の講義を受けた上で筆記試験を行
い、各行為のシュミレーター演習を受けた上で実
地研修を行うことを想定したものである。
医療行為を肩代わりするために、この程度の研

修で充分だといえるのかという論点と共に、ただ
でさえ多忙を極める介護職が日常の介護業務を続
けながら果たして５０時間もの研修を受けることが
可能であるのか、という論点も浮かび上がる。他
方で、本「改正」により「喀痰吸引等研修」を受
けなければ痰の吸引や経管栄養を行うことはでき
なくなり、介護現場はたちまち立ち行かなくなる
のである。また、前述したとおり、現在、医師が
行っている病状観察、急変時の対応や看取りなど
を看護師の業務と位置づけ、現在、理学療法士や
作業療法士が行っている機能訓練等も含め先の医
療行為を介護福祉士等の業務に位置づけることが
目論まれている。報酬のより低い介護職に医療行
為を行わせることで、高騰を続ける医療費の削減
をねらい、結果的に安上がりの医療・介護システ
ムを構築しようとしていることが透けて見える。
介護職はあくまで生活を総合的に援助すること

を通して、要介護者とその家族の生命と生活を守
ることを維持すべきである。要介護高齢者も介護
職も安心して人間的なケアを行うためには、地域
社会で安定的に医療職を養成・配置していくこと
が何より必要なのである６。

２ 創設された新たな事業
今回の法「改正」において新たに提起された事

業で「地域包括ケア」を支える基礎的サービスと
して位置づけられている主なものとして、２４時間
対応の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」と
「複合型サービス」がある。
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、

「単身・重度の要介護者」であっても、在宅を中
心とする住み慣れた地域で、尊厳と個別性が尊重
された生活を継続することができるような社会環

境の整備を目標としたサービスであると位置づけ
ている。それは「適切なアセスメントとマネジメ
ントに基づいて、介護サービスと看護サービスが
連携を図りつつ、短時間の定期訪問、随時の対応、
といった手段を適宜・適切に組み合わせて、１日
複数回、必要なタイミングで必要な量と内容のケ
アを一体的に提供する全く新しいサービス類型で
ある」という。
それにもかかわらず、厚生労働省が発表した第

５期介護保険事業計画におけるサービス実施を見
込んでいる保険者数および利用者数は、２０１４年度
段階で「定期巡回・随時対応型サービス」が３２９
保険者（一日当たり１．７万人）、「複合型サービス」
が２３３保険者（一日当たり０．８万人）にすぎない。
また、２０１２年１０月現在で「定期巡回・随時対応型
サービス」は２７府県において、「複合型サービス」
では実に３８都府県において空白のままである７。
「地域包括ケアシステム」を支える準備は全く整
っていないといえるであろう。
当時の訪問介護サービス企業最大手であったコ

ムスンは、介護保険が開始された２０００年４月、全
国で１，２００事業所を展開し始めたが、わずか２カ
月で４割の事業所を撤退させた。その最たる理由
は地方において採算がとれないことにあった８。
２４時間対応の「定期巡回・随時対応型訪問介護看
護」では、スタッフが３０分以内で駆けつけること
が可能な圏域が想定されているわけだが、人口が
集中している都市部ならいざ知らず、中山間地、
離島やへき地等の地理的条件に制約のある地域で
は、手を挙げる事業者がいるとは考えにくい。仮
に事業展開したとしても、採算性があがらなけれ
ばコムスンの二の舞となるであろう。
「複合型サービス」では、小規模多機能型居宅

介護に訪問看護を組み合わせ、医療必要度の高い
在宅の要介護者を２４時間体制で支えることを想定
している。そもそも小規模多機能居宅介護の事業
所は、２００６年改定の新たな事業として注目をあび

６ 森永伊紀（２０１０）「介護職の医療行為をどう考えるか」『月刊ゆたかなくらし』３３４、中村幸子（２０１１）「改正法
にみる介護職の医療行為」『月刊ゆたかなくらし』３５５を参照。
７ 厚生労働省介護保険事業状況報告月報（暫定版）平成２４年１１月分。http://www.mhlw.go.jp/topics/0103/tp 0329−1.
html
８ 撤退問題も含めてコムスン問題の本質についての分析は、横山壽一（２００７）「『コムスン問題』の本質と課題」
『福祉のひろば』４５６参照に詳しい。
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ていたにもかかわらず、制度化から約６年の２０１２
年１月時点で３，３３７か所しか設置されていなかっ
た。それは、軽度者の利用を想定していたことと、
他サービスが利用できるしくみになっていなかっ
たことに加え、医療職の配置基準がないことが利
用者から敬遠される大きな理由となっていたから
である。
他方で、「複合型サービス」最大登録定員は小

規模多機能型居宅介護と同じ２５人であるが、看護
職員の配置が２．５人以上（通いと訪問に１人以上、
常勤保健師または看護師１人以上）となっている。
医療職が配置されたことは利用者の安心に寄与す
るが、定額報酬であるため事業者にとっては、そ
れが逆に二の足をふむ要因となっているのであろ
う。

おわりに
以上、２０１２年の法「改正」についてごく簡単に

外観してきたが、ここで触れられなかった問題も
小さなものではない。介護報酬改定に際しては、
基本的に診療報酬との同時改定に伴う「医療と介
護の機能分化・連携の強化」を前提に、社会保障・
税一体改革が強調する「介護サービス提供体制の
効率化・重点化と機能強化」が押し進められてい
る。社会福祉領域に社会保険原理、利用契約制度、
応能負担方式を導入する先発隊としての任を任さ
れた介護保険制度は、このまま日本の社会保障を
解体する礎を築いていかんとしている９。
介護報酬の「効率化・重点化」において特に大

きなダメージを受けたのが施設系サービスで、認
知症対応型共同生活介護（グループホーム）と介
護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は、いず
れも基本報酬が引き下げられた。度重なる改定の
中で極限状態まで切り詰めて運営している介護施
設において、これ以上、どうやって効率化を追求
せよというのか。そもそも、私たちの生活と経済
効率性は相矛盾するものである。特に認知症高齢
者に対するケアにおいては、ゆとりをもって充分
なコミュニケーションを行い、穏やかな時間を共

有することが何より重要である。ケアするものが
常に時間におわれて殺伐とした雰囲気を醸し出し
ている中においては、認知症高齢者の不穏は更に
ふかまるばかりだからである。
加えて、老人保健施設には「在宅復帰支援機能

の強化」のために在宅復帰の状況及びベッドの回
転率を指標とした報酬の設定となった。そもそも
老人保健施設は「中間施設」と称されたように、
理念的には退院患者が在宅に戻るまでのリハビリ
テーションを担う機関として設計されたものであ
った。その意味では当初から医療報酬の膨張を解
消し、介護報酬に移行するための制度的調整弁を
担わされていたわけであるが、要介護高齢者のリ
ハビリ期の実態と地域医療の貧しさ、社会福祉施
設における医療職の配置不足により矛盾を抱え込
みながらの運営を余儀なくされている。そこにさ
らなる成功報酬的な設定を行うということは、行
き場のない要介護高齢者を地域に放り出せと指示
しているに等しいであろう。
今回の「改正」では先送りされたものもいくつ

かある。要支援の利用料引き上げ、要介護１・２
の入居者の利用料引き上げ、ケアプランの有料化、
多床室の居住費の値上げなどがそれであるが、「給
付範囲の適正化」の対象として、次期改定におい
てはおそらく射程に入ってくるであろう。これで
は軽度者は経済的に余裕がなければ介護保険制度
を利用することはできなくなり、採算性を重視す
る介護保険事業者はますます「顧客」を選り好み
することになるであろう。
「効率化・重点化」の名の下に、地域における

充分な受け皿が用意されないままに、施設から在
宅に強力に誘導され、軽度者と経済的負担の困難
な者は制度から排除され、幻の地域包括ケアシス
テムの下、最後は地域における互助のみに依存し
てどうにか生活をつないでいくほかない現状が確
実に創られていく。これを生活保障と呼ぶことな
ど、だれができるであろう。
高齢期になって要介護状態になったとしても、

どこで、だれと、どのように生活を送るかを決め
るのはその人自身のはずである。在宅生活を希望

９ 社会保障・税一体改革のねらいとその問題についての同様の主張は、横山壽一（２０１３）「社会保障解体を進め
る社会保障制度 改革推進法の危険な内容と役割」『隔月刊 資料と解説 社会保障』４４７、６８－７５頁。
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する人には、それを支える充分な医療・保健・福
祉サービスが不可欠である。当該地域に利用可能
な事業所がなければそれを諦めなくてはならない
ことなど、あってはならない。他方で、２４時間３６５
時間の専門職によるケアと見守りがある社会福祉
施設での生活を許されるのが、経済的余裕のある
一部の重度者のみであることも、また許されるこ
とではない。
今回の法「改正」および介護報酬改定は、そも

そもの制度の目的であった介護の「社会化」、要
介護者の生活保障の実現に全く逆行していること
を確認し、高齢期における安定的な収入、安全な
住まい、尊厳ある生活を保障することを前提に、
あらためて日本における介護保障のあり方を抜本
的にデザインしなおすことが、今、切実に求めら
れているのである。

（ふじまつ もとこ、佛教大学教授）

【事務局ニュース】１ １０周年記念懸賞論文・論考の募集

・内 容：非営利・協同セクターおよび、社会保障、医療、経営管理労働問題など、研究所の定
款に掲げる目的に添った、人々の「いのちとくらし」に関わる社会的経済的政治的分
野について、また２０１１年東日本大震災および福島第一原発事故を受けて、東北地方の
みならず日本社会全体の課題として、政治・経済・社会・生活等幅広い領域における
復興再建の実践的・理論的内容についての論文・論考を募集します。

・応募資格：研究所の会員および団体会員の職員
・字 数：４，０００～６，０００字
・締 切：２０１３年９月３０日（月）消印有効
・選 考：選考委員会による選考を行います。

最優秀賞（１０万円）１人、優秀賞（５万円）２人、佳作（２万円）２人
・選考作品は１０周年記念号に掲載

詳細は事務局へお問い合わせ下さい。
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１．はじめに

本グループは筆者が１９９２年にノルウェーに在外
研究として滞在した時にシニア向けコ・ハウジン
グ（コレクティブ住宅ともいう）と住宅協同組合
に出会った翌年から発足した。高齢者福祉や施設
が整備されている国で、何故また市民グループが
協同でシニア向け住宅を建てようとしているのか
が当時の筆者にとっては大きな疑問の１つであっ
た。その後、共同で、このテーマについて主とし
て入居者側からみての動機と評価をデンマーク、
ノルウェーで調査を行ってきた１）２）。
近年、特に阪神大震災後、コレクティブを含め

たグループリビングの実践がわが国でもはじまっ
てきており、高齢者の要求は高い。しかし、それ
らは、必ずしもうまくいっていないケースも多々
見られる。高齢者の健康状態は急変しやすく、高
齢者ばかりのグループリビングは継続や運営面に
おいて若・中年層での協働生活型住居よりも困難
であることが懸念されている。
本研究では、前調査から１１年経ったノルウェー

・デンマークのシニアたちによるグループリビン
グの住み方はその後どうなっているのか、またこ
のような住宅づくりがかの国の社会に根付き継続
しているのかを追求してみたいと考えた。
住宅は福祉の基盤といわれるが、北欧について

は、福祉や施設についての報告は多いが、住宅に
関する居住者の評価そしてそれをすすめる住宅協
同組合やコーディネーターについては、その蓄積
は薄い。
住宅政策の枠組みがかわり、セーフティネット

があやしい我が国において、協同組合方式から学

ぶことが多いと考える。しかし、新自由主義の影
響から逃れることのできないデンマークやノルウ
ェーにおいて、高齢者向けグループリビングはど
のようになっているのか、前回、調査対象とした
事例を再度訪問し調査を行うこととした。

２．用語の説明

はじめに、用語について説明しておきたい。本
報告でいうグループリビングとは、建築空間面で
は「個人の住戸とは別に共同空間をもつ、コミュ
ニティ形成に配慮した住宅」であり、住み方の面
では「複数の人たちが共同空間を活用して集まっ
て暮らす居住形態」である。
デンマークやノルウェーでは、シニア向けコ・

ハウジング（Co−housing）と称している。少し、
長くなるが、わが国でも混同されることが多いの
で、説明しておきたい。コ・ハウジングとはデン
マーク語の bofaelleskab、ノルウェー語の bo-
faellesskapを英訳したもので、建築の空間構成、
計画プロセスに関しては、スウェーデンでいうコ
レクティブハウジングと類似している。ただ、デ
ンマークやノルウェーで、コレクティブと称して
いないのは、コレクティブ（kollekutiv）住宅が
別の概念、個人的レベルでも共同生活に束縛され
ることを意味しているからであった。１９９３年９月
にコペンハーゲンで開催された EC（現在の EU）
主催の「シニア向けコ・ハウジング会議」の文書
の中でも、「シニア向けコ・ハウジングとは、簡
単に言うと、５０歳以上のまだ健康な壮・高齢期の
人たちが、“プライバシーを損なわない形で助け
合いながら共に住む”ことである。ここで強調さ

２００６年度研究助成報告
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れることは、あくまで共同の住居であって、生活
の共同ではない」とまとめられている。
デンマークにおけるコ・ハウジング研究の第一

人者であるカレン・ツァーレ前王立芸術アカデミ
ー教授は次のように述べている。「コ・ハウジン
グとは、何人かの人が必要な設備を共有する居住
形態をいう。基本フレームはどのコ・ハウジング
も同じで、専用キッチンとバスルームがついてい
る独立した小さな住戸と１室以上の共同室、屋外
スペースから構成されている。この共用空間をも
つことによって、一緒に食事をしたり、くつろい
だりすることが簡単にできる。コ・ハウジングの
特徴は、共用スペースをどの程度利用するか、食
事会などの共同活動にどの程度参加するかを各居
住者が自分で決定できる点にある。コ・ハウジン
グに住むことを自分で選んだくらいであるから、
実際にも居住者はかなり積極的に共同活動に参加
している。また、コ・ハウジングの計画は、通常、
入居予定者とともに協力して行われる」と。

３．デンマークにおけるシニア向け
コ・ハウジングの居住者調査

３．１ シニア向けコ・ハウジングの概況
デンマークにおけるシニア向けコ・ハウジング

の最初のプロジエクトは１９８２年に始まった。９０年
代に入って急速に増え９５年時点で約５０プロジェク
ト成立していた。以来、プロジェクト数、住戸数
が現在いくらあるのか、まだ正確には把握できて
いないが、２００プロジェクト以上あるだろうとき
く（２００７年時点で人口５４４万人のデンマークであ
るから、単純に日本の人口で計算すると約４４００プ
ロジェクトとなる）。
その建築的特徴は、やや古い資料であるが、SBI

（デンマーク建築研究所）の１９９３年報告書による
と、６０～８０㎡の独立した住戸と食堂、趣味室、図
書室、ランドリー、ゲストルーム、菜園などの共
用空間を持っている。住戸数は７～５１戸であるが、
最頻値は１２～２０戸程度であった。所有の形態は、
住宅協同組合による共同所有や非営利住宅協会に
よる賃貸が多い。

３．２ シニア向けコ・ハウジングの出現した背景

デンマークの高齢者政策は１９８０年代後半に大き
く転換した。一言で言うと、“施設”から“住宅
化”である。政府の高齢者対策委員会は、プライ
エム（日本で言う特別養護老人ホームのようなも
の）のような施設は、高齢者福祉の三原則である
〈継続性の維持〉〈自己決定〉〈残存能力の活性
化〉を阻害することになると指摘した。同時に、
高齢化率が高まる中でそのまま従来型の施設中心
の政策を行うと財政的に困難が生じるという事情
もあった。また、自宅で一人過ごす高齢者たちの
“孤独”の問題も社会的関心を集めるようになっ
てきた。

３．３ 調査方法
調査対象は、デンマークの中でも比較的初期に

建てられ、１３年前に調査を行ったオーデンセ市の
３事例である。調査は①居住者の代表者へは１３年
間での入居者、協同生活の変化をヒアリング調査
し、②居住者に対しては、入居動機・コ・ハウジ
ングのメリット・デメリットについてデンマーク
語でのアンケート調査を実施した。調査時期は
２００７年９月であり、アンケート用紙はヒアリング
調査を行った代表者に配布を依頼し、郵送で回収
をおこなった。配布数２４票、回収数１６票である。

３．４ 調査事例の概要と設立された経緯
調査した３事例の概要は表３．１のとおりである。

童話作家アンデルセンの故郷である Odense市に
つくられた Optimisternes Faellesbo（以下 Optimist
と略す）と Det Kreative seniorrbo（以下 Kreative
と略す）、Agerdrup市の Hammerenはオーデンセ
市の成人学校 AOFが１９８９年に政府の補助金
４００，０００Dkrを得て、立ち上げたものである。老
人ホームに入所していた身体障害を持った人が、
新聞に投稿し成人学校に呼びかけたことがきっか
けになった。AOFは「シニア向けコ・ハウジン
グ�新しい居住形態」という住民向け講議を開き、
オーデセン市と協議して、住民のコ・ハウジング
研究会が結成された。１９８９年１１月から本格的に始
められた学習会では、参加者たちの人生観や価値
観の違いを明確にする話し合いからグループづく
りが始められ、最終的には、異なる目標を持つ上
記３グループが形成された。その後、建築家や非
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営利住宅協会との協力の下、それぞれの居住者の
意向を反映して設計がなされた。居住者が要求し
た共用設備はいずれの事例にも設けられ、費用を
安くするために賃貸という重要な要求も反映され
た。
建設までのプロセスには、入居予定者が当初の

計画段階から積極的に参画している。さらに、注
目されるのは〈人生の第三期にどのような生き方
をしたいのか〉を考えるところからスタートして
いることである。ついで、第２段階は〈グループ
の結成とアイデンティテイの確立〉である。ここ
でも、互いに隣人として住むことができるのかど
うかという生活観や生活スタイルにおける共通性
を大事にしている。終の棲家となる家だからこそ、
それまでの人生でできあがったスタイル、価値観
を許容できるかどうかは他世代よりも重要となっ
てくる。ここでコーディネーターに求められるの
は高齢者の意識、心理的側面を考慮したコミュニ
ケーション能力であろう。その後、〈課題のとり
まとめ〉、〈企画案の提示〉、〈地方自治体との計画
づくり〉、〈資金〉、〈認可〉、〈制度と特別な協定〉、
〈計画、設計、経費〉のプロセスを経て〈入居〉
段階に至る。

３．５ コ・ハウジング入居者の特徴と評価
入居者の調査時の年齢は、１３年前より平均年齢

は約５歳前後上昇し、６０歳代後半から７０歳代前半
が多く、男女別では女性が６～７割を占め、単身
者が多いのが特徴である。過去１３年間に約半分弱
の居住者が入れ替わっているが、退去理由の多く
は「死亡」であり、生活があわなかったという理
由では３例のみであった。

３．６ 入居動機
居住者アンケートの結果、前住宅は持ち家が多

く、８７．５％であり、前住宅の処分方法としては、
「売却」が６８．８％、「賃貸」が１２．５％であり、前
の住宅を空き家のまま置いている人はおらず、コ
・ハウジングを終の棲家と考え、入居を決めてい
る。
入居動機としては、「安心感」、「バリアフリー

な造りであること」「前の住宅の管理が困難にな
ったから」「街中に出ていくのに便利」「孤独感や

表 ３．１ 調査対象の概要（２００７年９月）

プロジェク
ト名

Optimisternes
Fællesbo

Det kreative
seniorbo

Hammeren

住
宅
概
要

入居開始 １９９２年 １９９２年 １９９２～１９９３年

供給主体
非営利住宅協

会
非営利住宅協

会
非営利住宅協

会

所有形態 賃貸 賃貸 賃貸

住居・面
積

１８戸１DK／
６４．９㎡
４戸２DK／
７９．９㎡

１戸１DK／
５３㎡

５戸１DK／
６１㎡

６戸２DK／
８２㎡

１２戸１DK／
７０㎡

８戸２DK／
８５㎡

家賃 ３，５００Dkr
３，６７０～
４，９００Dkr

３，８００～
４，４０００Dkr

コ
モ
ン
ハ
ウ
ス

配置
２階建３棟
１５６㎡

平屋連続建
（１３１㎡）

平屋建

空間設備

ランドリー、
共用台所、食
堂集会所、エ
レベーター

工作室、ゲス
トルーム、共
用 台 所、食
堂、集会室

工作室、共用
台所、食堂、
集会室

利用頻度

居住者全員
週２回

居住者個人
不定期

週２～３回 ほぼ毎日

管理
入居者による
自主管理

住宅を建設し
た会社が行な

う

住宅を建設し
た会社が行な

う

掃除
使用者が行な

う
清掃会社に依

頼
清掃会社に依

頼

入
居
者
概
要

入居者数
（）内は
前回

男性 ７名
（９名）
女性 １７名
（１４名）
合計 ２４名

男性 ７名
女性 ８名
合計 １５名

男性 ６名
女性 １７名
合計 ２３名

年齢
（）内は
前回

６２～８９歳
平均７５歳
（６９歳）

７０～８６歳
最頻値７０歳代
（平均６６歳）

６５～８８歳
平均６９歳
（６９歳）

世帯構成
単身 １９世帯
夫婦 ３世帯

単身 ８世帯
夫婦 ４世帯

単身 １７世帯
夫婦 ３世帯

入
居
・
退
去
状
況

入居待機
者

管理会社が管
理しているた
め不明

３５名
夫婦向け１５組
単身者向け２０

名

入居条件 ５５歳以上 ５０歳以上 ５０歳以上

空き室 無し １戸 なし

退去理由 特になし 特になし 特になし
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寂しさをなくしたい」というのが大きな要因とな
っており、コ・ハウジングの特徴である相互扶助
の利点が入居希望者には理解されており、この傾
向は１３年経った今回の調査でも前回と変わらなか
った。同時に、立地や住居設備にも魅力を感じて
入居している姿が浮かび上がってくる。

３．７ コ・ハウジングのメリット・デメリット
１３年前のコ・ハウジングのメリットに対する回
答は、「孤独感が無い」が８２．９％、「お互いに助け
合える」が７３．２％、「一人で暮らすよりも安心感
がある」が７３．２％と続いた。

今回の調査では、「孤独感が無い」が９３．８％、「一
人で暮らすよりも安心感がある」が９３．８％、「お
互いに助け合える」が８７．５％と１３年前の調査とほ
とんど評価の変化はなかったが、よりメリットと
感じる割合が高くなっている。注目されたのは、
変化した項目として，「一人になることができる」
が前回の５３．７％から８７．５％、「共有の場所がある」
が５３．７％から８１．３％に増え、近隣に知り合いが居
ることによって生まれる安心感と交流のための空
間、そしてドアを閉めれば一人になることのでき
る空間の良さ、魅力が居住を継続する中で評価さ
れていたことである。

図３．１ 入居の動機（無回答を除く）

図３．２ コ・ハウジングのメリット（複数回答）

図３．３ コ・ハウジングのデメリット（複数回答）
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一方、デメリットについては、前回は「特にな
し」という回答がほとんどであったが、今回の調
査でも「特になし」が大半であるが、「人間関係
が難しいと感じることがある」と解答した人の割
合が前回に比べて増えている。これは、特に、新
しく入居した人と以前からの入居者との間の関係
において多いのではないかと推測される。空室が
できた時はウェイティングリストの順に入居が決
まるため、設立当初のように入居者間での選択や
決定がないことによって、意思疎通の難しさが生
じているということを従来からの入居者から聞い
た。

３．８ 協同生活、コモンハウスの利用
協同生活は設立当初に比べると緩やかになって

いるが、各プロジェクトとも趣味の集まりを呼び
掛けたり、コーヒーを一緒に楽しむなどの会合は
続いている。コモンハウスの利用については、居
住者全体のイベントも行われているが、参加に関
しては義務ではないため新しく入居してきた人の
中には参加しない人もいる。しかし、コモンハウ
スは３事例ともほぼ毎日利用されており、居住者
にとって孤独感を紛らわす場所や、共通の趣味を
楽しむ場所として使用されている。

３．９ 入居後の総合評価
今回の調査では、コ・ハウジング入居に関して

「非常に満足している」、「満足している」と回答
した人は８７．５％、「まあまあ」と回答したのは６．３％、
「よくなかった」と回答した居住者はいなかった。
満足度は１３年前の調査よりもやや高い。継続して
うまく運営されていることがうかがえた。また、
『今後デンマークでシニア向けコ・ハウジングが
増えていけばよい住居形態だと思うか』という問
いに対しても、８１．３％の居住者が「強く思う」と
回答し、シニア向けコ・ハウジングの満足感があ
らわれている。さらに、親のコ・ハウジング入居
に関して、こどもたちの評価は回答者の８割が「非
常に満足している」と答え、不満の答えはない。
入居者本人だけでなく、その子どももコ・ハウジ
ング入居に対して肯定的に捉えているようだ。な
お、現在各プロジェクトにはかなりの待機者がい
るという点でも、地域で一定程度の評価がなされ

ていることがわかる。

４．デンマークにおけるコ・ハウジン
グ設立に重要な役割を果たす専門
家コンサルタント

４．１ 調査対象の概要
デンマークにおいては、住民が主体となって住

宅づくりを進めていく上では、そのコーディネー
ター役としてのコンサルタントが重要な役割を果
たす。今回ヒアリングを行ったコンサルタント事

�務 所 の「Bofællesskabsradgivning」は、１９９９年 に
設立され、職員は代表者１名である。以前から勤
務していた「Boligtrivsel i Centrum」のシニア向
けコ・ハウジング部門を政府の援助が受けられな
くなったことを機に代表者が買い取る形で独立し、
現在に至っている。代表者はソーシャルワーカー
として経験を積んでおり、入居希望者と建築会社
とをつなぐ役割を担っている。
コムーネ（基礎自治体）からは援助金があり、

一プロジェクトにつきネットワークを作っていく
段階では１０万 Dkr、建築が始まってからのコンサ
ルタントに関しては１５万 Dkrがそれぞれ払われ
ている。
コ・ハウジング建設に当たっては、まず入居希

望者のグループができてから、そのグループが市
町 村 に 相 談 に 行 き、市 町 村 が「Bofællessk-

�absradgivning」と契約し、コ・ハウジングを造っ
ていく。２００５年から２００７年までの２年間で６件の
プロジェクト、１９９９年の設立から２００７年９月まで
では３０件のプロジェクトを完成させ、建設場所は
デンマーク国内のあらゆる場所に至る。２００７年現
在携わっているプロジェクトは３件で、１０件のプ
ロジェクトは待機状態である。

�「Bofællesskabsradgivning」への相談から入居
開始までは平均で約２７ヶ月、最短でも２４ヶ月掛か
っている。高齢者にとって、新たな住居への入居
は慎重に行なわれならず、コ・ハウジング入居に
関してもしっかり話し合いや相談が行なわれてい
ることが窺える。

４．２ コ・ハウジング建設までの工程
�「Bofællesskabsradgivning」で は、コ・ハ ウ ジ
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ング建設のためのコーディネーター業務について
は、すでに標準的な工程モデルを作成している。
それは〈スタート段階〉〈交流段階〉〈建築段階〉
の三期に分けられ、それぞれ、詳しくその業務内
容が明確化されている。その詳細な内容は紙幅の
都合上割愛するが、簡単に紹介すると次のように
なる。
まず、はじめの〈スタート期〉においては、自

治体と高齢者住民委員会が市民ミーティングのイ
ンフォメーションキャンペーンに参加することが
重要となる。これは、多くの高齢者はシニア向け
コ・ハウジングと６０年代のコレクティブ住宅（前
述したような共同生活の束縛が強い生活を意味す
る）とを取り違えていることが往々にしてあるか
らである。そのため、「高齢者向けコ・ハウジン
グ」は「自らが選んだ仲間との独立した住居」で
あることを招待状やインフォメーションに明確に
することがキーポイントとなる。
第２段階の〈交流段階〉に入ると入居希望者に

よる研究会が開かれ、目標と必要条件が決められ、
作業段階では毎回、全員が発言する機会を保障し、
グループワークはそのチームにおいて互いに親交
を深めることを重視し、各人の意見を出しつつ共
通の価値観について議論をする。
第３段階の〈建築段階〉に入ると業務担当者と

建築家を賃貸の場合は参加者が選挙によって選択
する。ここで注目されるのは、建築家や供給側の
住宅協同組合が複数のプレゼンテーションを公平
に行い、研究会参加者、つまり入居予定者である
借家人がその議論と決定に参加することである。

５ 小括

以上、デンマークにおけるシニア向けコ・ハウ
ジングは「自宅としての自由な生活」と「気心の
知れた隣人がいることによる安心感」、それを支
える空間としての“独立した住居”と“交流のた
めの共用空間”をもち、そして、いざというとき
の社会的なケアサポートが確立しているというこ
とで、入居者や子どもの満足感も高く、市民の間
で一定の市民権を得たものとして機能し、維持、
普及されてきたように見える。また、それを推進
していくコンサルタント業務の内容もそのノウハ

ウが確立している。もちろん、このプロジエクト
が円滑に遂行できるのは、住宅協同組合、非営利
住宅協会が制度的に有利な形で存在し、そしてま
ずコムーネ（基礎自治体）からの経済的、人的を
含めた支援策があることを忘れてはなるまい。
SBIレポートをまとめた Ambrose氏が語った次の
言葉が印象に残っている。
「シニア向けコ・ハウジングに入居する人は戸建
て住宅に住むことによる煩雑な仕事から逃れるた
めもあるが、人生をどのように生きていくのかを
考えている人達で、高齢になって身体が弱り、他
人から高齢者ホームに入れられる前に、自分自身
を高齢者ホームに入所させることが大切なのです。
ですから、彼らは展望を持っていて、どちらかと
いえば予防的な態度をとっている。また、このよ
うな住居づくりには、現代デンマーク精神の父と
いわれ、成人教育で著名な N.S.グイントヴィの
影響がある」。
グイントヴィ（１７８３～１８７２）の教育思想の中心

は「相互作用と対話」といわれており、人は生ま
れながらにして、他者とのコミュニケーションを
求め、それによって育ち、他者との生きた言葉に
よるコミュニケーションをグイトビィは「相互作
用」と呼んだ。

６．ノルウェーにおけるシニア向け
コ・ハウジングの居住者調査

６．１ ノルウェーでのシニア向けコ・ハウジング
のはじまり

ノルウェーにおけるコ・ハウジングづくりは、
スウェーデンやデンマークの影響を受けながら
１９７０年代後半に始まった。当初は働く女性たちや
共働き世帯、単身者によるものであった。シニア
向けコ・ハウジングは１９８０年代後半、Astrid Aure
という一高齢者女性が提案し、ライオンズクラブ
に呼びかけ高齢者のための貯蓄組合（DES）を創
り、住宅組合法によって実現したものである。そ
の背景としては、当時、その地区に住む住宅は“広
すぎて”、“階段が多く”高齢者向けの住宅に改造
するのも困難な問題があった。他方、公的なサー
ビスハウスを建設するには財政的な負担が重く、
その実現は容易ではなかったこともある。
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６．２ 調査方法
調査対象は、１１年前に調査を行った３）対象のう

ち、今回の調査に協力した頂いた３事例４）である。
調査方法としては①シニア向けコ・ハウジング居
住者代表者へのヒアリング調査、②居住者へのア
ンケート調査を実施した。調査の概要は表６．１で
ある。また、調査を行った３事例の概要を表６．２に
示す。

６．３ １１年間の変化（代表者ヒアリング調査より）
入居者数や世帯数に大きな変化はなかった。各

事例共に入居者平均年齢は２．５～１１歳上昇してお
り、緩やかな上昇率である。この理由は、高齢化
の対策として、入居条件の年齢を下げていること
である。その対策が功を奏し、居住者アンケート
では、住居の高齢化への不安が解消していること
が証明された。また、１１年前にあった住宅への入居
希望者のウェイティングリストはMidtstugrenda
のみ存在、他の２件はなくなり、住宅は完全に市
場化し売り出されている。入居時支払金は１１年前
と比べ約５～１０倍になっている。これは、住宅協
同組合の住宅が市場に出されるようになったため、
従来は低価格で提供されていたコ・ハウジングが、
市場価格と連動して高くなったと考えられる。こ
のことが入居者の層を絞る要因になっていること
も考えられる。しかし、各事例とも空き家はなく、
売りに出せば確実に売れていることから、需要は
高いと考えられる。そして、コモンハウスを利用
しての共同活動は居住者の高齢化・体力的な問題
や、共同活動の中心人物が亡くなることにより活
発でなくなってきているという声もきかれる。こ
のようなことからもコ・ハウジングにおける高齢
化対策は不可欠であるといえる。
また、この１１年間で各事例とも、半分弱ほどの

入居者が入れ替わっている。退去理由の多くは「死
亡」で、介護が必要になったための施設への転居
もある。しかし、居住者間のトラブルによる退去
はなく、パートナーが亡くなっても住み続けてい
ることから、コ・ハウジングへの満足と住み心地
の良さが伺える。

表６．１ ヒアリング及びアンケート調査の概要

ヒアリン
グ調査

調査期間２００６年８月

調査対象 表６．２の３事例の居住者の代表者

調査内容
事例の概要、入居・退去者につい
て、１１年間での変化

アンケー
ト調査
（ノルウ
ェー語に
よる）

調査期間２００６年８月

調査対象 表６．２の３事例の居住者

調査方法
直接配布・郵送での回収（返信用
封筒を同封）

調査内容
入居動機、入居を決める際の要素、
メリットとデメリット、評価

配布数・
回収率

Ulvøya
回収率４３％（６／１４）

Grefsentunet
回収率８０％（２４／３０）

Midtstugrenda
回収率４１％（３４／８３）

計 回収率５０％（６４／１２７）

表６．２ 調査対象事例の概要

事例 Ulvøya Grefsentunet Midtstugrenda

入居開始 １９８６年 １９８７年 １９８９年

立地
Oslo市

郊外の住宅地
Oslo市

市街の住宅地
Oslo市
高級住宅街

供給主体 住宅協同組合 住宅協同組合 住宅協同組合

所有形態
共同所有・利
用権方式

共同所有・利
用権方式

共同所有・利
用権方式

住戸・
面積

２room type／
６８．７４㎡
３room type／
８２㎡

（計１６戸）
１階建４棟
２階建２棟

２room type／
５７㎡

３room type／
７３㎡

（計８０戸）
２階建１４棟
３階建１棟

２room type／
８５㎡

３room type／
８５㎡

４room type／
９５㎡・１０８㎡
（計１６戸）
２階建１７棟

入居時
支払額

１，５００，０００
Nkr

２，５００，０００
Nkr

１，９７０，９１４～
２，７００，６１４

Nkr

家賃 ３，４００Nkr ２，７５０Nkr
２，８４０～３，５９０

Nkr

入居者数
女性１２人
男性９人
合計２１人

女性８０人
男性１０人
合計９０人

女性７６人
男性３９人
合計１１５人

入居者
年齢

５５～９６歳
平均 約７５歳

６０～９５歳
平均 約８０歳

５５～９５歳
平均 約８１歳

世帯構成
Single ７世帯
Couple７世帯

Single７０世帯
Couple１０世帯

８３戸
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６．４ 居住者へのアンケート調査結果からみた前
研究との比較４）

前研究では、前住宅は戸建てと集合住宅を合わ
せた持ち家率が８５％と非常に高く、これは今回の
調査結果の８５．５％とほぼ変わりはない。前住宅の
規模は、今までよりも広かった人が６割ほどであ
る。また、前住宅の場所は、前回の調査では、同
じ地区または隣接地区だった人が８割以上、今回
の調査では７８．８％と約８割である。若干の減少は
あるが、自分の住みなれた地区から離れたくない
という思いが強い点では同じようによく反映され
た結果である。前調査で一番多かった入居動機は
「環境の良いところで優雅に暮らす」（７７％）で、
次いで「前住宅の近所で知り合いが多い」（５３％）
「前住宅の管理が難しくなった」（４２％）と続い
ていた。今回の調査での上位は、「環境の良いと
ころで優雅に暮らす」（５６．３％）「街中に出て行く
のに便利であること」（５１．６％）「バリアフリーな
造りであること」（５０％）と前回上位の知人がい
ることや住宅の管理の困難さよりも、今回では立
地や住宅の設備が上位にきている点が前回とやや
異なっていた。
コ・ハウジングでの暮らしのメリットに関する

質問の回答では、前回の調査の上位は「孤独感が
ない」（８４％）「互いに助け合える」（８１％）「一人
で暮らすよりも安心感がある」（７４％）であった。
今回の調査でのメリットの上位は「孤独感がな
い」（７８．１％）「一人で暮らすよりも安心感があ
る」（６８．８％）「互いに助け合える」（６５．６％）で、
順位に入れ替わりはあるももの上位３点に変化は
ない。これらが住居の住み心地に良い影響を与え
ていることがわかる。また、前回同様、その次の
４，５番目には「一人になることができる」（６６％）、
「共有の場所がある」（６０％）という個々の住宅
と共有空間を持つ、といったまさにコ・ハウジン
グに特徴的な理由が挙げられている（図６．１）。
デメリットに関する質問の回答として、前調査

で一番多かったのは「身体機能の差で一部の人に
負担が行く」（共に２６％）で、次に「特になし」
が３４．４％である。今回の調査では「特になし」が
３４．４％と最も多く、次いで「身体機能の差で一部
の人に負担がいく」は２０．３％であった（図６．２）。
両調査ともデメリットよりもメリットをあげる人

が多く、コ・ハウジングへの満足度が高いことが
伺える。コ・ハウジングへの評価としては、前調
査では居住者は「非常に良かった」（８３．６％）も
しくは「まあまあである」（１１％）を選択してお
り、今調査でも、「非常に良かった」と「良かっ
た」の合計が８４．４％、「まあまあ」（６．３％）と非
常に評価は高かった。
居住者へのアンケートの結果、居住者の特徴や

経歴、コ・ハウジングへの入居動機、入居を決め
る際の要素、メリットとデメリット、評価には、
１１年前とほとんど変化がないことがわかった。し
かも評価は継続して非常に高い。シニア向けコ・
ハウジングは設立から約２０年経っているが、設立
１０年後に行われた前調査から１１年を経た今回の研
究までコ・ハウジングの形態がうまく機能し続け
ていると考えられる。

６．５ 居住者調査のまとめ
以上の結果から、１１年前と比べ変化した点は、

①住宅協同組合による会員への住宅供給ではなく、
住宅が完全に市場化したこと、②入居時支払金の
大幅な増加、つまり、より裕福な層の入居、③居
住者の高齢化による共同活動の減少、が挙げられ
る。このような変化にも関わらず、居住者のコ・
ハウジングに対する評価に変化はない。同じよう
な背景・世代の人たちとは価値観が似ており、人

図６．１ コ・ハウジングのメリット（複数回答可）

図６．２ コ・ハウジングのデメリット（複数回答可）
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間関係は非常に良好なものとなり、個々が自立し、
共同で行われる行事にも強制力はない緩やかな共
同体となっている。周囲には自分に理解のある人
が住んでおり、いざという時に手を貸してくれる
安心感と、自分の生活を自分で選び過ごすことが
できる自由さがあり、外的な要因が変化しても住
み心地に対する評価は変わっていないのではない
かと思われる。よって、ノルウェーでコ・ハウジ
ングは順調に根付き継続しているといえるだろう。
しかし、首都オスロでは、その後の新たな供給事
例はきかれなかった。

７．ノルウェー住宅協同組合の状況

ノルウェーの人口は、調査時の２００６年では人口
は約４５０万人であり、住戸数は１９２万戸、このうち
の６３％が個人所有であり、１７％が共同所有、３％
が公的賃貸、１７％が民間賃貸である。オスロ市の
人口は約５１万人、住戸数は２６万戸で、３０％は個人
所有で、４５％が共同所有、６％が公的賃貸、１７％
が民間賃貸である。つまり、北欧の他の国よりも
公共賃貸住宅が少なく、持ち家にこだわり、住宅
協同組合の中でも、所有路線を歩んできたのには、
その歴史的、風土的、社会的制度が大きく関わっ
ていた。現在、住宅協同組合には１０４もの地方協
会があり、スウェーデンの同様な組織が“中央集
権型”であるのに対して、ノルウェーのそれは、
“地方分権型”と称されている。
ノルウェーの住宅協同組合の歴史を振り返ると、

他のヨーロッパ諸国よりやや遅れて産業革命を経
験した同国で、労働者住宅の改革運動が起こった
のは１８５０年代である。当時、農村では、小規模自
作農は土地と住宅は所有してきたという伝統があ
るため、労働党ですら「労働者は自分の住宅を所
有すべき」だとする政策をとったため、労働者向
け公共賃貸住宅はほとんど建てられなかった。
住宅政策の特徴は、国は住宅の法律と規則を定

め、住宅銀行を通じて助成金やローンの資金を与
え、自治体は計画策定と土地を提供し、協同組合
住宅建設協会が住宅建設の中心的役割を果たすこ
とであり、これが、戦後長く継承されてきた。こ
のことは、シニア向けコ・ハウジングにおいても、
賃貸型ではなく、住宅協同組合による共同所有型

が多いという特徴がある。
以下、今回の調査では、首都オスロ市で協同組

合住宅を供給してきた住宅建設協会の OBOS
（Oslo og Omegns Bolig og Sparelag）と USBL
（Ungdommens Selvbyggerlag）の２組織について
ヒアリング調査を実施した。

７．１ OBOS（オスロ協同組合住宅建設協会）
OBOSは１９２９年労働者に住宅提供することを目

的として発足したものである。労働党政権の下、
自治体と協力して当初の５０年は公とともにひたす
ら住宅建設を遂行してきた。低価格で良質の住宅
供給が目的であった。オスロ市からは無料で土地
が提供され、建設の１／４～１／５はオスロ市のものと
なり、国立住宅銀行が低利で優利なローンを貸し
だしていた。住宅は建設実費で販売され、再販の
時も価格規制がなされ、低価格に抑えられてきた。
しかし、１９８５年以降は政府・自治体からの援助は
なくなってきているという。現在は、OBOSが供
給する住宅には、特に価格面での利点はなく、市
場価格で取引されている。土地も通常価格で購入
し、他の一般会社と同じである。
２００６年現在会員数は２０万人、住宅協同組合数（こ
こでいうものは日本の分譲マンションの管理組合
のようなもの）は３４０、供給戸数８万戸である。
ここで注目されるのは、上記のように、保守政

権、規制緩和の下で、政府・自治体からの援助が
ないにもかかわらず、今でも会員数が伸びている
ことである。その理由としては、長く組合員でい
れば、優先権が得られるということである。例え
ば、新築や中古の売買の時にも優先的に選ぶこと
や買うことができる。そこで、親が生まれた子ど
ものために子どもの名前で入会することもあると
いう。
現在、OBOSが建設している住宅は海の見える

金持ち向け住宅と環境配慮型住宅団地だという。

７．２ USBL（若者のための住宅協同組合建設協会）
USBLの発足は１９４８年である。OBOSはその２０

年前に設立されていたが、会員歴の長い人が優先
されたので若い人は家を買えなかった。そこで、
若い人たちが USBLを創ったという。当時は２５
～４０歳の人が多く、セルフビルドが中心であった。
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現在は年齢制限がない。
協同組合住宅の建設に当たっては、自治体と政

府、住宅銀行、住宅協同組合建設協会が協力した。
最初は国が経済的な援助を行うなど公的な援助が
あった。住宅銀行を通じて低利で８５～９０％のロー
ンを組むことができた。ただし、建てる場所によ
って基準があり、建物自体も豪華過ぎない簡素な
ものを建てることが条件であった。
ノルウェーでは１つの町に１つの協会があるが、

オスロには OBOSと USBLの２つがある。
１９４５－８５年までは協会が住宅を供給するときも
不公平にならないように国が供給に関与し、価格
を支配していたが、その後は市場価格へと移行し
た。１９８５年から変化した背景には、保守党政権に
なり、右翼からの強い圧力がかかり、サッチャー
やレーガンと同じ方向に変わっていったことがあ
る。また、家族の状況も変わってきた。少子化と
なり、親から受け継ぐ遺産も増え、個々人が金持
ちになってきた。このことも援助カットの一要因
だろうとヒアリングした USBL事務長の Roar
Viken氏は語っている。
住宅協同組合住宅も価格規制がなくなって市場

価格で売買されている。現在会員数は２７万人で５０
歳以上の人が多い。また、供給数そのものも現在
は年に５００－１０００戸と減少している。設備に関し
ても１０年前までは洗濯室、リビングを共同で作っ
ていたが、今は共有空間にもお金がかかるし、個
人で持っているので作らなくなってきている。
以前のような特殊なグループ（ホームレス、若

者、移民）に対する供給は限定的であり、高齢者
対象のものは供給していない。かつては
Haugerudhaganのような協同組合住宅（移民・若
者・障害者がミックスした団地）を作っていたが、
今は利益が大事なので作っていない。１９８５年から
公的な援助のカットが始まり、社会的弱者の住宅
は建てたいが賃料の問題もあり、援助がないと建
てられないため、今は一般的な住宅を建てている
とのこと。現在民間の供給会社と USBLなどの
住宅協同組合建設協会との違いはなくなってきて
いるということである。
また、現在は周りと調整しながら暮らすのは面

倒くさいと考える個人主義の人たちが増えている。
他方、以前は集合住宅における個人所有（日本

でいう区分所有の分譲マンション）が人気だった
が、現在は共同所有の住宅協同組合住宅の方が人
気が高いという。それは、近年法律上、双方の違
いはあまりなくなってきたことによるという。例
えば、以前の共同所有協同組合住宅では人にまた
貸しすることはできず、所有できるのは一人一戸
であった。それに対し、個人所有ではいくつも持
つことができ、強制がなかった。しかし現在では、
区分所有による個人所有では経済的な自己負担が
大きく、改築の際には全員の合意が必要などわず
らわしいと考えられるようになってきている。一
方、住宅協同組合では年一回の総会で物事を決め
るため、意思決定が簡単であり、また経済的にも
月々のローンを住宅協同組合全体で少しずつ払っ
ていくため新築でもローンを組みやすいという事
情がある。このようにローンの組みやすさと管理
と意思決定がしやすいことを人気の理由として
RoarViken氏は説明した。

８．おわりに

以上、今回北欧の中でもシニア向けグループリ
ビングについて、デンマークとノルウェーにおけ
る居住者と住宅協同組合関係者への調査結果から
以下のことがわかった。
まず、デンマークとノルウェーでは同じ北欧と

いっても、ミクロにみると、このテーマにおいて
も事情が若干異なっていた。例えば、デンマーク
では、グループ内での協同生活、価値観や共通性
をやや大事にしているのに対して、ノルウェーで
は、協同生活は緩やかなことを望み、住みなれた
地域、立地を重視している。また、住宅の供給形
態としては、前者は賃貸、後者は共同所有の形態
が多い。
しかし、共通して明らかになったことは、入居

後の評価と満足度は高いことであった。孤独感が
ないことやいざというときの安心感や助け合いが
あることでの評価は両国ともに高い。
翻って我が国に目を転じると、国立社会保障・

人口問題研究所の試算によると、２０１５年には、高
齢世帯は１７００万世帯となり、そのうち一人暮らし
の世帯は約３３％の約５７０万世帯に達すると言われ
ている。こうした“孤老”の人々の問題の解決は
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これから大きな課題となってくるであろう。
数年前に、私は日本で先駆的にはじまったシニ

アのグループリビングを訪問する機会があった。
その中には高齢で亡くなられた方や、入院したた
めに空室になっていた部屋もあったが、複数のプ
ロジェクトで、当初考えられていた空間利用が採
算のため閉鎖されたり、変更されたりしたものや、
入居者の人間関係のまずさからかなりの方が退去
されたというケースもあった。わが国では、一般
的なコーポラティブ住宅づくりについては、すで
に多くの優れたプロジェクトが積み重ねられてお
り、またコーディネーターの経験も豊かであるが、
シニア・高齢者向けの住宅についてはまだ開発、
研究の余地があると考える。協同で住むための空
間と同時に、そのよさを発揮、持続させるための
ソフト面でのツールも必要であると痛感している。
デンマークでも、終の棲家となるわけなので、お
互いに一緒に住んでも気が合うのかどうかを確か
めるため、心理学の勉強会をしたり、互いの家を
訪問したり、グループづくりに長い時間をかけて
いる。コーディネーターも、私が会った人々は社
会教育、ソーシャルワーカーなどの分野の人々で
あった。
わが国でも、シニア向けコーポラティブ住宅づ

くりを考えると、従来の子育て世代を中心とした
日本でのコーポラティブ住宅でのコーディネータ
ーでは中心的であった建築家よりも、高齢者福祉
に携わる人、医療、生協の人々とのコラボレーシ
ョンによる作業、ネットワークづくりなどが必要
であろうと考える。
最後に、SBIレポート５）では、高齢者たちが助

け合って暮らすコ・ハウジングでの入居後の生活
によって、補助器具を利用していた人やホームヘ
ルプサービスを受ける利用時間が減少するなど、
入居前よりも生活の質が向上し、同時に福祉の費
用も削減されることになることを明らかにしてい
た。
デンマークでは、“福祉政策は住宅に始まり、

住宅に終わる”といわれている。シニア向けコ・
ハウジングのような予防的効果のある高齢者住宅
の充実が、医療や介護、高齢者施設の経費の削減
につながることになるということにもっと注目す
る必要があり、そうしたプロジェクトへの支援策

が強く望まれる。

本研究の中の居住者調査部分については、共同
で調査を行なったノルウェーの調査は当時京都府
立大学上野ゼミの４回生大塚瑞希さん、デンマー
クでの調査は同田鶴遼平さんが卒論研究として実
行したもの、ノルウェーの住宅協同組合について
は、阪上香さんがまとめたものを中心に上野が補
筆編集しなおしたものである。

なお、本調査実施後に両国においては、政権が
交代している。その後、このテーマではどのよう
な展開がなされているのか、現時点では追究でき
ていないことをお詫びしたい。
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２２１１世世紀紀のの協協同同組組合合とと非非営営利利・・協協同同セセククタターー
―世界の憲法から―

堀越 芳昭

今日の混迷と大転換の時代において、協同組合
の地位と役割はどのようなものか。１９世紀・２０世
紀・２１世紀における世界的な至上課題の推転にお
いて、協同組合はいかなる位置づけにあるか。本
稿では、世界の憲法の検討から２１世紀協同組合の
世界史的位置を考察し、協同組合セクターないし
は非営利・協同セクターの社会経済的地位につい
て考えていきたい。

１．世界の憲法における協同組
合規定
世界の憲法において協同組合はどのように位置

づけられているのであろうか。憲法はその国の政
治経済社会文化の根本的方向を定めたものであり、
他の諸法律を規定する基本法である。したがって
憲法にはその国の支配的思想が反映されているば
かりか、その国の進むべき方向性やビジョンが示
されている。
今日の世界の各国憲法において協同組合の保護

助成を明文規定しているのは、次の５１ヵ国地域・
ドイツ６州である。
イタリア、ブラジル、ロシア（近似）、インド、

中国、韓国（近似）、インドネシア（近似）、メキ
シコ、トルコ、スペイン、ポルトガル、ギリシャ、
マルタ、キプロス、ブルガリア、ハンガリー、セ
ルビア、べラルーシ、タジキスタン、スイス（近
似）、フィリピン、台湾、ベトナム、タイ、東テ
ィモール、イラン、シリア、イエメン、クウェー
ト、ミャンマー、エジプト、アンゴラ、ナミビア、
モザンビーク、ペルー、ボリビア、パラグアイ、
ガイアナ、スリナム、ウルグアイ、エクアドル、
ベネズエラ、コスタリカ、ハイチ、ニカラグア、
エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、パ
ナマ、キューバ、ドミニカ共和国およびドイツ６

州（ヘッセン州、バイエルン州、ラインラント・
プファルツ州、自由ハンザ都市ブレーメン州、ザ
ールラント州、ノルトライン・ヴェストファーレ
ン州）。
先駆的には、メキシコ（１９１７年）、ドイツ・ワ

イマール（１９１９年）、スペイン（１９３１年）、キュー
バ（１９４０年）、ペルー（１９４４年）の憲法において
協同組合の保護助成規定が見出される。
これらの国の憲法は、国家の統治や基本的人権

（自由権）を中心とした１９世紀近代憲法に止まら
ず、社会権・労働権・経済権を重視した２０世紀現
代憲法ないしは２１世紀憲法の特質を有している。
１９世紀は経済的自由が至上課題とされ、営業の
自由・職業選択の自由が希求され国家からの自由
が目指された。いわゆる自由放任の時代である。
しかしこの経済的自由は、結社の自由を否定し、
不自由や経済的格差、さらには自由ならぬ独占を
生み出し、労働者・農業者・中小企業者・消費者
の経済的弱者の社会経済的問題は体制を揺るがす
深刻なものになった。
かくして経済的自由の弊害を克服し、社会権・

労働権を尊重する経済的公正が２０世紀の至上課題
となる。社会経済的公正や機会均等、農業者・中
小企業者・消費者等の経済的弱者の保護が憲法上
の重要課題となる。公正かつ自由な競争のために
独占の禁止が憲法上の規定となり、また独占禁止
法が制定される。そして完全雇用が国家的課題と
なる。このように経済的公正の実現が２０世紀の大
きな課題となり、経済における国家の役割が高め
られた。こうして各国の憲法では、経済的弱者の
経済的地位の向上を目的とする協同組合がこれら
経済的公正の重要な担い手として位置付けられる
ことになる。
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２．２１世紀の憲法課題と協同組
合規定
２１世紀は経済的参加の時代であり、参加型民主
主義を体現する協同組合の本領発揮の時代である。
これは２０世紀の経済的公正に加えて経済的参加
（利益参加・経営参加・所有参加・事業参加・計
画参加）が促進される。
この経済的参加は２１ヶ国とドイツ各州の憲法で

規定されている。中でも協同組合を経済的参加の
担い手として明記した憲法に注目したい。その例
として以下、スペイン、ブラジル、ベネズエラを
紹介しておきたい。
＜スペイン＞
スペイン憲法（１９７８年）は、「公正な社会的経

済的秩序に従う」ことを闡明し、人間の尊厳、各
種の自由権、財産権、企業の自由等の基本的人権
が保障され、家庭・子・母の保護、児童の権利、
所得分配の公平・完全雇用政策・労働政策、社会
保障制度、青少年の政治、社会、経済、文化への
参加、障害者・高齢者・消費者の保護、消費者及
び利用者の組織振興等の社会権・労働権の保護を
謳い、国富と全体の利益・経済における公的主導、
社会保障・公的機関の活動への参加・企業への参
加・協同組合の助成と労働者の生産手段の所有の
促進、経済部門の近代化・発展（生活水準の均質
化、農業、牧畜業、漁業及び手工業の近代化及び
発展）、経済活動の計画化・所得と富の公正な分
配等の経済権を規定する。
その経済権は、経済的公正（所得と富の公正な

配分や消費者保護、経済的弱者保護）と経済的参
加（経営参加・利益参加・所有参加）が謳われ、
協同組合に関する規定は、その経済的公正と経済
的参加の担い手として、協同組合の保護助成が規
定されている。このようにスペイン憲法は、近代
憲法の経済的自由を前提として、現代憲法として
の経済的公正と２１世紀憲法としての経済的参加の
担い手として協同組合を位置づける。
＜ブラジル＞
ブラジル憲法（１９８８年）は、「人間の尊厳」・

「労働および創業の自由の社会的価値」を基本原
則として、「１．自由、公正かつ連帯した社会の建
設、２．国家の発展の保障、３．貧困と限界的生活条

件の根絶および社会的、地域的格差の縮小、４．血
統、人種、性別、皮膚の色、年齢に関する偏見、
その他いかなる形態の差別も無い、すべての者の
福祉の増進」を国家の基本目的に掲げ、「人間の
労働の尊重と創業の自由にもとづき…社会的正義
の規範に従い、すべてのものに尊厳に値する生活
を保障することを目的とする」こと、「１．国家
主権、２．私的所有権、３．所有権の社会的機能、
４．自由競争、５．消費者の保護、６．環境の保
護、７．地域的および社会的不平等の是正、８．
完全雇用の達成、９．小規模民族資本のブラジル
企業に対する優遇措置」を経済活動の一般原則と
する。これら一般原則は、先の国家の基本目的の
具体化として、経済的自由はもちろん、経済的弱
者・原住民保護等の経済的公正の追求が重視され
ている。
これら経済的公正追求の中で、協同組合の保護

助成規定が置かれ、農業・農業政策に協同組合運
動の経済的参加（事業参加、計画参加）が明文規
定される。このようにブラジル憲法は、近代憲法
の経済的自由を前提として、現代憲法としての経
済的公正と２１世紀憲法としての経済的参加の担い
手として協同組合を位置づける。
＜ベネズエラ＞
ベネズエラ憲法（１９９９年）は、基本原則として

「民主的社会的国家」を標榜し、「至高の価値と
して、生命、自由、正義、平等、連帯、民主主義、
社会的責任」、国の本質的目的として「人間の尊
厳、国民の意思を民主的に行使し、公正で平和を
愛する社会の建設、国民の繁栄及び福利の増進」
と「教育及び労働の重視」を規定する。「連帯」・
「公正」または「正義」が重要な価値や目的とな
っている。
また「第６編社会経済制度」において、「社会

正義、民主主義、効率性、自由競争、環境保護、
生産性及び連帯の原則を基礎に置く。国は公開協
議による民主的かつ参加的な戦略的計画の立案を
通じて、富の公正な分配を達成するため、経済成
長についての法的安全性、確実性、活力、持続可
能性、永続性及び均衡を保障し、民間の発意とと
もに、雇用を創出し、国民の付加価値を高め、国
民の生活水準を向上させ、かつこの国の経済的主
権を強化するため、国民経済の調和的発展を促進
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する」と言明する。
そして経済的弱者保護（経済的公正）として、

先住民保護、共同所有地保護、地域格差是正、水
資源保護、食糧安定供給の保障・持続可能な農業
の促進、総合的農村開発・大土地所有の禁止・農
民的土地所有の保護、中小企業・家族経営企業・
零細企業の共同所有制度下の協同組合や共同事業
体の保護・奨励、伝統産業保護が謳われる。
さらにベネズエラ憲法の特徴は、参加型民主主

義を追求するところにある。国民の参加と関与の
社会経済的事項に関しては、相互協力と連帯の価
値に沿った自主管理、共同管理、協同組合の方式
によるものとした。また労働者による企業の利益
参加を認め、社会的参加的性格を有する協同組合、
貯蓄金庫、共済組合の結合方式を奨励することで
経済的過程への参加を促進し、公企業への労働者
と地域組織の経営参加を促進し、さらに協同組合
及び地域サービス企業が行う政策の企画を通じて、
経済的参加の定着を図ることを明文規定する。協
同組合はその経済的参加の重要な担い手として明
確に位置づけられているのである。
このようにベネズエラ憲法は、近代憲法の特質

を前提とし、経済的公正として現代憲法の特徴を
有し、経済的参加に基づく２１世紀憲法の特質を具
備している。協同組合は文字通りそれらの担い手
とされる。

３．協同組合セクターの憲法規定
以上の憲法における協同組合規定は、それ自体

セクターとしての協同組合の承認保護規定という
ことができるが、協同組合セクターそれ自体を明
確に規定するようになったのは１９７０年代以降最近
のことである。以下では混合経済体制の下での「協
同組合セクター」を明示的に憲法規定している国
の代表例として、ポルトガル・メキシコ・エクア
ドル・ボリビアについてみていきたい。
＜ポルトガル＞
ポルトガルでは、１９７４年の民主化により１９７６年

憲法が制定され、２００５年の改正が現行憲法として
有効である。同憲法において協同組合の承認保護
助成規定は１４ヵ条に及ぶが、協同組合セクターに
関しては以下の各条で規定されている。

第２部 経済組織：第１編一般原則：第８０条
（基本原則）社会と経済は以下の原則に基づい
て構築される。
ａ）経済権力は民主的な政治権力へ従属する。
ｂ）公的セクター、私的セクター、協同組合
・社会セクター（cooperative and social sec-
tor）は生産手段の所有権として共存する。

ｃ）混合経済の枠組み全体において、起業と
組織化の自由がなければならない。

ｄ）公的な利益にとって必要な場合、天然資
源や生産手段は公的に所有されなければな
らない。

ｅ）経済社会発展は民主的に計画されなけれ
ばならない。

ｆ）協同組合・社会セクターは生産手段の所
有権に関して保護されなければならない。

ｇ）労働者を代表する組織や事業を代表する
組織は、主たる経済的社会的方式の決定に
参加しなければならない。

第８２条 生産手段の所有セクター：（１）生
産手段に関する３セクターの共存は保障される。
このようにポルトガル憲法は明らかに協同組合

セクターのみならず社会セクターと関連させそれ
との一体的なものととらえている。
＜メキシコ＞
メキシコは、１９１７年原始メキシコ憲法において、

生産者協同組合の独禁法適用除外と住宅協同組合
の社会的事業としての承認（第１２３条）といった
２つの協同組合規定が設けられていたが、現行メ
キシコ憲法はこれらを継承しつつ、１９８３年の改正
によって経済セクターに関して次のように規定し
た。

第１編 第１章 個人の保障 第２５条〔経済
活動における国家の役割〕③公的セクター、社
会セクター（sector social）及び私的セクター
は、社会的責任をもって、国家の経済発展に協
力するものとする。ただし、国の発展に寄与す
るその他の形態の経済活動を妨げない。⑦法律
は、社会セクターの経済活動の組織と拡大を促
進する機構を確立するものとする。すなわち社
会セクターは公有地、労働者の組織、協同組合、
コミュニティ、労働者に多数若しくは排他的に
帰属する企業、並びに一般に、商品と社会的に
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必要なサービスの生産・配給・消費を目的とす
るすべての形態の社会的組織である。
ここには公共セクター、社会セクター及び私的

セクターの協力の必要や協同組合を含む社会セク
ターの組織と拡大の促進が規定されている。協同
組合は、公有地、労働者の組織、コミュニティ、
労働者所有企業等すべての社会組織とともに社会
セクターを構成し、公共セクターや私的セクター
と並んで促進されるものとしている。
＜エクアドル＞
現行エクアドル憲法（２００８年）では、経済政策

の目標として、①所得と国富の公正な分配、②生
産性と競争力の奨励、③食品とエネルギー主権の
確保、④自然と生活と文化の尊重、⑤地域的、都
市と農村、経済社会文化的均衡的発展、⑥完全雇
用の促進と労働者権利の尊重、⑦産出投入の経済
的安定、⑧公正かつ補完的経済、社会と環境に配
慮した消費の促進を明示している。さらに独占の
禁止、完全雇用の実現、消費者保護、中小企業の
保護、農業保護、先住民保護、公正な報酬、貿易
の公正等経済的公正が詳細に規定され、その上で
５ヵ条にわたって協同組合の憲法規定が置かれて
いる。
協同組合セクターに関しては次のように規定さ

れている。
第６編 開発計画 第４章 経済的主権 第

１節 経済システムと経済政策 第２８３条 経
済システムは、憲法に規定される公的、私的、
混合的、民衆連帯的の経済組織の形態で統合さ
れる。民衆連帯経済は、法律に合致して管理さ
れる協同組合、アソシエイションおよびコミュ
ニティのセクターが含まれる。
このようにエクアドルの経済システムは公的、

私的、混合的、民衆連帯的の経済組織とされ、協
同組合セクターはアソシエイションおよびコミュ
ニティを含む民衆連帯経済に位置づけられる。い
わば社会連帯セクターともいえようか。
＜ボリビア＞
現行ボリビア憲法（２００９年）では、前文で「主

権、尊厳、相補性、連帯、調和、正義、尊敬と平
等の原則に基礎をおく」とし、「国家は、団結、
平等、包摂、尊厳、自由、連帯、相互、尊敬、相
補性、均衡、機会均等、社会的公正、参加におけ

る性的平等、社会責任、社会正義、流通、商品や
社会財の再分配を原則とする」と闡明する。さら
に、先住民農民の保護、消費者保護、中小企業・
中小生産者保護、独占の禁止が規定されている。
その上で協同組合に関する規定及び協同組合の参
加に関する規定は１２ヵ条にわたり、協同組合セク
ターに関しては次のように規定される。

第４部 国民経済の構造と組織 第１編 国
民経済の組織 第１章 一般的性質 第３０６条
Ⅱ 国の多元的経済は、コミュニティ、国家、
民間部門と協同組合の経済組織で構成される。
ボリビアでは国の多元的経済としていわば公的、

私的、コミュニティ、協同組合の４セクターが提
起される。同憲法では協同組合は連帯、平等、互
恵、分配の公正、社会目的及び非営利の原則に基
づくとして承認保護される。ここのコミュニティ
は、連帯と協同、非営利の協同組合と深い関連が
あるものと考えられる。

以上のようにメキシコ憲法における協同組合を
含む社会セクターのとらえ方、ポルトガル憲法の
協同組合・社会セクター、エクアドル憲法におけ
る協同組合・アソシエイション・コミュニティを
含む民衆連帯経済、ボリビア憲法のコミュニティ
重視や連帯と協同、非営利の協同組合といった位
置づけは、今日における協同組合セクター論にと
って極めて示唆的な憲法規定といえよう。すなわ
ち協同組合セクターはそれ単独で構成されるので
はなく、社会セクターやコミュニティと関連しそ
れを内に含みつつ構成されるということである。

２１世紀は人々の生活と人生といった人間存在の
根底において、自発的な人々の結社による協同活
動と地域における自主的自治的活動が結び合い
「相互自助」を原理とした協同組合セクターが重
要な存在となるであろう。また協同組合セクター
を広く個人セクター、社会セクター、コミュニテ
ィ、民衆連帯経済との連関に位置づけることが重
要になるであろう。すなわち今後の協同組合運動
は、協同組合をはじめ社会セクターやコミュニテ
ィを基盤とした各種の社会組織との連携による協
同組合セクター、協同組合・社会セクターあるい
は非営利・協同セクターの形成が求められるので
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ある。
同様の観点は ILO「協同組合振興に関する勧

告」（第１９３号勧告、２００２年）にみることができる。
最後にその要点を示すことで本稿の結びとしたい。

本勧告の目的の一つは、協同組合と組合員を
援助して、コミュニティの社会的・経済的必要
に応えることのできる、協同組合を含めた活力
あるダイナミックな独自の経済セクターを確立
し拡大することにある。均衡のとれた社会は、
強力な公的セクターや私的セクターと同様、強
力な協同組合、共済組合、その他の社会的セク

ター・非政府セクターを必要とするのである。

＜主要参考文献＞
・日本協同組合学会編訳『ILO・国連の協同組合
政策と日本』日本経済評論社、２００３年。

・堀越芳昭『協同組合の社会経済制度―世界の憲
法と独禁法にみる―』日本経済評論社、２０１１年。

（ほりこし よしあき、山梨学院大学・大学院元
教授）

【事務局ニュース】２
特定非営利活動法人 非営利・協同総合研究所いのちとくらし

２０１３年度定期総会＆１０周年記念シンポジウム・記念レセプションのご案内

＜記念シンポジウム＞ （参加費無料・どなたでも参加いただけます）
「あるべき最低生活保障を考える」
雇用と社会保障に対する全面的な新自由主義的な攻撃が仕掛けられている下で、いかなる最低生

活保障が必要か、その構想とその構築をめざす社会運動の展望を論じたい。

パネリスト
□稲葉 剛（自立生活サポートセンターもやい理事長）
□民医連ＭＳＷの方（依頼中）
□後藤 道夫（本研究所副理事長）
コーディネーター：河添 誠（本研究所研究員・事務局長）

日時：２０１３年６月１５日（土）会場：明治大学リバティタワー
〒１０１－８３０１ 東京都千代田区神田駿河台１－１

１２：３０～受付開始
１３：００～１３：３０ 定期総会 ＠リバティタワー１３階 １１３４番教室
１３：３０～１５：３０ 記念シンポジウム ＠リバティタワー１３階 １１３４番教室
１６：００～１８：００ 記念レセプション ＠リバティタワー２３階

＜記念レセプション＞
個人会員、団体会員の関係者、ご招待の皆様とともに、研究所のこれまでの１０年間を振り返り、

これからの活動へとつなげたいと思います。

いのちとくらし研究所報第４２号／２０１３年３月 43



表１．ケベックの社会的経済 （２００５）
法人形態 組織数 雇用数

共済組合 ３９ ４，８７５
協同組合 ２，７９５ ８２，５８６
事業型アソシエーション（NPO） ３，９４１ ４５，０８０
非事業型アソシエーション（NPO） ８．０００ ３５，０００
合計 １４，７７５ １６７，５４１

出所 Y. Vaillancourt,２００８

はじめに
カナダは、フランス語圏のケベックと、その他

の基本的に英語圏であるカナダとは比較的没交渉
である。ケベック州は独立化の州民投票も実施
（１９９５年、５０．６％４９．４％で独立には至らず）され
たこともあり、フランス語圏としてカナダの中で
独自の歴史を持つ。ケベック州は人口７６０万人で
ある。ケベックには約７０００の社会的経済企業（協
同組合、非営利企業など）が存在し、１２万人がそ
こで働いており、ケベックの GDPの８％を担っ
ている（２００４年度）。
ケベックの社会的経済セクターの規模は次の通

りである。

またケベックにおける社会的経済企業とは、お
おむね次のように規定できる。①社会的目的を持
った企業。②企業の作り出す財とサービスが個人
的および共同的にも経済的社会的要求に合致して
いること。③民主的管理。④資本に対する労働と
人間の優先。⑤剰余金分配における、資本より労
働の優先。⑥資本と生産手段の共有。⑦地域開発、
自治体発展への貢献。⑧持続的雇用の創出。⑨生
活の質の向上へ寄与。⑩協同組合や非営利組織な
どの自主管理企業。⑪自主的収益を持つ。
われわれは日本においては、社会的経済という

用語は非営利・協同の経済という言葉と類似した
ものとして議論している。社会的経済セクターの

定義としては、ヨーロッパの学界においては、協
同組合・共済組合・アソシエーション・非営利組
織・財団などによる経済セクターであるとされて
いる。日本においてはアソシエーション概念の定
義はむずかしくカタカナのままであるが、非営利
組織に類似するものと理解するのがとりあえず適
当である。社会的経済セクターとは、サードセク
ターと呼ばれる場合もあり、これは第１セクター
としての公的セクター（国家・地方自治体による
経済セクター）と第２セクターとしての私的営利
セクター（営利企業）の２分法に対して、第３番
目として定立されたセクターである。この社会的
経済セクターはいわゆる非営利的あるいは協同的
な経済事業活動を市場で行うというところに最大
の眼目がある。営利企業が市場を前提にしている
ことは当然であるにしても、公的セクターの事業
体は基本的に準市場を想定して存在している。社
会的経済セクターは民間セクターとして位置づけ
られるものの、社会的機能を重視する非営利・協
同の原理を有するところが肝心な点である。

１．ケベックの社会的連帯金融ネ
ットワーク
ケベックにおける社会的経済・連帯経済のネッ

トワークの中で重要な役割を果たす分野として社
会的連帯金融の運動がある。金融は、非営利・協
同セクターにとっては理念的にも躓きの石でもあ
りまた弱点でもありつづけてきた。そもそも非営
利とは営利を目的としないということで儲けるこ
とや金を稼ぐということに否定的な原理を掲げて
きた理論がこれまで主流であったからであり、協
同組合運動の歴史においても、協同組合の資金は
資本なのか出資金なのかという論議が続いてきた
からである。近年では、ノーベル賞を受賞したバ
ングラデシュのユヌス氏の創設したグラミン銀行
が女性貧困層の起業活動に対するマイクロクレジ

石塚 秀雄

ケケベベッッククのの社社会会的的連連帯帯金金融融
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ットとして注目を浴びたが、社会的連帯金融の運
動からすれば、それはひとつの分野として位置づ
けられるものである。先進国における社会的連帯
金融のネットワークはより多様なものとして展開
されている。
さてケベックの社会的連帯金融の運動は１９９０年

代後半になって活発化してきた。その要因は、１９８０
年代から活発化してきた社会的経済ネットワーク
の運動推進のための財源的問題が浮上してきたか
らである。いわゆる従来の協同組合運動などにお
ける協同組合銀行や信用組合などといった金融機
関の資金を積極的に新しい社会的経済・連帯経済
運動において活用すべきという認識が高まってき
たからである。社会的企業は一般の金融機関にア
クセスが困難なことについて、ケベック大学のレ
ベックたちは次のように指摘している。
「①社会的経済企業にたいして一般投資家は高
配当を期待できない。②協同組合や非営利組織
は小企業なので、銀行は少額の資金に対して高
利で融資する。③社会的企業は新規分野が多く
金融機関に理解されづらい。④社会的企業のガ
バナンス形態と配当形態が一般投資家に理解さ
れない。」（Mendell.２００３）」

しかし、ケベックにおいては社会的連帯金融ネ
ットワークが張り巡らされてきている。ケベック
における社会的経済セクターにおける金融を担う
主要な組織・団体には次のようなものがある。「ケ
ベック社会的投資ネットワーク（RISQ），１９９７」、
「コミュニティクレジットケベックネットワーク
（RQCC），２０００」、「フィルアクシヨン（FilAction,
２００１）」、「社 会 的 経 済 ネ ッ ト ワ ー ク 信 託
（FCEC），２００６」など、いずれもここ十年くらい
で設立されている。これらの新しい組織は、その
背後に従来型の社会的経済セクターすなわち大規
模協同組合、デジャルダン信用組合、「FTQ連帯
基金」、「フォンドアクシヨン（FondAction）」や
労働組合さらにはケベック政府投資資金などの支
援がある。こうした仕組みはまだ日本などでは手
つかずの手法といえる。こうした社会的連帯金融
の担い手は、当然ながら一般の銀行などの金融機
関とは異なる金融リスクの考えと、なによりもそ
の社会的経済的目的が明確に異なる使命を掲げて

いる。すなわち、現在盛んに議論されているいわ
ゆる「企業の社会的責任（CSR）」や「企業の社
会的投資（CSI）」などの考え方とは重要な点で
異なるものであることをまず強調されなければな
らない。もちろん、企業一般の議論として共通す
る側面はあるが、社会的連帯金融は社会的企業と
のネットワークの構築というセクター形成の課題
を持っているものである。
この１０年間のケベックの社会的経済企業に投資

された資金は１９９６年度においては２８００万カナダド
ルから２００５年度の１億１４００万カナダドルに増加し、
総額７億５５００万カナダドルと推定されている
（ARUC,２００６）。これは非営利・協同的企業が増
加したことに対応する。それはとりわけ若者の雇
用・起業、社会サービスにおける社会的企業の必
要性が増加しそのための財源が養成されたことに
よる。もちろんケベック州政府の社会政策や労働
政策の中に社会的経済セクター育成のプログラム
がなければ、こうした社会的企業の増加は期待で
きない。しかしながらケベック政府の役割は、日
本におけるいわゆる行政側による「新しい公共」
・「協働」路線のように、非営利組織などを、本
来公的業務であったものの安上がりな業務委託先
として利用するという上から目線のものではない。
この点は、日本において非営利・協同組織にたい
して、行政の下請けとして安く受託して、正規の
労働市場の賃金を引き下げる役割を果たしている
という批判があるが、公的サービスの民営化論議
とあいまって、その根拠となるところである。問
題は、それは非営利・協同組織の責任であるとす
ることに誤りがある。現在のところ日本の非営利
・協同組織は行政に対しては従属的対応を強いら
れる場合が多い。それはひとえに政府・行政サイ
ドの非営利・協同セクターに対する認識の低さか
らくるものではあるが、結局国民・市民社会も同
断であるということでもある。しかし、なにより
も日本の非営利・協同セクターともいうべきもの
を構成するはずの既存の協同組合や共済組合、非
営利組織の人々自身のセクター認識および構想力
の低さという主体的問題に跳ね返ってくることは
当然である。
ケベックにおける社会的連帯金融セクターの構

築はどのように行われているのであろうか。そも
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表２ ケベックの社会的連帯金融組織
社会的連帯金融組織名 融資金額（カナダドル）

コミュニティ信用金庫 Credit communautire 最大２０，０００
地域開発センター CLD 最大１２５，０００
共同事業体開発会社 SADC 最大１２５，０００
ケベック社会的投資ネットワーク RISQ 最大５０，０００
フィルアクション FilAction ５０，０００－１５０，０００
協同組合金融基金 FFC １００，０００－２５０，０００
ケベック資本投資 IQC ２５，０００－５００，０００
デジャルダン地域協同組合資本 CRCD ２００，０００以上
フォンドアクション FondAction ２５０，０００以上

石塚作成

そも社会的連帯金融市場といった独自の領域の構
築が可能であるのかどうかという議論が日本でも
起きよう。２００８年のリーマンショックなどによる
世界的金融危機によって、アメリカ型の金融シス
テムの破綻と新自由主義路線の破綻が指摘されて
いる。この中で、たとえば、日本の協同組合金融
機関である農林中金は金融市場で約１兆円を損失
したと噂されている。非営利・協同セクターはこ
と金融に関しては既存の一般金融市場に依拠して
きたが、そのあり方を今後も変えることはできな
いのか。このテーマは本稿で論ずるには難しいが、
私見によれば、社会的連帯金融市場は国内的にも
グローバル的にも可能であると考える。その兆候
は、フランスの社会的連帯金融ネットワーク、イ
ギリスの倫理銀行、イタリアの倫理銀行などヨー
ロッパのいくつかの国における金融ネットワーク
づくりや中南米を中心とした地域社会的連帯金融
の形成にむけての動きがある。本論で示すケベッ
クにおける社会的連帯金融ネットワークの形成は
先進的事例である。この場合、社会的連帯金融ネ
ットワークの形成のアクターとして、政府、非営
利・協同セクターおよび市民社会の対等なパート
ナーシップがその場合不可欠な条件である。行政
が合理化・民営化の手段として非営利組織・社会
的企業などを利用しようと考える傾向があること
も世界的に避けられないが、そうした後退的な発
想が現状としてあることも確かであるので、それ
ら障害となる諸問題を克服するためにも社会的連
帯金融の意味と意義というものを明らかにしてい
く必要がある。本稿の目的のひとつはそこにある。

２．ケベックの社会的連帯金融組
織
ケベックの社会的連帯金融ネットワークでは下

記の組織が代表的社会的連帯金融機関であるが、
まず、社会的経済企業が融資を受けられる金額を
簡単に示しておく。

以下、代表的な連帯金融の組織を見ていく。

①ケベック社会的投資ネットワーク（RISQ, Re-
seaud’ Investissement Socialdu Quebec）
RISQは１９９７年に設立された。RISQはその組

織性格・価値として社会的経済の４つの Pを掲げ
ている。すなわち①資本に対する人間の優越（Pri-
maute），②個人責任と共同の責任（Prise）、③民
主的決定手続き（Processus）、④社会的有用性の
生産（Production）である。
設立以来２００８年までに６０００人の仕事と雇用を創

出してきた。社会的経済企業・非営利企業にのみ
投資をして雇用創出と雇用維持を目的とする。融
資は２種類ある。
第一の型は、「貸し付け」であり、最大５０００カ

ナダドルである。事業が軌道に乗るまで無利子で
ある。２００７年度においては、２４５プロジェクトに
１１４万カナダドルを貸し付けし、７７７人の雇用と雇
用維持約１６００人を加え２，３９２人に仕事を作り出し
た。
第二の型は「資本作りのための融資」である。

２万カナダドルから最大５万ドルを融資するが、
これは資本増加だけではなく、技術開発投資にも
融資する。無保証、返済猶予措置あり。手数料は
１％である。２００７年度は、２３９プロジェクトで、
８３１万カナダドルを融資し、新規雇用１１８５人を含
む３６６３人の仕事を確保した。２００７年度で見ると次
の通りである。
第一の「貸し付け部門」型の融資額は企業別に

見ると融資対象は協同組合が３０％、非営利企業が
７０％であり、新規企業が６７％である。その事業分
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野別は次の通りである。
サービス部門２３％、レジャー・ツーリズム部門

２１％、資源リサイクル部門１４％、連帯商業部門１２％、
文化部門１０％、農業製品部門４％、共同住宅部門
３％、コミュニケーション部門３％、その他。
第二の「資本作り」型の融資額を企業別に見る

と融資対象は協同組合が４４％、非営利企業が５６％
であり、新規企業は２９％であり、事業拡大が主で
ある。その事業分野別は次の通りである。
サービス部門１６％、レジャー・ツーリズム部門

１２％、農業製品部門１０％、文化部門１０％、葬儀部
門１０％、資源リサイクル部門８％、連帯商業部門
７％、コミュニケーション部門６％，在宅介護部
門２％、共同住宅部門１％、学校部門１％、その
他。
一方、RISQの財源は１０００万カナダドルで、参

加協同組合・社会的経済企業などからの出資金が
約４００万カナダドル、ケベック政府の出資金が約
６００万カナダドルである。
RISQの理事会は１７名で構成され、その内に政

府関係者が１名、職員代表が１名入っている。お
おかたは社会的経済セクターの代表である。また
運営委員会は９名で構成され、政府関係者が１名
入っている。

②コミュニティクレジット・ケベックネットワー
ク（RQCC、Resau quebecois de credit com-
munautaire）
RQCCは２０００年に設立された。２００６年度で見る

と、資金は地方自治体から１９％、金融機関から１８％、
社会的経済企業・非営利組織から１６％、個人から
１１％、社会的連帯金融機関から７％、労働組合か
ら４％などとなっている。こうした組織の多くは
「コミュニティ経済開発コーポレーション」にも
加入している。
RQCCの組織原則は、「参加」、「民主主義」、「協

議」、「パートナーシップ」である。地域社会振興
のための金融すなわち「近隣金融，finance de
proximité」を進める。これは主として個人の労働
挿入（雇用）を促進するための貸し付け融資を行
う。いわゆるマイクロクレジットの役割を果たす。
コミュニティクレジットの利用者は２００６年度で見
ると女性５９％，男性４１％である。年齢的には１８歳

―３５歳が４３％、３５歳以上が５７％である。失業者が
４３％、自営労働者が１８％、無業者１３％、常勤者１４％、
パートタイム労働者６％である。また移民が２３％、
社会的排除を受けている者が２７％と区分される。
貸付金の平均額は２０，０００カナダドルである。貸し
付けを受けた者の３９％は起業（マイクロ企業、社
会的経済企業）を目指している。雇用回復を目指
した者は４３％である。

③フィルアクション（FilAction）
２００１年に労働組合による基金 FondActionなど
によって設立された。コミュニティ基金として地
域の雇用促進のための中小企業・社会的経済企業、
連帯経済企業むけの融資を１社あたり５万カナダ
ドルから１５万カナダドルまでおこなっている。ま
た労働者の経営参加の促進も含む。またマイクロ
クレジットも行う。返済は、３年から７年。２００１
年から２００６年にかけて、７００万カナダドルの投資
をしており、そのうち５００万ドルは協同組合や非
営利組織などのいわゆる協同企業に対して行われ
ている。また女性起業投資基金ネットワークや地
域協同組合開発機関（CDR）などともパートナー
シップを組んでいる。さらに南北問題における公
正貿易発展のための基金も持っている。

④社会的経済ネットワーク信託（FCES, Fiducie
du Chantier de l’economie socilae）
FCESは２００６年末に設立された。労働組合、ケ

ベック政府なども出資している。より長期的・高
額の金融支援による社会的経済企業促進が必要と
されるようになったのが設立の目的である。社会
的連帯金融の中心的な組織となっている。FCES
は一般市場で活動する社会的経済企業の支援を対
象とするもので、公共政策との関係が深い分野で
ある労働挿入や社会サービスの分野の社会的経済
企業については直接の融資の対象とはしていない。
FCESは社会的経済の独自の金融市場の確立を

目指すものである。そのような金融の第２市場が
一般の金融市場に対して対抗的に作ることができ
るのかどうかについては、意見が別れるであろう。
その準備段階として、投資家に対しては信託とい
うことでとりあえず受け入れて貰うということで
ある。いわば連帯証券取引所という構想は、フラ
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ンスにおいても見られる。今後のこのアイデアが
どうなるかはもっとも重要な問題であると思われ
る。
FCESは資本金５０００万カナダドル以下、従業員

２００名以下の社会的経済企業、協同組合、非営利
組織に対してのみ融資する。公的事業体（保育所、
在宅サービスなど）は対象外である。金額は５万
カナダドルから１５０万カナダドルである。２つの
投資形態がある。すなわち、①事業長期資本（CPO,
un capital patient operations）と②不動産長期資本
（CPI, un capital patient immobilier）である。長
期というのは１５年の返済猶予があるためである。
すなわち、１５年後から返済を行う。もちろんその
前に返済もできる。ただし毎月の利子払いは行う。
FCESでは２００９年から５年間で４９００万カナダドル
の投資を予定している。事業長期資本（CPO）は
社会的企業の起業資金および運転資金を融資する
もので、新製品新市場の開拓や設備・機器の取得
などに使われる。融資に担保は不要である。融資
額は事業予算額の３５％以内とされている。労働コ
ストなどにも活用できるが、借金返済に使用する
ことはできない。一方、不動産長期資本（CPI）
は建物や倉庫の取得のためのものである。計画予
算の３５％－９０％の範囲で融資される。担保は融資
前の資産がその物件となる。
FCESの２００７―２００９年の投資の取り組みは２９の

社会的経済企業に対して総額５８００万カナダドルで
８４２人の仕事を生み出した。融資を社会的経済企
業をいくつか紹介すると以下のようなものがある。

２００７年度の FCESの投資先の分野は、共同資産
形成２５％、小売業１８％、対人サービス１７％、文化・
芸術事業１４％、環境事業１１％、レジャー事業９％、
農業製品事業６％、コミュニケーション事業１％
などとなっている。融資先の社会的経済企業の法
人形態は非営利組織５８％、消費者協同組合２１％、
労働者協同組合１６％、連帯協同組合５％となって
いる。起業目的が３７％、事業拡大目的が５５％、取
得統合が８％となっている。
FCES自体の財源は，自己資金２０％、設立基金

７％、補助金１７％、準資産（quasi−equite）１１％、
借入金４５％である。「準資産」は疑似資本とも訳
せるものであり、近年社会的企業の資金調達方法

として導入されているものである。これは社会的
企業が一般企業に比べて資本リスクが高いために
投資や融資を受けることが難しいことから採用さ
れた手法である。すなわち、従来の資金調達の寄
付と一般金融機関という二種類から新たな第三の
資金調達としてのキャッシュフローの増大を目指
したものであり、設備投資などの有効な力を発す
る方式である（CAF,２００８）。
FCESはその他の社会的連帯金融組織とも連携

をとっており、FCESでの融資を受けられない社
会的経済企業はそうした金融機関を利用すること
が可能である。すなわち、
・コミュニティ開発コーポレーション（CDC）
・コミュニティ経済開発コーポレーション
（CDEC）

・地方開発協同組合（CDR）
・地域開発センター（CLD）
・コミュニティ貸し付け組織（OCC）
・共同事業体開発会社（SADC）

表３． FCES 投資実績 ２００７年度 （カナダドル）

社会的企業名
事業
分野

FCEs
融資額

事業額
達成
雇用数

主なその他
の支援組織

エステエ葬儀協同組合 葬儀 ４５０，０００２，０５１，０００ ８７CDR,CLD

連帯協同組合，ジャリイ 共同所有 ７１５，０００２，３００，０００ － CDEC

ビール協同組合 農業 １６９，０００ ５１０，０００ ６ CDR,CDES

温室協同組合、ギエンヌ 農業 ２５０，０００１，６８０，０００ １５５ CLD,CDR,CDES

社会的ツーリズム、ベルソンヌ レジャー １５０，０００ ４６５，９１０ １７CLD

ブティク、シェブ 小売り １５０，０００ ４５０，０００ １０CDEST,CLD

レジェンド・ファンタスティク 劇場 ４１２，０００３，１５０，０００ ３１SDE

創造アトリエ 芸術 ７４３，８８５２，９００，０００ ３ CDES

バイオ検査センター 環境 ３８１，９６９１，３００，０００ ５ CLD,SADC

旅行振興事業 レジャー １００，１０８ ４７７，１０８ ６CLD

ケベック祭り会社 レジャー ２５０，０００ ５７２，７５０ ２８ －

食品コープ 農業 ７５０，０００５，６００，０００ ４０SDE,COOP

リサイクルセンター 環境 ３５０，０００１，６００，０００ ４８CLD

シェルブルク大学協同組合 小売り ２５０，０００１，４５０，０００ ３０COOP

ＣＨＮＣ労働者協同組合 メディア ９５，０００ ２７１，６５０ １０CLD

ドルモン葬儀協同組合 葬儀 ５００，０００４，２６０，０００ ２６COOP, SDE

映画配給会社 芸術 ５０６，３７３１，８００，０００ ２５CDC

地域共同土地所有会社 レジャー ５９，０００ ２２４，６７０ ３ ECOF,SDE

介護施設「こんにちは」対人サービス １６０，０００ ５３０，０００ ２０CLD

出所： FCES,２００８．注： CLD（地域開発センター）、CDR（地
域開発協同組合）、COOP（協同組合）、SDE（雇用支援サ
ービス局）、 CDES（コミュニケーション経済開発コー
ポレーション）、ECOF（共同経済支援機関）、SADC（共
同体開発支援会社）
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・ケベック社会的投資ネットワーク（RISQ）
・若者雇用センター（CJE）
・コミュニティ信用金庫（CC）
また FCESは社会的経済各連合会よりなる理事

会と投資委員会、成果検証委員会、評価委員会な
どをもつ。

⑤デジャルダン連帯経済金庫 CESD/CRCDデジ
ャルダン地域協同組合資本
デジャルダン運動は信用協同組合、共済組合を

中心としたケベック最大の社会的経済組織であり
１９００年に始まっている。その活動の一分野として
デジャルダン CRCDは２００１年に設立された。協
同組合支援については年間２５００万カナダドルまで
の融資を受けることができる。２００４年までの３年
間に１２４企業に３億１０００カナダドルを投資した。
CESDは１９７１年に設立された。社会的経済・連

帯経済企業への投資を行う。２００８年度では１億
１２００万カナダドルが社会的経済企業むけに融資さ
れている。その内訳は非営利企業に２４％、協同組
合企業に３３％、文化事業の企業に６％などとなっ
ている。
CESDは社会的責任投資の実行を掲げ、また倫

理基金を設立して社会的有用労働（社会サービス
の分野）に融資も行っている。さらに、連帯共同
基金に２００８年度で６８万ドルを使用した。また環境
開発支援基金（FADM）として１１０万ドル使用し
た。これは環境事業のみならず文化活動、社会連
帯活動、海外支援なども含まれる。

⑥労働組合系社会的連帯金融組織
（�）FTQケベック労働組合連帯基金
１９８３年にケベック労働者連合会（FTQ）が連
帯基金を設立した。雇用創出を目的とする。主
として中小企業に投資される。これまで１０万人
の雇用を創出した。社会的経済企業に対しては
１９９１年に設立した SOLIM（資産運用会社）を
通じて行う。不動産投資会社。建設関係の社会
的経済企業に対する投資。SOLIDE（雇用促進
投資会社）も連帯基金を社会的経済企業に投資
し、社会的経済信託（FCES）にも出資してい
る。

（�）FondAction, 全国労働組合連合会（CSN）
の投資の取り組み
１９６０年に設立されたカソリック系のこの労働
組合連合会は、協同組合運動と社会的経済運動
支援に積極的である。カナダ・ケベックにおけ
る労働組合運動は１９００年代に始まり、１９２０年代、
１９３０年代に活発化した。CSNが１９９５年に設立
したのが FondActionである。雇用創出目的に
３つのタイプの事業に投資する。すなわち①労
働者が主体となる自主管理企業、②協同組合な
どの社会的経済企業、③環境事業企業、への支
援である。２００６年度総資産は４億４２００万カナダ
ドル。６４，１４０人の投資者がある。２００６年度にお
いては８１６２人の雇用創出した。Angus開発会社
や Fiducierにも出資している。労働組合の立場
としては、社会的経済セクターへの支援をしつ
つも、公務員などの雇用の確保も支持していく
姿勢をとっている。公的セクターの民営化問題
と労働と経済の民主化という問題提起がなされ
ている。
全国労働組合連合会（CSN）は１９８７年に CSNF

バティラント年金会社を設立した。環境事業な
どにむけた社会的責任投資を原則として打ち出
している。２００８年度では６２億カナダドルに達し
ている。この基金は単に融資をするだけではな
くて、労働者が投資をして株主として配当を受
け取るということで、従業員株主方式とも言う
べきものであり、また社会的経済企業に投資す
る場合は社会的連帯金融方式ということになる。

⑦社会的経済企業開発基金（FDEES）
地域開発センター（CLD）が１９９８年に設立した

基金。地域の雇用創出のための社会的経済企業の
起業のための投資基金。投資基準としては、企業
として共同的目的をもち、自主管理、剰余の配分
において労働者などの人的要素の優先、参加責任
型の運営など。コミュニティ貢献、雇用の社会的
挿入など。資金化融資利子は１％と低い。

⑧協同組合金融基金（FFC）
この１０年間に社会的経済企業に投資した金額は

７５５百万カナダドルに達する。いわゆる社会的責
任投資とは異なる。
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⑨ケベック資本投資（IQC, Investiment Quebec）
１９９８年にケベック政府が作った。２００１年に協同
企業に対して投資する FQケベックファイナンス
を設立した。非営利組織にも１５００万カナダドルを
投資した。

⑩地域開発基金（FIER）
地域経済開発基金は一般企業支援、協同組合支

援を含む。FTQやデジャルダン CRCD、FondAction
も出資している。

⑪ケベック共同体貸し付けネットワーク（RQCC）
２０００年に設立された。ケベック政府の支援を受
け、１１７５人の雇用創出をした。

３．ケベック政府と社会的経済支援
１９９６年にケベック政府は公共サービス政策の転
換を行った。このときに社会的経済の促進を図っ
た。社会的経済セクターで２万人の雇用創出や社
会的経済の金融の必要性による連帯金融セクター
の発展を目指した。

◎公共政策と社会的経済セクター
カナダ連邦政府の公共政策と社会的経済はどの

ような関係にあるのか。次に政府方針を見てみる
（２００５年）。
戦略
�社会開発と経済発展の新しい統合的モデル。
�地域政策、コミュニティ政策に基づく長期的
なコミュニティ事業戦略。

�社会的経済組織を新しい市場と要求に応えて
発展させること。

�社会的経済企業への投資のための税制度の確
立。

�社会的経済とコミュニティ経済の発展のため
の労働政策づくり。

�社会的経済企業増加のための政策づくり。
�社会的イノベーションのための公共政策作り。
�社会的経済むけの政策により女性、障害者、
移民などの支援事業の促進。

ここでは社会的経済企業が公共政策や社会政策

の枠内にとどまるという、すなわち政府の道具に
なるという側面と、しかし、その枠に収まりきれ
ないコミュニティ・市民社会のニーズに応えると
いう側面がある。またなによりも経済活動・企業
活動そのものは政府統制の枠内には収まらないも
のである。政府セクターと社会的経済セクターの
よい関係とは、非営利性と「公共性」によるパー
トナーシップであり、従属関係では本来的にあり
えない。たとえば日本政府・地方自治体も、市場
において民間営利企業を十分に財源支援している
ように、雇用や福利などの社会的目的を全面に掲
げる社会的経済企業を支援する支援する政策を採
用しなければならない。
政府が社会的経済セクターを推進することの是

非は，今日とりわけ、公的セクターと社会的経済
セクターが公的セクターの責任の肩代わりあるい
は安上がりな外部化や民営化の先兵のような役割
を果たしているのではないかという疑念に関わる。
この問題は本論では詳しく触れないものの、その
議論の対象となる事業分野は主として社会サービ
スの分野である。すなわち公的サービスの非公的
サービス化という文脈で語られているものである。
公務員の非公務員化という雇用労働形態に関わる
問題は、社会的経済セクターが原因要素と考える
ことはできないので、社会的経済セクターに直接
の責任はないであろう。企業的活動については，
本来公的セクターが主体的に関わる領域でなく、
投資ということであればなおさらである。社会的
連帯金融という分野は社会的経済セクターが主体
となってこそ成立する分野である。政府がそうし
た分野の発展にどのように公共政策・社会政策で
支援していくのかが重要な点であると思われる。
ケベックは政府・地方自治体と社会的経済セク

ターのパートナーシップが積極的に展開されてい
る事例である。２００１年にケベック政府の副首相兼
財務大臣のポリーヌ・マロワ（Pauline Marois）
がケベック政府の社会的経済局の責任者となり、
社会的経済に関わる政府アクションプランを作成
した。２００９年度も財務大臣モニク・ジェローム－
フォジェ（Monique Jerome−Foget）の下でケベッ
ク政府の社会的経済開発プログラムが作られてい
る。
地方自治体連合会（FQM）と社会的経済ネッ
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表４．ケベックにおける社会的経済セクターへの
投資金額推移

年度 金額（カナダドル） 年度 金額（カナダドル）
１９９６ ２７，８００，０００ ２００１ ８２，５３５，６４３
１９９７ ２０，０４９，０００ ２００２ ９０，５９６，７３０
１９９８ ５６，１１３，３２１ ２００３ １１３，１２７，４９３
１９９９ ５２，３１２，８０４ ２００４ １３６，３８１，５３５
２０００ ６１，２４６，７５８ ２００５ １１４，９９９，６９３

合計 ７５５，１６３，９７５

出所 “Investir Solidaire”, ARC,２００６

表５．ケベック社会的経済発展公共政策（２００９）
（単位：カナダドル）

政策分野 プログラム内容 予算額
保育センター 保育料政府支援 年間８億ドル

環境・資源
社会的経済企業支援、
３０万ドルまで。

５年で２２００万ドル

共同住宅
協同組合・非営利住宅
９，０００建設補助金

３年で７億ドル

在宅介護
介護料支援。介護企業
むけ基金。

年間５３００万ドル。

出産 出産育児費用補助 年間１５０万ドル

新規分野
文化・科学・社会的ツ
ーリズム・連帯企業支
援

３年で７５０万ドル

地域開発基金
社会的経済企業創設基
金

年間１６０万ドル

社会基盤開発
支援基金

社会基盤整備企業に半
額補助金

３年で２０００万ドル

社会的経済支援
プログラム

社会的経済セクター整
備

３年で４５０万ドル

出所；ケベック政府「協同組合局」２００９／０５／２１

表６．ケベック政府地域開発センター（CLD）所管
の社会的経済企業の設立プロジェクト数

年度 社会的経済企業数 年度 社会的経済企業数
１９９８ １１１ ２００２ ７１５
１９９９ ４８３ ２００３ ７１４
２０００ ５６３ ２００４ ６０２
２００１ ５７７ 合計

出所 “Investir Solidaire”, ARC，２００６

トワーク（Chantier）との連携も強化され、「社会
的経済とコミュニティ開発」などのガイドブック
を作成している。近年は、医療・社会サービスの
分野について行政との共同関係が進んでいる。

ケベック政府の社会的経済政策遂行の機関は
１９９８年に各地方に設立された地域開発センター
（CLD）である。ただしこれは社会的経済企業の
みを対象にしたものではない。地方首長と社中小
企業、社会的経済組織、環境団体などの代表によ
り構成される。その使命は地方経済と雇用の活性
化である。雇用創出、企業づくり、協同組合支援、
非営利組織支援、若者支援、保育所支援などを行

う。その資金の１つは「社会的経済企業開発基金」
（FDEES）であり、CLDが配分を行う。２００８年
度の CLDは８４９企業（５７％は一般中小企業、４３％
や非営利組織や協同組合などの社会的経済企業）
に、３００万カナダドルを投資した。雇用は６９３人で
あった。

４．政党と社会的経済
ケベックにおける政党は社会的経済についてど

のような態度をとっているのであろうか。政権党
であるケベック党（PQ）は社会的経済に好意的で
公共政策の中にその振興プログラムを導入してい
る。ケベック自由党（PLQ）は、その選挙政策のな
かに、医療・社会サービスを中心とした社会的経
済・連帯経済による政策を掲げている。「ケベッ
ク民主行動」（ADQ）は社会的経済をより個人中心
の運動とみなしているようである。社会的連帯金
融については一般の社会的責任投資と同じように
考えているようである。「進歩力連合」（UFP）は、
たとえば、保育所については国家、協同組合・非
営利組織などが共に関わるようにと主張している。

５．社会的連帯金融の資金源
連帯金融の目的としては次が上げられる。

① 連帯金融の資本出資者のネットワーク作り
（労働者投資家を含む）
② 連帯金融の仲介者の組織化
③ 協同企業コレクティブ企業の金融についての
公共政策の促進

こうした社会的連帯金融の資金源はどこから来
るのであろうか。それは大きく３つのアクターに
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分けられる。①個人の預金。これを社会的企業な
どの貸し付けに利用する。これのもっとも進んだ
形はフランスの「勤労者貯蓄法」に基づく社会的
連帯金融の優遇措置であろう。②労働者による投
資。ケベックの場合は社会的経済ネットワーク信
託がその方式を採用している。③機関投資家・団
体の資金。アメリカやヨーロッパなどで活用され
ている。
これまで連帯金融が促進されなかった理由とし

ては、社会的経済企業・非営利組織は小規模、市
場競争力が弱い。失敗するリスクが高い。企業と
してゴーイングコンサーンの程度が低い。持続性
がない。認知度が低いために金融の対象になりに
くい。社会的企業は企業ガバナンスが一般企業よ
りも複雑なので、株主を引きつけることが難しい、
などがあげられる。従来社会的企業の財源は、そ
の社会的目的に沿ったものとして政府の資金補助
金や寄付にたより、また自己資金調達のなんらか
の方式に頼っていた。
連帯金融とはいろいろと呼び名はあるが、社会

的経済企業・社会的連帯企業、協同企業、非営利
企業、さらには中小企業を対象にするものであり、
マイクロクレジットから連帯金融市場を形成する
ことをも含める。
マイクロクレジットは連帯金融市場の形成を必

ずしも必要としていない。いわば小口の貸付制度
であり、グラミン銀行のユヌス総裁も述べている
ように、それは「利子のない投資（貸付）」と位
置づけられている。いわば、労働者（勤労者）投
資家の発生する余地が少ない、発展途上国むけに
有効な方式である（もちろん、先進国においても
マイクロクレジット方式は有効である）。ケベッ
クの連帯金融はそれに対して、なによりも投資を
する社会的経済セクターの金融機関の存在、投資
家たる労働者の存在、社会的経済企業などの存在、
それらに対する政府の支援政策の存在があること
である。そして、「企業」あるいは企業活動とい
う存在が市場を前提とするものであり、さらに進
んで資金調達のための「金融市場」を持つことの
必要性が認識されているということである。
企業と NPOの違いの一つは、その目的性の中

で事業を継続するという意志を持つことである。
NPOがある社会目的を持っている場合、その目

的が達成された場合は、基本的に解散するのが普
通である。それは利他主義を本義としているから
である。一方、企業は基本的に継続することをそ
の本義としている。企業が「ゴーイングコンサー
ン」と言われるゆえんである。そのときとりわけ
社会的経済企業の場合になるのは資金調達の問題
である。社会的経済企業の資金調達は、これまで
①出資金、②寄付、③一般金融機関からの借り入
れという形であった。これに対して「資本」とい
う形で導入は可能であろうか。社会的経済企業に
おける資本は二つ考えられる。①一般資本（この
利用は不利な点が多い。そもそも営利と非営利性、
リスク性などに問題がある）、②「社会的連帯資
本」である。資金調達の問題は協同組合を含めて
歴史的につまずきの石であった。さきに述べたよ
うに社会的経済企業特有の困難さが存在する。こ
れに対抗するために、①社会的経済セクター自ら
の金融機関の資金を活用すること、②労働者みず
からの資金を活用すること、すなわち労働者・勤
労者が出資者・投資家になること、③社会的連帯
金融市場そのものの形成をすること、がその打開
策となるのである。
言い方をかえれば、社会的連帯金融市場はどの

ような金融商品を労働者に提供できるのであろう
か。やや中間的な金融商品としては、米国の「コ
ミュニティ開発金融機関 CDFI、Community Devel-
opment Financial Institutions」がある。これはコ
ミュニティ開発事業組織支援のめのものである。
市民がそうした事業組織・コミュニティ企業に対
する資本投資をリスクを負って行う。
社会的連帯金融市場の形成は、順序から言えば、

一般金融市場を利用していたものからの一部移行
を伴うものである。したがって、社会的連帯金融
における投資にはこれまでの金融市場から引き継
ぐ性格も多いと言える。その最大の一つはリスク
を投資家が引き受けるということである。これま
で、協同組合の出資金などは基本的に預金と同じ
ような受け止め方をされてきており、基本的には
「損をする」ことを想定していない。一般株式投
資家でも「損をする」ことを想定していなくて、
「証券会社にだまされた。損をしたからカネを返
せ」と訴える人も多くいるのも事実である。
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表７．社会的機関投資家（２００８年）の資金量
・公的機関従業員年金基金 ３４０億カナダドル
・ケベック年金基金 ２２８億カナダドル
・年金制度調整基金（FARR） ２７０億カナダドル
・ケベック建設委員会年金基金 ８４億カナダドル
・幹部年金基金 ６０億カナダドル
・特別年金基金（RREM） １．２億カナダドル

６．機関投資家となるべき主たる
年金制度機関
ケベックの社会年金制度は職能別の基金が約２０

ほど分立している。すでに社会的経済セクターの
一員と見なされる金庫などに加えて、こうした機
関投資団体が、協同組合などの社会的経済企業に
たいして、投資をすることは政府のいわゆる社会
的責任投資促進政策に沿ったものといえる。２００４
年度でもこうした公的機関投資団体の資金総額は
１７４０億カナダドルとなっている。いかにこうした
退職基金が社会的連帯金融と接点を持つかは、社
会的経済企業がわの投資環境の整備も要求されて
いる問題だと思われる。しかし、重要なのは政府
の政策として社会的経済セクターをこうした機関
投資家の資金の活用で促進させるということであ
る。カナダおよびケベック州では、１９８０年代から
企業の社会的連帯基金による雇用創出、地域開発
支援の取り組みが始まった。その中心概念は社会
的経済であり、連帯金融であった。ケベックとフ
ランスは同じフランス語を話す国として関係が深
い。

おわりに
社会的連帯金融の新しい市場は可能であろうか。

まず、「社会的連帯金融市場」を形成するアクタ
ーたちの存在感と性格付けが必要である。社会的
経済企業たる社会的企業、協同組合、共済組合、
非営利組織、アソシエーションなどが一つのセク
ターすなわち非営利・協同セクターの一員である
という家族意識が醸成されなければならない。仲
間意識と信頼というどんな集団でも必要な意識で
ある。そのためには共通の意識すなわち共同協同
の意欲がなければならない。最低限の判別するア
イデンティティたる原則を確認しておく必要があ

る。さらにはそこに利害という要素も加わえなけ
ればならない。単純であるが「弱い者は団結しな
ければならない」という原理が根本である。日本
の労働法制も労働者は社会的に弱い存在だからこ
そ団結権などが権利として与えられているのであ
る。その団結は自らの力でしなければならない。
社会的連帯金融は、社会的経済・連帯経済セクタ
ーの組織だけの問題として完結するものではない。
その輪は政府の政策と支援、労働者の社会的投資
家として役割、さらには将来的には一般銀行まで
が社会的責任投資に基づいて社会的連帯金融の利
害当事者となることによってぐるりとつながるも
のである。社会的経済企業とは単に外向きに社会
貢献や社会的責任を果たすものではない。内向き
には、労働者の経営参加すなわち民主的運営、労
働者の福利の実現を「資本」よりも重視するとい
う立場に立つ者である。社会的経済企業はもはや
ニッチの分野で生息するのみではなく、医療、社
会サービス、流通、環境、食品などの分野で社会
的に大きな役割を果たすようになってきている。
社会的連帯金融は社会的経済セクターが飛躍する
新しい道具である。それによって社会の形が変わ
る可能性がある。

付録 ２００６年のモントリオール社会的経済・連帯
経済宣言（要旨）
「社会的経済のアクターとは、アソシエーション
運動、コミュニティ運動、協同組合、共済組合、
文化団体、環境団体、社会団体、労働組合、国際
協力組織、地域開発組織などであり、地域、地方、
全国、国際的な社会的経済・連帯経済の建設に取
り組むものである。
この数十年来、われわれはケベック全体におい

て、社会的プロジェクトと経済的プロジェクトを
たゆまず推進し、正義、公正、連帯、民主主義の
価値を追求してきた。
今日、われわれは社会的経済のアクターとパー

トナーにより多くの雇用創出、社会的統合、人々
の動員とガバナンスの強化し積極的市民性を実現
してきた。また女性の経済活動を促進してきた。
こうした取り組みは、世界における社会的およ

び地域的な貧困化、経済的不平等の増大に対抗す
るものである。社会的経済は貧困と社会的経済排
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除に対する闘争の主要なアクターである。
協同的企業は経済の民主化に貢献するばかりで

はない。われわれは責任的投資を行い、労働組合
が経済発展に寄与するようにし、公共政策が持続
的発展に寄与するようにし、責任ある消費を推し
進め、企業の社会的責任を推し進める。かくして、
社会的経済は新自由主義に対するオルタナティブ
としての運動に参加し、連帯的でより民主的な経
済を目指す。」
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（当日資料をもとに、石川先生のお話を事務局が
まとめました）

●医師会とは
日本医師会というかなり大きな組織の中にいて、

今年度から私は医療政策担当常任理事となりまし
たので、まず医師会の構造についてお話しさせて
いただきたいと思います。
医師会は三層構造です。医師会というのは、法

人が郡市区医師会、県医師会、日本医師会と全く
異なる組織です。ですから、日本医師会が県医師
会に命令をする、郡市区医師会に命令をする等は
全くありません。しかし、基本的には非常に話が
通ります。
入会金、年会費は全て別でありますが、日本医

師会に入るためには、必ず郡市区医師会、県医師
会を経由してこないと日本医師会には入れない構
造になっています。ですから、日本医師会に入っ
ている先生というのは、郡市区医師会、県医師会
に必ず入っている。ところが、郡市区医師会だけ
の先生方、県医師会までの先生方もいます。日本
医師会には入っていない方もいるのです。
それから、郡市区医師会は全国に９００弱ありま

す。これが必ずしも１自治体に１つとは限りませ
ん。複数自治体で１つの医師会を形成していると
ころもあれば、東京２３区内では、１つの区に３つ
あるようなところもあります。
例えば文京区には、小石川医師会というのと文

京区医師会と２つあります。お隣りの墨田区には、
ちょっと前まで３医師会がありました。これはど
ういうふうに存在するのかといいますと、区の保
健行政は３つの医師会に均等に、それなりに割り
振るんですね。区がうまく調整をして、夜間・急
病診療所や、予防接種などといった保健行政を上

手に仕切っているというような構造になっていま
す。
この自治体と郡市区医師会というのは、絶妙な

関係になっていまして、予防接種、学校保健、学
校医は郡市区医師会に話を通すことになっていま
す。これはもう永々とした歴史がありまして、そ
れ以外の医療機関、医師会に入っていない医療機
関については、市町村の業務というのは全て直接
に契約しなければいけません。
ひところ、山梨の歯医者の先生が、私は（政治

団体である）歯科医師連盟に入りたくないと言っ
たら歯科医師会に入れなかったということがあっ
て、訴訟になりました。例えば、市町村の予防接
種をやりたい、しかし医師会に入らないなら、市
と直接契約を結ばなければいけません。
ところが、医師会に入っていれば、市と医師会

が契約をして、その医師会に入っている先生方が
協力医療機関として、けっこう簡単に予防接種が
できます。そういうところで大変簡略化している
のが現状です。
いまだ医師会に入れていただけていない民医連

も全国には存在しています。なぜ入れないのかと
いいますと、こういう例があります。
ある市の健診があったときに、共産党の議員さ

んが「俺は（民医連の）病院で受けるのに、何で
その病院では受けさせてくれないんだ」と市のお
役人に言ったところ、「ああ、いいですよ、じゃ
あ、直接契約をしましょう」というふうに言った。
つまり、医師会のルートを通らずに、共産党議員
を通して、市と直接契約した病院ということで完
全なレッテルを貼られていまして、この病院はも
う創設以来ずっと医師会に入れてもらっていない
ということはあります。そういう点では、しぶと
くパージが貼られているというような感じになっ
ています。

地域医療再編と自治体病院問題ワーキンググループ・第９回研究会報告

「「日日本本医医師師会会のの医医療療政政策策ななどどよよももややままばばななしし」」

石川 広己
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逆にある県では、ようやく市医師会、あるいは
県の医師会に入れることになりました。地域医療
をやるためには、郡市区医師会で公衆衛生や保健
行政を一緒にやるというのがとても大事ですので、
私は民医連でも医師会に入っておくべきだなと考
えております。
それから、県医師会がその上にありますけれど

も、郡市区医師会に入れないということもありま
す。郡市区医師会の入会金は大変高いところもあ
りまして、一括払いで４００万円というところもあ
ります。ちなみに、私の郡市区医師会では１００万
円です。それを入会するときに、みんな耳をそろ
えて払うことになっております。郡市区医師会に
よっては５００万円というところもありますので、
大変なハードルになっていることは確かです。
ですから、若い先生方が開業するというときに、

金額がとても壁になって、頼むから分割払いにし
てくれという話もあるぐらいです。しかし、郡市
区医師会に入ると、それは大変便利ですので、開
業すると多くの先生が入るということになってい
ます。その上に県医師会があり、大変入会金も安
く、数千円です。年会費も数千円ですから、お金
はあまりありません。しかし、この県行政と巧み
に県医師会は仕事をしておりまして、地域医療計
画等では、全て県医師会に相談がいきます。
それから医療審議会は県行政の中で大変重要な

役割を持っています。この審議会は、多くの県で
トップが県医師会長になっています。その分科会
も全て県医師会の役員が入っております。私も千
葉県にいるときには、この県医師会で医療審議会
に入っておりました。病床規制、病床数の決定、
それから社会医療法人の決定、そういったものを
全てつかさどっているので、大変重要な役割を持
っています。
これは全ての都道府県に存在しております。し

かし、公益法人ばかりではなくて、歴史、それか
ら所有する財産が全て異なりますので、私のとこ
ろは公益法人にならないとか、いろいろなところ
が存在します。一番大きな問題になったのは優生
保護法の指定で、これが公益法人にならないとで
きないということに今後なるが、どうしてもうち
の県の医師会は公益法人になれない、なりたくな
いというところは、この優生保護法の指定は大変

困りました。
今まで優生保護法の指定は、県医師会が推薦し

て国が認可するという形になっていたのが、もう
公益法人でないと推薦できないということに法律
ができてしまいました。例えば兵庫県医師会は、
公益法人にならないので、困るわけです。そこで
法律を若干変えて、今では県医師会が推薦できる
ようになって、国が認定するということになりま
した。

●医師会の機能
各医師会は必ずしも命令指示系統が通っていて

統一されているわけではありません。しかし、私
たち日本医師会が県医師会、郡市区医師会に行っ
て「日本医師会はこういう方向でやっています」
と言うと、大抵そのとおりやってもらえます。
千葉県でいいますと、郡市区医師会の会員３０名

に対して１名の代議員を選出して、代議員会で県
医師会理事が承認されます。県医師会の方では１５０
名足らずが代議員会で構成して、理事を任命する
ということです。
それから、県医師会会員の５００人に対して、１

名の日本医師会代議員が選出されて、日本医師会
代議員会が形成され、そこで選挙が行われます。
したがいまして、例えば、千葉県は４０００人の医

師会員がいますから、８名の代議員になります。
ちなみに、東京はなんと３９名の代議員がいますの
で、会長、副会長、常任理事選に圧倒的な力を持
っております。ですから今回の横倉会長のように、
関門海峡を越えるということは甚だ珍しいという
ことになります。箱根の山もなかなか越えないと
いうことであります。会務は日本医師会の会務に
則って、県医師会、郡市区医師会が決めています。
日本医師会のホームページは広報である私がデ

ザインその他を許可し、載っている部分も全部私
が目を通しております。
この日本医師会の主な活動の次に、日本医師会

役員紹介として細かな執行部職務分担があります。
常任理事は１０人いて、細かくその分担を持ってい
ます。私の名前のところでは、医療政策、広報・
情報。情報（IT）、国民生活安全対策（健康食品
や食中毒関係）、環境保健（公害、エコ）などと

56 いのちとくらし研究所報第４２号／２０１３年３月



なっています。医療政策担当、広報担当というこ
とが一番大きい仕事になっています。それから、
私は１６年間医師会で役員をやっている中で、ITは
ずっと欠かさずにやっております。
ちなみに、この医師会は順位がすごくきちんと

していまして、常任理事のこの順位というのは、
単純に年齢などではありません。理事歴、医師会
入会歴、そういったもので厳選されて順番がなっ
ていまして、この席次が狂うことは絶対にありま
せん。どこに行っても、この席次で呼ばれます。

民医連から日本医師会に来たのは、私がもちろ
ん初めてでありまして、県医師会でも、千葉県で
は初めてでした。ただ、１期が終わって２期目に、
千葉県は１５０人ぐらいの代議員会ですけれども、
私の再選は満票当選でした。もう１５０人全てが（信
任の）丸をつけてくれたということで、それは過
去に一例もなかったということを聞いております。
それから日本医師会でも、最初私が来たときに

は、民医連だということがだんだんわかってきま
して、職員も大変けげんな目で私のことを見てい
まして、ちょっと狭苦しい感じがありました。し
かし、２選目は、福島から出ている常任理事に５
票足らずの第２番目で、一応、医師会では民医連
の医者はよく働くということに今はなっておりま
す。

日本医師会は会員数が現在１６万６０００人で、北里
柴三郎によってつくられました。会員の構成は開
業医約８万人、勤務医約８万人で、「本会の行う
事業は、医道の高揚、医学教育の向上、医学と関
連科学との総合進歩、生涯教育などを含む幅広い
ものです」とあります。日本の厚労行政には大き
な関わりがあります。

●医師会による病院経営分析
日医総研ワーキングペーパーでは、病院経営の

現状について書いています。
病院経営の現状２０１０年度、診療報酬改定後につ

いて、前田由美子という日医総研研究機構の方が
書いています。医業収入の総額というのが〔図
２．１．２〕です。医業収入の規模、これは国立、労

災、赤十字、済生会で比較したものです。医業収
入の規模でいきますと、国立、赤十字、国立大学
が８２００億円強の収入です。厚生連が約６０００億円、
済生会が約４０００億円、公立大学は数が少ないです
から約１９００億円となっています。
医業収入の内訳〔図２．１．４〕は外来と入院の種

別で、国立が一番外来収入に比べて入院収入が多
いです。医療法人は、６９．７％が入院で、大病院の
数字が反映されているものだと思います。
国立は経常利益率については７．２％と非常に高

くなっています〔図２．１．６〕。これは運営交付金補
助金の制度で利益率がでているわけです。医療法
人はそれなりに善戦していますが、経常利益率は
３～５％、国立大学附属病院に次いで高いです。
当期純利益で比較すると、医療法人と公的医療機
関等は、ほぼ同じ水準になっております。
もう１つのワーキングペーパーで、DPCとい

う診療報酬政策からの病院経営の分析があります。
DPCという診療報酬で病院経営面から分析した
ものの最初には、１００床当たりの医業収益の平均
が書いてあります〔図２―３―１―１〕。平成１８年 DPC対
象病院、準備病院、DPC以外となっています。
１００床当たりの医業収入の平均で見ますと、や
はり差がある。もう既に対象病院になったところ
は高い、平成１８年準備病院というのが一番高いと
いうことになります。
次の図表〔図２―３―３―１〕は、入院患者１人１日当

たり収益について、既に DPC対象病院が一番高
いということです。DPC以外というのがこれだ
け差があるということでは、やっていられないと
いうようですね。やはり、われわれも経営防衛の
ためには、DPC対象病院にならないといけない。
DPCが DRG（疾患別分類）の１つのものだとい
うことはもちろん分っていながら、DPCに転化
せざるを得ないという根拠は、こういうところに
あると思います。
続いては、平均在院日数です〔図２―３―４―１〕。こ

れも歴然とした差がありまして、DPC対象病院
はもうこうやって短縮しておりますが、準備病院
に至っては、とにかく１５を切ろうということで頑
張っております。しかし、DPC対象病院の１５．４
日というのは、これはほぼ、もうこれ以上の短縮
が困難になっているということを示唆している数
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字だと分析されております。
外来入院患者比率は、DPC対象病院と DPC以

外とでは約２倍近くです〔図２―３―７―１〕。入院患者
数というのは、占床率というのを掛け合わせたも
のです。
続きまして、医師１人当たり平均給与月額は、

DPC対象病院と DPC以外ということで考えてい
ます〔図２―４―４―１、２―４―４―２、２―４―４―３〕。医師１人
当たり平均給与月額が高くなる一要因というのは、
DPC以外の病院では、平均給与月額が高い。こ
れは DPC以外の病院は小規模で医師数が少ない
ため、平均給与を算出すると、給与費の高い院長
給与の影響を強く受けてしまうことも一因である
ということです。
もう１つ、看護師１人当たりの平均給与月額は

大体横ばいです〔図２―４―４―４、２―４―４―５〕。DPC以
外のところは、ほぼずっと横ばいですが、平成１８
年対象病院、もう既に対象病院については、どん
どん下がってきているというのが現状です。これ
は恐らく看護師１人当たりの平均給与月額を統計
で出すときに、平均年齢が書いていないためです。

続いて、自治体病院医業利益率はマイナスにな
っています〔図２―５―１―１、２―５―１―２〕。特に DPC以
外の－２１．２％と、どんどん減ってきている。そう
いうことから考えますと、この DPC以外の病院
というのは、DPC対象になれなかった病院、な
りたくてもなれない病院であり、こういうところ
は自治体病院の中でも小規模であり、なかなか看
護師獲得、医師獲得ができないところです。しか
し、地域の中では大変重要な役割を持っていると
ころもあるわけですから、そういう点では、こう
いうところの診療報酬を上げるような算段をしな
ければいけない。
また別の資料（前田由美子「DPCという診療

報酬政策についての病院経営面からの分析」）で
は「現在、この DPCの要件に達していない病院
は、小規模で、平均在院日数が長く、医師数や看
護職員数が少ない。しかし、地理的背景から状況
を打開できない。医療は、平時の国家安全保障の
要である。自治体の財政力に委ねるのではなく」
―ここには「地理的な問題にかかわることなく」
がちょっと欠けていますけれども―、「国民が安
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心して医療を受けられるよう、急性期偏重の診療
報酬を見直すべきである」と書いています。
自治体病院は、急性期だけでなくて、慢性期の

ところでも役割を持っています。われわれとして
は自治体病院の役割をちゃんとみて、評価するよ
うな診療報酬にするべきだということであります。

●医師会の自治体病院分析
続いて、別のワーキングペーパーでは地方の中

小病院の現状について、「１５対１」に注目してお
ります。日本医師会は会員約１６万人の半分が開業
医層ですが、やはり地域の自治体病院、特に慢性
期のところもきちんと担っている「１５対１」病院
についても注目しているということで、このワー
キングペーパーを出しました。
これには「不採算地区」という名前が出てきま

す〔図２．２．１、表２．２．１〕（Ｐ．６７）。不採算地区では、
「１５対１」の病院が３割近くを占めています。平均
病床数６３床の小規模病院となっています。
この不採算地区については、２００８年度までと

２００９年度以降で違います。２００９年度以降は、第一

種不採算地区病院、第二種不採算地区病院と分か
れていて、要件が２つとも１５０床未満です。
第一種不採算地区病院というのは、直近の一般

病院まで１５キロメートル以上あるようなところに
ある病院で、これには特別交付税措置額というの
があり１床につき１２３万円支払われます。
それから、第二種不採算地区病院というのは、

非人口集中地区ということで、１５０床未満です。
１床当たり８２万円のお金が特別交付税で、措置額
でついていることになっています。
ここでの自治体病院の立地条件に関連するのか、

「７対１」というのが何と２．５％しかない。「１０対
１」が５０．４％、あとは「１３対１」「１５対１」が半
分ぐらいで、半数近く「１３対１以上」ということ
です。不採算地区以外では、「７対１」がけっこ
う多くなっております。
自治体病院の DPC病院では、そもそも不採算

地区で DPCをとっているというのは少ないわけ
ですけれども、「７対１」「１０対１」は、すごく件
数が少ないわけです。特に不採算地区の「１０対１」
では、DPCが７件に対して DPC以外は１３０件、
圧倒的に DPCがとれないという状況になってい
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ます。
不採算地区以外のところでは、「７対１」でも、

「１０対１」でも DPCをとっているところがある
ということです。
続きまして、自治体病院に占める DPC病院の

割合を都道府県別に見ると、地理的に大変困難が
ある北海道は１１．５％です〔図２．２．４〕。DPC病院が
これだけということです。逆に、東京（６２．５％）、
神奈川（６３．６％）は、高いです。それから、富山
が自治体病院であっても DPC病院が多い
（７２．７％）のは、集約されているからになります。
つまり DPC病院の割合が多いのは、自治体病院
が再編成されて、集約されているところが多いと
いうことです。
さらに自治体病院の１００床当たりの職員数を比

較して見ますと、圧倒的に看護部門が多いが不採
算地区の DPCがとれていない〔図３．２．１〕。看護師
の割合を DPCで「７対１」をとっているのは、
とにかく看護師を集めています。不採算地区以外
のところは８１．７％ということで、職員のほとんど、
８割以上が看護師ということです。民医連で職員
の８割が看護師というところはありますか。ない
ですよね。きっと、とてもやっていけないです。
自治体病院の医師１人当たりの年間給与を見て

みますと、不採算地区では、意外に少し高めにな
っているということです。想像ですけれども、僻
地手当てみたいなものが若干入ってくるかなとい
うことです〔図３．２．５〕。

次のワーキングペーパーは「自治体病院の入院
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基本料別経営分析―１５対１入院基本料の引き下げ
は妥当であったか」という題で書かれているとこ
ろです。中医協・医療経済実態調査に見る入院基
本料別の費用構成ということで書いてあります
〔図１．１．１〕（Ｐ．７１）。
これで見ますと、損益差額ですが、「１５対１」

は損益差額というのがないという中医協の医療経
済実態調査だったのです。これは本当かというこ

とですね。
それから、中医協・医療経済実態調査から計算

した国公立病院の費用構成で見ますと、「７対１」
「１０対１」「１３対１」「１５対１」全てに損益差額が
出ている〔図１．１．２〕。これを補助金などで補って
いるというのが国公立病院の現状だというふうに
なっているのが中医協の実態調査ですね。
ところが、われわれは違う結論を出しているわ
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けです。自治体病院の費用構成では、看護体制別
に「７対１」から「１５対１」となっていますけれ
ども、私たちが別のところから引っ張ってきた資
料では、自治体病院で「１５対１」でやると、費用
構成で－３２．８％と出てしまう〔図２．２．２〕。「１５対１」
の赤字幅は最も大きいということになります。
それで、職員数と入院基本料の比較ということ

で〔図２．３．１〕、「７対１」「１５対１」ということに
ついて、１００床当たりの職員数は「７対１」を１００

とすると「１５対１」は、職員数は全体では７７．７人、
しかし、基本料が改定されたのは「７対１」が１００
に対して６０．１に下げられた。これだけ下がったら
どうするのかということを、このワーキングペー
パーでは言いたいわけです。
最後は自治体病院の経営分析のまとめで、ここ

に看護職員数と入院基本料（７対１を１００とする）
というところで、看護師を見ますと、１００床当た
りの看護職員数は「７対１」を１００としたら、「１５
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対１」では７２人も集めないと「１５対１」にもなら
ないです〔表２．５．１〕。それで入院基本料はなんと
６１％、これではやっていられないだろうというこ
とです。
地方では、急性期の患者だけでは病床が埋まら

ないという現実もあるわけですけれども、「１５対
１」は、その地方の立地条件から医師、看護職員
の確保が非常に困難であると推察されます。
ワーキングペーパーを見ると「２０１０年度の診療

報酬改定の検証は、中医協の医療経済実態調査に
よって行われることになるが、同調査は、決算デ
ータでかつ定点観測で行うべきである。厚生労働
省の予算に制約があるというのであれば、民間デ
ータの併用を検討すべきである」ということで、
この違いがあった上で診療報酬をつけられたので
はたまらないということの証明であります。

●社会保障制度改革と医療
次に、新しい「社会保障と税の一体改革」の中

で、いま行われようとしている病床の機能分類で
す。特徴的なのは、高度急性期と一般急性期と亜
急性期、長期療養の相互の連携深化というのがあ
ることす。急性期病棟、一般病床を類型化しよう
ということを、今さかんにやっています。このこ
とについて、医師会としては、地方の中小病院の

中には急性期も扱っているが、慢性期も扱いミッ
クスされている病院もあるので、一概にこういう
ふうに分けて、診療報酬に手当てするということ
はできないということを強調したいわけです。し
かし、厚労省と中医協は一般病床を類型化して、
細分化してやっていきたいと考えているようです。
それから、医療・介護の提供体制の将来像の例

ということで、医療・介護サービスのネットワー
ク構築ということがいわれていますけれども、人
口２０～３０万人レベルでやるもの、それから小・中
学校区レベルでやるものなど、実現にはほど遠い
ものがあると考えています。
また地域医療支援病院についてですが、都道府

県医師会で調査をしましたところ、地域医療支援
病院制度の存続については、「このまま制度を続
けるべき」という回答は２５．５％です。「地域医療
支援病院に対する経済的インセンティブは必要だ
とお考えですか」については、３８％の人が「必要
だ」というふうに答えていますが、「内容を見直
すべき」も同じような数がいる。それから「その
他」の者もいる。だんだんその辺では、制度・経
済的インセンティブについて、もういいのではな
いかということも言われています。
個別の地域医療支援病院の評価では「評価でき

る」が７割以上、病床の共同利用、在宅医療の支
援は「課題がある」が３割です。個別の地域医療
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支援病院の評価はけっこう高いが、特に逆紹介が
少ないという意見が出ています。
診療所医療費の伸びは２００１年と２０１１年度を比べ

たときに、２０１１年度は診療所医療費は総額で８．３
兆円です。全体としては、この１０年間のうちに０．８
兆円増えました。しかし、保険調剤薬局医療費の
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伸びの内訳を見ますと、２００１年度が３．３兆円だっ
たのに、２０１１年度は、全体で６．６兆円にまで増え
ました。そのうちの大きな増え方は、薬剤料が約
２倍になっていて、技術料だけで０．７兆円も増え
ている。この部分は診療所の伸び率と全く同じだ

ということで、開業の先生方は相当頭にきていま
す。
薬について、調剤薬局の大手４社合計売上高が

どんどん伸びています。医師数、薬剤師数はそろ
そろ同数になっています。今度出てきたのはスイ
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ッチ OTC（医療用医薬品から一般用医薬品への
転用、Over the Counter）ということです。つい
最近、脂質異常症治療薬エパデールのスイッチ
OTC化が強行採決されたことで、日本医師会は
大変怒っています。特に今回は、いわゆる生活習

慣病分野で初めて出てきたということが重大です。
実際に頭痛薬とか、水虫などの外用薬については、
つけてよくなったか、よくならないかというのが、
自分でよくわかるわけです。
ところが、この生活習慣病薬というのは全く症
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状がありませんので、飲み始めようが始めまいが、
途中でやめようが、全然ご自分の症状が分からな
い。医療にかかわらないところでそういうことを

使うなというのが、われわれの言い分であります。
しかし、ここには医者の意見を聞かなくても、

薬を処方できるという薬剤師の権限拡大という問
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題が見え隠れしているという点で、われわれは大
変問題にしています。
今、地方の中小病院、あるいは自治体病院に対

しては、医師会のパートナーとして大変重く見て
いまして、診療報酬の点でも、きちんとそれに見
合うだけのものをやりなさいということを、私た
ちも支援しているということです。

〔質疑応答〕

��日医の会員たち、特に過疎地や地方の会員は
地域医療の崩壊現象を厳しく認識されていますが、
どんなふうに議論されているのでしょうか。

石川 いい例が、全国的に有名になりました銚子
市立病院の崩壊という現象があります。あれは銚
子市長が、不採算部門であった市立病院を切り離
した、捨てたということです。しかし、３００床の
大きな自治体病院で、あの地区では唯一の大病院
だった。それを本当に地域の声を十分に聞かない
で、あるとき突然つぶしてしまう。大変な不採算
部門であったことは間違いありません。人件費比
率の問題など、そういったものは今示した自治体
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病院の矛盾の典型であります。そういう点では財
政困難な自治体が切り捨てようというのは、仕方
がないことなのかもしれませんが、それにしても
ひどいことでありました。
その患者さんたちが路頭に迷うわけです。そこ

で千葉県の医師会は銚子市の医師会と患者さんの
受け皿ということについては、いろいろと十分工
夫をしようという動きを、地区医師会で頑張って
やっておりました。
ただし、どうにもできないことが１つだけあっ

た。それは精神科です。地域の統合失調症の方を、
銚子市立病院の精神科は一手に引き受けていまし
た。入院病床もありましたし、そういう点では、
これが一緒にやらなくなりますと、外来には１０００
人を超える統合失調症の患者さんが外来通院して
いる状態でした。悪くなると、そこの１００ベッド
の精神科に入院したり、良くなれば外来通院した
りしてやっていたわけです。
それは全く、開業の先生方にはどうにもできな

いわけです。これをどうしたかといいますと、県
行政と県の医師会で（千葉）大学の精神科に行っ

て、とにかく大学の精神科から、若い先生から順
番で２人ずつでも出してもらって、外来だけでも
やってもらいたいということで、今も延々と外来
だけが続いています。
それから、地域の病院の基幹病院の中に、第一

次救急というところで、それを医師会が担うとい
うことは、これは普通のように行われています。
松戸市立病院の下でも夜間診・休診をやってい

まして、夜間急病の大部分はやはり子どもです。
小児科の先生だけでは足りないので、必ず小児科
の先生と内科の先生が２人ずつ、どちらかという
と小児科の先生がトレーニングするような感じで、
一緒に協力して地区医師会の先生が順番でやって
います。
それが何を意味しているのかというと、そこに

いる小児科の勤務医、松戸市立病院の小児科の勤
務医というのは１４、５人いるので、けっこう大き
い医局ですが、もしそれがなかったら、夜でも何
でも全部当直の先生が関わらなくてはいけなくな
り、全然寝られない状態になってしまうというこ
とを回避するためにやったのです。
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それが千葉県の中でも、そこと船橋市医師会、
印旛郡市医師会、それから千葉市医師会、４つは
もう既に開業医の先生がやられています。そうい
う形で自治体の中核病院をつぶれないように救急
の面からサポートしているというのは、医師会の
役割であります。
なぜ千葉が自治体病院の小児科を守るなどの点

で進んでいるのかといったら、これはもう本当に
しかたがなくてやっているのです。人口１０万人対
比でいくと千葉県は４５位ですから。同じように困
難なところ、例えば茨城にしても、これは人口１０
万人単位４６位で、それから埼玉は４７位ですね。こ
れらは同じようなことをやっています。
どうしても勤務医が疲弊します。市立病院には

患者もいるだけ（全員が）来るんです。「ここは
市立病院じゃないのか、何で診ないんだ」「俺は
市民だ」と、寝ていようが何していようが、どん
どん起こす。そういうことがあるので、特に医師
不足のところは、医師会も思いを共にするという
形でやっています。

��初期研修の問題で、義務化になって以降、特
に大病院思考というか、研修医も有名どころに集
まっていくような現状もありますが、新専門医制
度に対してはどんな議論がなされているのでしょ
うか。

石川 私が日本医師会に入りまして、もう３年に
なりますが、その分野については、かなり議論を
しております。私は、民医連が卒後医師研修に対
してもっと意見を言ってほしかったなと、大変残
念に思います。
やはり自分も民医連の中で研修をやっていまし

たし、自分の今までの経験の中で、プライマリケ
アを最初の２年間のうちに、十分にローテーショ
ンで学ぶという、ある面では民医連はどこでも、
みんな大体そうやっているわけですけれども、そ
の手法をきちんと徹底するべきだというふうに思
っています。
ご存じのように、１９９４年に臨床研修研究部会と

いう厚労省の部会の中で、医師法の中で２年間の
義務づけがされました。そのときに、全人的な医
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師をつくるということと、バイトをさせないとい
うこと、それから、きちんと身分保証するという
ことが決まります。それから一定自由な研修が決
まりました。この４本柱がきちんと臨床研修部会
の中で、１９９４年のときに出されたのです。
それが１０年の議論を経て、２００４年に実行された

んですね。それで実行されて、見直しするまでの
５年間でどういうことがされたかというと、結局、
大学は嫌々手放すというようなことで、学生たち
はプライマリケアができるから市中病院、大きな
市中病院にみんな行ったわけですね。有名どころ
とか、そういうところへはもうどんどん行って、
この５年間に、実は、要するにプライマリケアが
本当にできるかどうか、この内容の見直しという
のを厚労省がやらなかったわけです。
それで、その５年経ったときに―私は改善だと

は思っていないんですけれども―どういう改善を
やったのかといえば、１年しかローテートしない
で、あとは自分の専門のほうに行きたければ、そ
の専門のほうに行っていい。つまり、快速みたい

に飛ばしをやってもいいということになったんで
す。あれは大学の医局の医者たちがかなり文句を
言っていた背景があり、そういうルートでもあり
にしようとやったわけです。
一番ここで問題なのは、ちゃんとプライマリケ

ア、全人的な医療を担うような医者がつくれたの
かという検証をしないで、そういうことをやって
しまったことです。これはまず、この５年間の改
革で一番問題だった。
今は第２期目に来ていて、２期目もこの間、言

われているようにもっと悪くなった。われわれ民
医連で１９９４年の議論のときは医師研修のトリアス
ということで意見を出しましたけれども、けっこ
ういい臨床研修のパターンがつくられました。
そのとき実現しないこともありました。例えば、

国は４００億円の金を用意する。１人２９万円の月給
で４００億円金を用意するといった彼らは用意でき
なかったわけです。１４０億円ぐらいしか用意でき
なかった。そういうこともあったんですが、内容
としてはよかった。
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今はきちんと検証しないでやったために、１年
間しかローテーションしないで、飛ばしで専門に
入るという大学の意見が通ってしまう。また何が
起こるかといったら、１年のローテートなんて、
ろくなことができないわけですよ。
それから、ちゃんと地域医療研修みたいなもの

を１カ月とか２カ月置いた。そこまではいいのだ
が、これも全く形骸化していることがある。私た
ちは今の臨床研修について、どういう議論をして
いるかといいますと、医学教育の中に、オスキー
だとか、そういった対患者の臨床能力をつけるよ
うなことを、まず前倒しするような形をして、で
きるだけ全人的な医師づくりをしようじゃないか
と議論しています。
それから、医学教育の基礎にも、いわゆるリベ

ラル・アーツとしての教育をきちんと改善して入
れていく。また、知識偏重だけではない、全人的
な能力を重視し６年間を過ごさせて、かつ臨床能
力というのも、その中に少し入れて、２年間の臨
床研修を経験させようという感じで議論していま

す。
そこではまた、医師の偏在、例えば専門医の偏

在というのは問題があるわけです。それをなんと
か同時に解決したい。特に東北、弘前大学などは
２０％ぐらいしか大学に医者が残らないわけです。
それは九州の宮崎だとか、そういうところも同じ
で、もう全部都会に戻ってしまう。
そうすると、せっかくそこに医科大学なりが県

に１個あっても、全然そこの医師不足対策として
はうまくいかない。それから、専門医というのも
偏在してしまうことで、医師会の中で議論が続い
ています。反対意見もありまして、意見は統一さ
れていませんが、その県の大学に医師をプーリン
グさせるような、要するに登録するような制度を、
一応医師会としては提唱しています。
もう既に NPOをつくってから４年も５年も経

っているんですが、私は千葉県と千葉大学と千葉
県医師会で NPOをつくりまして、そこに医学生
のときから医者を集めているんです。プールして
いて、どこに研修に行きたいかなど、悩みも含め
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て相談するし、将来的には、自分が初期研修が終
わって専門研修へ行きたいと相談に来たときに、
うまく千葉県の偏在だとか、そういったものが解
消できるような形の NPOをつくったのです。
しかも私も当時は力がありましたので、地域医

療再生基金を５億円ぐらいを自分のつくった
NPOに投入し、公的な医師人材派遣をやろうと
しました。もう既にやっていますが、それはまだ
十分うまくいっているとは言えません。しかし、
ほかは真似をしています。日本医師会も、そのこ
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とを見てちょっと真似をしています。
だから、そうやって医師づくり、県の中でもキ

ャリアアップができますよということを示し、地
方でもキャリアアップしてもらいながら、そこに
いてもらう。それがそのまま医師の偏在、専門医
の偏在改善に若干でも寄与できるわけですから、
そういうことをいろいろなところが考えています。
われわれ日本医師会の医師研修方針には、そう

いう意見も入っています。
最後に専門医の話です。専門医については、総

合診療医というのが今度専門医の１つとして認め
られることになりました。これはすごく意見があ
ったのですが、私は、実は専門医の法制化の議論
のときから、もう審議会のところにいました。一
番の問題は、専門医というのが法制化されて、そ
れが診療報酬にリンクされたり、いわゆる定年制
などの専門医の更新制で、かなり足かせをつけら
れたりするのではないかということを警戒してい
ます。
ですから、なんでもかんでも専門医というふう

にするのは全く反対です。しかし、今までの議論
の中では、総合医と総合診療医というのを分けた
ほうがいいというふうに議論してきました。
総合医というのは、例えば、私みたいに小児科

医でありながら、実は内科も診たりしている。そ
れから、診療所へ行って何でも診ます。おじいさ
ん、おばあさんの往診もやるという医者のことを、
私は総合医と言えばいいと思う。こんなのは専門
医は要らないと。
だけど、例えば、私がたまたま胃カメラをでき

るから私が胃カメラをやった場合と、消化器の人
が胃カメラをやったのと点数が違うなんていうこ
とをやったら怒るぞということで、ずっと議論し
てきました。そうしたら、今度、総合診療医とい
う専門医、科をつくろうじゃないかということに
なってしまっている。
これは民医連の先生方も、若い人に総合診療医

の専門医をとったほうがいいよと、プライマリケ
ア専門医ということを、どんどん進めているみた
いですが、十分警戒していかないといずれ専門医
の法制化のときの議論のように、縛られるぞと私
は言っております。
しかし現状は日本医師会も参加した中で、総合

診療医が専門医として許可されてしまいましたの
で、ちょっと困っています。ただ、われわれとし
ては、いわゆるかかりつけ医、総合医というもの
は決して消滅させるべきではない。それから、そ
このところに診療報酬で格差を持ってくるべきで
ないということは、まだまだ強く言っていこうと
思っています。
若い先生方に言うでしょう？プライマリケアの

専門医をとったほうがいいと。私はそれがすごく
疑問なので、自分の県連でも本当にそう言ってい
いのかをよく考えてからと言っています。

�� 高齢化、人口減少ということで、現在ある
病院だけでも経営が厳しくなるのではないでしょ
うか。宮城県で問題になったのは、新設医大の問
題です。特に被災地などはまだまだ医師が不足し
ている。なかなか東北大や国立大学だけでは足り
ないという中で、新設医大の問題が出ているけれ
ども、県医師会のスタンスは、将来人口が減るの
で、医大を今つくったら医師過剰になってしまう
という立場です。日医としては、どんな議論にな
っているのでしょうか。

石川 その点については、宮城県医師会に大いに
私は意見があります。というのは、その論理なら
ば、例えば千葉県にもう１つ医大というのは簡単
にできます。それは論理を組み立てていけば。絶
対につくらないといけないのは千葉県ぐらいです。
人口６００万人いて、たった１つの大学しかない。
先生方のところよりももっと僻地の人口の医者の
数というのは幾らでもあるんですね。
だから、その論議でいくならば、私は日本中い

ろいろなところに医大みたいなものをつくらない
といけないと思います。
今の医師労働についてもっと改善すべきだと思

います。だから、今はかなりの医師労働で週４０時
間以上でみんな働いていますから、そこのことを
将来推計するならば、もっと医大をつくって、医
者をいっぱいつくらないといけないという議論が
全国的にはあると思うのですが、そこまでまだい
っていないのです。
問題なのは、医師の偏在ということに、どうい

うふうに手を打っていくかということです。それ
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はキャリアアップの問題で、少しでも地方でもい
い研修をできる、キャリアアップできる、専門医
ができるのだ、研修資源があるのだということを
宣伝していきたい。ただ、宣伝だけではだめで、
何とか地方の大学などでしばらく頑張って、そこ
で自分のキャリアアップと地域にも貢献するとい
うことをやっていっていただけないか、という方
策を出したいと思っているんです。つまり、医大
を新設する前にやることがあるだろうと。

��基本的に医大新設に日本医師会は反対だとか、
そんな方針は出ていないんですか。

石川 明確に反対なんです。だから単純にいきま
すと、今の歯医者さんのような、歯科医師数が増
えちゃって大変な状況になっていると私たちはこ
れで推計したんです。
人口が減っていくとその地域の病院が成り立た

なくなってくる。そういう医療経済的な、医療経
営的な問題というのにも、医者がどんどんまた増
えてきてしまうと、もっと釘がさされることにな
ると思います。

��２００８年ごろの時点で厚生労働省が医師の抑制
策から増員に転じましたね。

石川 一番低いのは２００４年で、そのときよりは年
間１３００人増えていることになります。これは、医
科大学１３校に匹敵するわけですね。それだけでは
なく今は東北の大学でも力のあるところには１４０
人定員になり、例えば、宮城の東北大学は今度１４０
人定員になりますよね。そうやりながら、もし過
剰になったときは、人数だったら少し縮小するこ
ともできると。
それから、例えば、宮城の場合にも、仙台のほ

うに１つ病院をつくるとなると、ここにいわゆる
指導者層を集めなければいけない。仙台ならば、
指導者層は４００人とか５００人レベルですが、意外に
集まると思うのです。ところが、これもまた東北
のいろいろなところから人を引っ張るわけです。
例えば、東北メガバンク構想なんていうものを

今度宮城県でやるわけですが、実際には山形の教
授を引き揚げさせ東北大学に連れてきたりしてい

るのです。そういうことが、やはり実際に起こっ
てしまうのです。
そうすると山形大学の遺伝学の教授なども、も

ちろん東北メガバンク構想の中に引っ張られてき
たりしているのですが、同じように、仙台にもう
１個つくるとなると、山形・福島から人を引っ張
る。恐らく仙台あたりにつくると、東北全体の中
でより偏在するだろうと考えられます。

��今の若い医師たちが、郡市区医師会に入らな
い、特に都会や都市部では医師会に入らないで、
しかも、ほとんどビル診みたいな形とか、あるい
はマイナー診療科を選択しますね。（自宅ではな
いので）夜間に起こされなくて済む、ある意味で
は安易な方向にどんどん流れていますね。

石川 若い医師がいわゆるビル診でやるというの
は、次のような現象です。私の在籍する地区医師
会は鎌ヶ谷市というところにありまして、実は東
京のベッドタウンです。ところが、鎌ヶ谷市にビ
ル診で開業するんです。どこから通っているのか
といったら、東京から通っている。住んでいると
ころは東京なんですが、それが鎌ヶ谷というベッ
ドタウンの、しかもビル診を経営する。これは、
もちろん先生がおっしゃるように、夜のデューテ
ィーなし、医師会に入らなければ、面倒くさい学
校保健や予防接種もやらなくていい。マイナーの
診療科目、例えば耳鼻科だったら、もうそれだけ
で十分だということで、東京から通う。それで東
京で自分の子どもを育てて、教育環境ですね、そ
れでやっているという人がどんどん増えてきてい
るんですよ。本当に困ったことです。だから、わ
れわれとは逆方向に、みんな通勤するわけですよ。
そういうことがあります。

��イギリスの NHSのように、地域の定員規制
のようなものは、日医の議論には出ないのでしょ
うか。

石川 出ないですね。日医の議論の中で出ないの
は、やっぱり日医というのは、プロフェッショナ
ル・フリーダムをかなり重視しています。
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��中川副会長がこの間、三重県医師会の主催の
企画に２回ほど来て発言したときに、冒頭にまず
２回とも言ったことは、「日本医師会はこれまで
もこれからも新自由主義とたたかう、新市場主義
とたたかっていくんだ」ということです。日医の
理事会の全体的な意識の変化、切りかえがあった
というふうにとっていいのでしょうか。

石川 いや、新自由主義とたたかうというのは、
もう何代も前からそうですね。少なくとも唐沢会
長の途中からそうなりました。中川さんの言って
いることは、もう基本的には、私たちはそのとお
りだと思っています。

【参考資料】
・前田由美子「病院経営の現状（２０１０年度診療報
酬改定後）－国立・公的・社会保険・大学病院等

－」（日医総研ワーキングペーパー No.２４７、２０１１
年１２月２０日）
・同「DPCという診療報酬政策についての病院
経営面からの分析」（日医総研ワーキングペーパ
ー No.１９６、２００９年７月１日）
・同「地方の中小病院の現状について－入院基本
料１５対１に注目した分析－（自治体病院の例）」
（日医総研ワーキングペーパー No.２３５、２０１１年
６月８日）
・同「自治体病院の入院基本料別経営分析－１５対
１の入院基本料の引き下げは妥当であったか－」
（日医総研ワーキングペーパー No.２１７、２０１０年
６月２４日）

（いしかわ ひろみ、千葉県勤労者医療協会理事
長）

（２０１３年１月２５日実施）
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表題では、「朝日資料の整理を終えて」となっ
ているが、厳密に言えば、現在まさに資料整理を
終えようとしているということになる。残すとこ
ろ４０件前後のところまで来ており、全５千点を数
える資料の中で、わずか１％足らずを残している
ところだからあえて「終えて」といっても許され
ると思う。
最後に扱っている資料が、「中央報告控」と表

書きされたファイルであり、この表題の横に、「昭
和３８年４月」と書かれている。資料の中身からす
ると、昭和３８年というのは、この綴りが作り始め
られた時期のことであり、このファイルの中には、
昭和４２年までの資料が含まれている。
昭和３８年～昭和４２年、１９６２年～１９６７年という時

期は、朝日訴訟にとって決定的ともいうべき時期
である。この間の出来事を年表風に書いてみると、
１９６３年１１月４日東京高裁逆転判決
１９６４年２月１４日６時４３分朝日死去
１９６４年２月１４日健二・君子夫妻養子入籍
１９６５年「最低賃金制、社会保障、憲法」で、第
３次列島縦断大行進
１９６７年最高裁「終了」判決
ということになる。
収められているのは、この時期岡山の結核療養

所内に設けられた「現地対策委員会」から東京の
「中央対策委員会」へ向けての提案やら問い合わ
せの手紙であり、多くが「速達」便で送られてい
る。その内容は、会計帳簿の記入方法から、会費
の納入状況、朝日の病状、列島縦断大行進の準備
などなど、さらには現地対策委員長吉田力雄氏の
上京に関わって東京での対応方法についての依頼
まで、運動に関わるほとんどすべてが網羅されて
いる。
これらの資料の一部を紹介しよう。１９６４年１月

１２日（朝日茂没１２日前）の中央対策委員会宛の「朝
日さんの病状について報告」と題する小林昭の文
章である。

「１月９日の摂取量
朝 餅二つを雑煮にして食べた
昼 牛乳、卵、片栗をクリームにして食べた
夕 卵、１ヶか２ヶ

１月１０日
朝 ゆで卵２ヶと牛乳、卵、片栗のクリーム
昼 にぎりめし２ヶ（半食程度の量）、刺身、

果物リンゴ１ヶ
夕 たべない

（中略）昨年暮れ２０日頃からあまり食べない状
態がつづいているので、腹に力がなく、起きると
（用便など）ふらふらとする。息切れもする。脈
拍は以前の１００～１２０から今は１００以内に落ち着い
ている。
尿量が数日前は２５０㏄くらいで、そのころはよ

くなかったが、９日は４００㏄、１０日は６００㏄、１１日
以後も６００㏄程度で回復にむかっている。（中略）
朝食べ過ぎたらしく昼になって下痢をした。全

身倦怠がある。下痢のためだと思うが痔がすこし
わるい。
最近使っている薬を列記すると、
ストマイ週２回、カナマイ週２回、ヒドラ、シ

ノミン毎日、食後薬（消化剤らしい）、腸の薬（遠
迫）チオクタン、グロンサン、注射としてソーア
ミン、ブドウ糖、ビタミン（連日）
朝、強心剤と気管支拡張剤をかねたもの（おそら
くオモプシン）、夜、アドナー１本。なお、ヘス
ナーは最近やめている。痰が溶解状態で、そのた
め喀血する回数が多い。（後略）」
私自身の狭い知識から、朝日茂の時代には、結

核の治療法は、まだ確立していなかったし、特効
薬とされるストレプトマイシンなどは、まだ使用
されていなかったと決めてしまっていた。遺品の
中にどーんと居座っている３個のドカベンが、体
力をつけるための食事療法が基本だと思いこませ
てしまったのである。ところがである、今見たこ
の資料によれば、明確に朝日のためにストレプト

朝朝日日資資料料のの整整理理をを終終ええてて

岩間 一雄
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マイシンが使われている。
私はこの報告の中で、末期の治療内容について

改めて語った。事後の討論の中で、朝日の解剖に
も立ち会った水落医師の発言が、私の疑問を氷解
した。水落医師の証言によれば、「朝日の肺の片
方は完全につぶれていて機能していない、生きて
いたのが不思議なくらいである。大腸には、いく
つもの穿孔があいていた。気になったので、肺と
大腸の組織を一部もらって帰り、同僚の医師に検
査してもらった。検査の結果によれば、結核は治
癒しており、大腸の穿孔は、ストレスによるもの
だ云々」。
この水落発言が、私の多年にわたる疑問を氷解

させた。結核そのものは治癒していたのであるが、
朝日を取り巻くさまざまな状況、その中心には、
朝日訴訟そのものの帰趨についての心労があるで
あろうし、運動を運動として進めていく際の、さ
まざまなトラブルをどう裁いていくかについても、
朝日は絶えず心を配っていたであろうし、療養所
内の人間関係とても、朝日のストレスとならなか
ったとはいえないのである。それと基礎的な体力
の低下、栄養状態の劣悪さが、朝日のいのちを奪
い去ったのである、と。
こうした朝日への個人的な同情や支援の気持ち

が、朝日訴訟を推し進めた力であることはいうま
でもない。同じファイルに「いくども書いたよう
に３月後半から４月がカンパが激減」とある。朝
日死亡直後にカンパが激減しているのだ。
朝日自身、朝日訴訟は朝日茂一個の問題ではな

い、国民の生活レベルの問題であるとして、プラ
ス・スパイラル思考や、統一戦線実践や、浅沼判
決（予算策定の原則）まで打ち出すことに成功し
た。私たちがそここら受け継ぐべき教訓は、その
３点に集約されるだろうが、それを中心として戦
った朝日本人、それを取り巻く多くの人々の献身
的努力を、私たちは、片時も忘れてはならないだ
ろう。
今回の報告を通じて、私はそのことを改めて痛

感した。
なお、朝日資料をどのように活用しているかに

ついて追加しておきたい。まず第一に特筆すべき
「事件」は、津山の作州民芸館の一角に朝日訴訟
関係の常設コーナーを設けていただいたことであ

る（写真）。朝日訴訟関係の遺品には寄せ書きや
はちまき、ゼッケンなどが多数残されており、当
時の運動の盛り上がりを今に伝えている。これを
出来るだけ大勢の人の目に触れさせたいというの
が私たちの願いであった。館長をなさっている葛
原先生のご厚意で、わたしたちのこの願いは一部
分かなえられた。
さらに私たちは、朝日訴訟発祥の地であり、現

地対策本部が置かれた岡山国立結核療養所（現在
は岡山県南医療センターと名称変更）の所在地で
ある岡山早島町の市民会館と、朝日さんの出生の
地である津山市役所に常設のコーナーが得られた
らと考え交渉した。結論から言えば、双方とも常
設のコーナーをもうけることは出来ないが、秋の
「人権週間」などの場合に利用することは可能と
いうことであった。そこで私たちは、早速去年の
秋、どちらにも朝日訴訟コーナーを設置した。
こうした展示品が、かつて岡山の地から発して、

国民的な大運動にまで発展した朝日訴訟の精神が、
そしてその運動の力強い息吹が、時とところを越
えて、現在の若者たちの魂を揺さぶるようなもの
となってくれることを私たちはひたすら祈ってい
る。
（いわま かずお、NPO法人朝日訴訟の会理事長）

【事務局より】朝日訴訟関連資料の整理・デ
ータベース化に際し、研究所は研究委託費と
して「朝日訴訟の会」に合計１００万円をお渡
ししました。資料整理の完成にともない、２
月１０日の総会で岩間一雄理事長がご報告され
た概要を掲載させていただきます。
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上・下２巻からなる本書は、全日本民医連の歴
史編纂委員会の手になる全日本民医連の通史であ
る。民医連の設立は１９５３年なので、２００３年には５０
周年を迎え、２０１３年には「６０周年」を迎えている。
本書が一般の医学関係書と異なるのは、民医連運
動の発展が、社会保障運動史と、医療経営論とに
よって、マクロ、ミクロの両面から描かれている
ことである。歴史書には読む楽しみにあふれたも
のが多いが、本書は苦渋にみちた出来事や実践例
にも満ちており、それだけに過去の経験から学ぼ
うという意欲をもった者には、またとない学習書
になっている。
私の本書に対する書評は、民医連運動の実践を

要約、再現するというよりも、民医連運動の到達
点を踏まえて、評者の学問的、理論的立場から批
判的なコメントを加えることになろう。それによ
って、新しい議論が発展し、運動の水準が高まれ
ば幸いである。
私が民医連院所と一人の患者、「友の会」会員

以上の関係をもつようになったのは、今から１０年
前の、２００２年の特定非営利活動法人「非営利・協
同総合研究所いのちとくらし」（非営利・協同総
研）の発足を契機としている。当時、全労連は労
働運動の強化を図るため労働運動総合研究所（労
働総研）を立ち上げており、私は常任理事として
その一端を担う仕事をしていた。次いで民医連が
進めていた「非営利・協同」の運動のために力を
傾注することになった。
当時は世界的にも新しい時代への模索が図られ

つつあった時で、資本主義国の労働運動や「非営
利・協同」の運動においても同様の状況にあった。
２１世紀の新しい時代を目前にして新しい「非営利
・協同」の組織論と運動論が期待されていた。私

もその一端に加わり、それなりの探求を試みてい
た。運動面では新たに設立された「非営利・協同
総研」に参加することとなった。国連は２０１２年を
国際協同組合年と定め、国内では農協、生協、医
療生協、信金などが「協同」を大々的に打ち上げ
ていた。しかし、それらと民医連運動がうまく連
携するものではなかった。
いま、本書の構成をみると、以下のようになっ

ている。
第１編・戦前の社会と無産者医療運動
第２編・民主診療所と草創期の民医連
第３編・着実な前進と飛躍の時代
第４編・逆風に抗して組織強化を進めた時代
第５編・民医連運動の今日と新たな前進をめ

ざして
第１編では民医連の前史が語られている。１９３０

年の大崎無産者診療所創立をもって今日の民医連

ＢＯＯＫ

全日本民医連『無差別・平等の医療をめざして』（上・下卷）

㈱保健医療研究所、２０１２年、３３４ページ（上巻）、５１８ページ（下巻）

角瀬 保雄
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運動の先駆としている。その後、民主的な診療所
は全国各地に広がっていったが、時の支配権力の
弾圧によって１９４１年の新潟の五泉、葛塚の無産者
診療所の閉鎖によって前史を閉じた。
第２編では、１９４６年の東京自由病院（小豆沢病

院の前身）の発足を嚆矢とする、戦後の民主診療
所運動の草創期が語られる。新憲法下、戦前の無
産者診療所とは根本的に異なる条件下で活動が開
始される。１９５３年には全国の民主医療機関の連合
体が民医連として結成される。初期には政治主義
への偏向もみられるが、それも反省され、１９５８年
の第６回民医連総会で初めて、「無差別・平等の
医療」ということが民医連の方針として書かれる
ことになった。１９６１年の臨時総会において新しい
綱領の決定をみ、医療活動を中心とする地道な努
力がはらわれることになった。しかし、「この２
項目だけでは『民医連とは何か』というもっとも
肝心なことが明らかにされていない。」（上巻１２０
ページ）との批判もあった。組織の運営もガラス
張りになっておらず、一部指導部の専断的運営が
続いたりしたといわれる。
それに対して、医療生協は、地域の人びと自身

が出資者であり、大衆的な出資を運動化できるメ
リットは大きかったという。しかし、総会では異
論が相継ぎ、協同組合形態がもっとも適合してい
るとは、確認されなかったという（上巻１２９～１３０
ページ）。
こうした民主診療所と医療生協との関係をめぐ

る初期の議論は今日まで続いているといえる。東
北大学名誉教授の日野秀逸氏は「法人形態を問わ
ず、医療利用者と医療専門家の複合型協同組合運
動が民医連運動」（下３３２ページ）としている。私
も同様に考えているが、協同組合概念の下で両者
を統一的に理解するよりも、より広い「非営利・
協同」概念のもとで様々な法人形態を統一的に認
識したいと思っている。民主診療所の医療法人も
生協法人も資本主義の企業形態の一変種であるこ
とには変わりなく、大きくは営利法人、非営利法
人とも、資本主義の下で生まれた企業形態である
といえる。株式会社の協同組合化があれば、協同
組合の株式会社化もある。「非営利・協同」論は
非営利組織と協同組合組織とを一体として、統一
的に認識することができるのである。

戦前の無産者診療所時代はその内容、名称とも
に単純であったが、戦後の民医連では院所の名称
は様々で、それだけ多様化し、発展しているもの
といえる。私は『企業とは何か―企業統治と企業
の社会的責任を考える―』という著書を書いてい
るので、その視点から医療機関についても考えて
みた。いま必要なのは医療法人や生協法人だけで
なく、社会福祉法人など様々な法人形態を活用す
ることである。NPO法人ばかりでなく、非営利
株式会社法人などの活用も必要になっている。
欧米諸国の非営利医療機関は公的組織が多いが、

日本の非営利医療機関は民間組織が多い。いまこ
うした視点からその所有・経営についてみると、
まず病院施設を整えるためには工場と同じく外部
からの資金の調達を必要とする。民医連には旧来
の所有の枠組みを超える、３５０万を超す「共同組
織」が存在しているという。この力をどう発揮さ
せるか、活用するかという問題がある。ところで
「共同組織」は医療法人の「友の会」会員と医療
生協の組合員の両者から構成されている。医療生
協の組合員は出資の責任を負い、社員になる。そ
れに対して医療法人の「友の会」会員の場合には、
限定された社員が出資持ち分を所有していること
になる。医療生協の組合員は膨大な数になるが、
その全員が意思決定に参加することは事実上でき
ない。そこで班から選ばれる代表が総代となり、
理事となることによって、意思決定がなされるこ
とになる。
民医連の「共同組織」は過去には色々な呼称で

呼ばれてきたが、今日では病院の「友の会」とし
て様々な社会運動にも参加する運動単位となって
いる。東日本大震災のような災害の救援・復興や、
原発ゼロをめざす運動、消費税増税反対の宣伝な
どで、医療、福祉、社会保障の充実を目指す運動
の単位となることを目指している。
資金面での支援としては、まず寄付がある。し

かし、資金面から病院に力を貸すことには限界が
ある。寄付金は誰でも応募できるもので、その資
金は医療介護の内容の充実に活用される。その他
に、地域協同基金（無利息・無期限）や特定協力
借入金という名目の資金援助支援で、これは「友
の会」会員（家族）と職員（家族）のみが応募で
きるものである。
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医療生協の場合には、こうした応援団はない。
組合員一人一人が社員で、病院の出資者として所
有者になる。この組合員一人一人を「共同組織」
のメンバーに数えているようであるが、組合員が
形式化している。
民医連規約によれば、民医連は「県連」（およ

び直接加盟医療機関）によって構成されるとなっ
ている。民医連に特有のところで、他にはあまり
例をみない。後は総会（決定機関）、評議員会（決
定機関）、理事会（執行機関）、四役会議（執行機
関）をもっているところは一般の組織体と変わり
ない。医療生協では組合員を「基盤となる組織」
と呼ぶが、所有者組織として位置づけられている。
同じく民医連に属しているので、どうにかなれば
と思わないでもない。
民医連では法人と事業所、施設にあたる院所の

機能が分化している。１９６６年時点の民医連の法人
構成は、生協２６．４％、公益法人４．６％、医療法人
２２．２％、人格なき社団２２．２％、個人１３．２％、その
他１．４％となっているという。全国都道府県にあ
る施設の数は１，５００カ所をこえ、約５万人の職員
が働いている。さらにその事業には医療生協の組
合員と医療法人の「友の会」会員を合計すると約
３５０万人のメンバーが参加していることになると
いう。
医療生協が利用している生協法人も医療法人が

利用している社団法人もともに同質の法制度なの
で、どちらがより優位にあるということにはなら
ない。生協法人の問題点は購買生協にみられるよ
うに、大規模化すればするほど民主的運営が空洞
化していく。他方、医療法人も「友の会」型組織
をとっているが、名目化しがちであるという点で
は生協法人と変わりがないといってよい。
民医連はこうした構成の下で、①医療社会化の

発展・強化、②医療「経営」の管理と会計の民主
的な発展・強化、③社会保障運動の発展・強化の
ために活動しており、その発展は目覚ましいもの
がある。
しかし、その反面、大規模化による激動の時代

を経験してきた。
１９８３年４月・山梨勤医協の投機と倒産

１９８３年９月・東葛病院の倒産と再建
１９８５年２月・北九州健和会の不渡り手形
１９９７～９８年・大阪同仁会の経営危機・「前

倒産」
２００２年４月・川崎医療生協の器官チューブ

抜去事件
２００２年９月・京都民医連中央病院の虚偽報

告不正請求事件
こうして１９８０年代から９０年代、２１世紀にかけて

民医連の屋台骨を揺るがすような企業経営上の諸
問題と医療事件が次々と起こったが、適切な対応
によって乗り切ることに成功した。民医連院所は
地域住民の要求と運動によって生まれたものであ
り、地域住民との結びつき、すなわち大衆による
所有と運営こそが民医連の本質であるといわれる
（下６０ページ）。その土台のところが緩んだ結果
といえる。詳しくは本書に具体的に述べられてい
る。
私が民医連と関係するようになったのは２００２年

前後で、民医連内部での議論と並行していた。非
営利の戦線を構築しようとしていたのである。
私はヨーロッパ諸国で広まっている「非営利・

協同」の経済、「社会的経済」のなかに日本の民
主的医療機関を位置づけている。主要な資本主義
国の一つとしてのわが国における「非営利・協
同」の経済が占めている位置、比重については、
英、米、独、仏など他の主要な資本主義国の医療
機関と比べても決して劣るものではないことは確
かである。同時に「非営利・協同」の医療機関を
資本主義の営利企業化しようとする圧力も日々強
まってきているのは現実である。それは規制緩和、
市場主義の流れとなって保健・医療・福祉の分野
に押し寄せてきている。本書上下二巻はこうした
医療の営利主義化に抗する貴重な文献となってい
ることは確かである。
民医連が激動の時代を乗り切った経験は他の分

野ではみられない貴重なものといえる。

（かくらい やすお、法政大学名誉教授・研究所
顧問・名誉理事長）
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時は１９５０年、まだ、ニコライ堂が高層建築でか

くされなかったころの話である。お茶の水駅西口
（西口と言ったかどうかはしらないが）から駿河
台下に下って行く最初の辻の右側に政経ビル（今
は明大の大学院？）があった
１階は民主書店で、２階に民主主義科学者会議

（民科）が入り、３階には「ジャーナリスト連盟」
（ジ連）が入っていた。２Ｆからは、資本論講座
でもやっているらしく、「いいかい、わかったか
い？」という大声が廊下までひびいてくるので、
そこは素通りして、３Ｆの「ジ連」には、しばし
ば出入りした。朝日の畑中政春、フリーの淡徳三
郎などジャーナリストや評論家の軽妙な話の方に
心ひかれたからである。
しかし、間もなく、新聞・報道関係の根こそぎ

のレッド・パージで、「ジ連」は解散。その後は
錦町河岸まで下りて、中央気象台で開かれている
日本科学史学会の月例会をひやかすことにした。
気象台には湯浅光朝、根本順吉の両御所がおり、

学会事務局は大岡山の東京工大で、田中実、山崎
俊雄の両氏が担当されていた。
巷では、朝鮮戦争（１９５０－１９５３）がらみで、サ

イレンを鳴らすパトカーの先導で米軍戦車を積ん
だトレーラーが街路を疾走したりしていた。阿佐
ケ谷で電車を降りると、「前衛」を持っていたと
いうだけで職務尋問を受けたという女子高校生が
抗議の街頭演説をやっていた。そんな時代であっ
た。
そんな時代に、正面から体当たりする勇気はな

かったので、お茶の水周辺のヒヤカシ・ポイント
に沈潜した。そして、その「沈潜」は「なんとな
く科学史」という方向を取った。

戦前・戦中の小・中学生時代に、アルス社発行
の『科学図鑑』というシリーズを買ってもらった
が、その中に『科学文明史』という一巻があった。
印象に残っているのは、チャールズ・ダーウィン
の書斎の写真と瀟洒な洋館を背景にして庭に立つ
ダーウィンの絵であった。こんな書斎があればい
いな、などと思いながら、わけもわからずに頁を
繰ったものである。
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私が『科学文明史』の頁を繰っていたころ、「科

学ペン」という雑誌が創刊されていた（１９３６年１０
月）。私に言わせれば、「戦前・戦中期における三
大知的遺産」のひとつに数えられる出版物である。
あとの２つは明治末期から大正期にかけて富士川
游編集で出された『人性』と大正後期から昭和期
にかけて出された大原社研の『社会衛生年鑑』で
ある。
「科学ペン」は短い寿命であったが、困難な状

況下で開花した日本の知性である。当初、医師式
場隆三郎が医学に軸足をおいた総合雑誌「メヂカ
ル・ペン」として創刊を意図したが、先輩医師、
入沢達吉の意見を容れて、間口を広げて「科学ペ
ン」という誌名で創刊されたわけである。
その会員名簿を見れば、驚嘆すべき間口の広さ

がわかる。医学領域にかぎっても元陸軍軍医総監、
飯島茂をスペクトルの端とすれば他方の端には安
田徳太郎、宮本忍という幅のひろさである。もち
ろん、筆達者の医官、高野六郎は一枚かんでいる。
また、弾圧されつつあった唯物論研究会からの流
れとみられるメンバーも少なからず見られるので、
科学論、技術論、科学史、医学史分野はまことに
人材豊富である。元陸軍軍医総監だからと言って、

医療政策・研究史（１）

科科学学史史へへのの関関心心

野村 拓
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〈図１〉「科学ペン」創刊号（１９３６．１０．）
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軍事医学を論ずるのではなく、「ドイツにおける
森鴎外先生」という医学史的問題をとりあげてい
るわけである。
すでにこの時期は「社会科学禁制」の時代に入

っているので、科学史（自然科学史）は「自然科
学の社会科学（歴史学）」として、屈折した社会
科学的表現の場という意味も持たされた。三木清
は巻頭論文を書いているし、宮本百合子も中条百
合子で１回、宮本百合子で１回、計２回登場して
おり、「キュリー夫人伝」とホグベンの「百万人
の数学」を取り上げているから、これも「科学史
バージョン」といえなくもない。
「科学ペン」にはＧ．サートンもＨ．Ｅ．シゲリ

ストも登場する、すごい雑誌である。そして、会
員名簿には前記、湯浅光朝の名も見られる。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））
本の著者として知っている人の実物を見るのも、

科学史学会例会の楽しみであった。「あれが武谷
三男かいな」といった調子で。もちろん、ヒヤカ
シだけでは飯が食えないので、出版社でアルバイ
トをした。アルバイト先の出版社では、女優、手
塚理美の母、手塚政江と一緒だったが、そのころ、
彼女は明大生であった。後年、テレビドラマ『ふ
ぞろいのリンゴたち』で手塚理美を見たとき、「あ
っ」と思った。似ているし、名前は手塚だし…
この時期に手塚政江からもらったはがきと一緒

になって出てきたのが岩崎書店のはがきを使った
相川春喜さんの速達の原稿督促状であり、これが
２通あるから、力量不足の分担執筆者であったこ
とを証明しているが、これは相川春喜・田中実・
山崎俊雄編『発明発見図説』（１９５４、岩崎書店）
の「生物・医学編」の原稿である。どうやら、「ヒ
ヤカシポイント」としての科学史学会が「仕事ポ
イント」に変わりつつあったようである。
そのころ、科学史学会で１回だけ報告した。ダ

ーウィンの進化論のベースとしてのイギリス農業
技術史、品種改良史というような中身である。当
時、勉強したホグヘンの『市民の科学』は誤訳だ
らけのひどい本であった。Turnip（かぶ）をチュ
ーリップ（Tulip）と訳しているので、「ノーフォ
ーク輪作」には、チューリップが使われたことに

なっている。これでは「ウォータールーの戦いは
イングランドのかぶら畑の上（農業力）で勝った」
という警句は、イングランドのチューリップ畑が
ナポレオンを負かしたことになってしまう。
いま、当時のノートを読み返してみると、例え

ば、エリザベス女王を「救貧法」「奴隷売買」「イ
ギリス印度艦隊の壊血病」という文脈からだけで
はなく、「薬草園」「植物園」という文脈からとら
えることも必要であることがわかる。
科学史学会での報告のときには、かぶりつきに

座った湯浅光朝さんから、繰り返し質問を受けた。
そのころ、湯浅さんが中央公論社の科学雑誌「自
然」に連載していた「科学文化史年表」が話題に
なっていた。
その雑誌「自然」の書評欄で『発明発見図説』

が紹介され、分担執筆者として「野村拓」の名が
記されたことはうれしかった。かくして、私にと
ってのお茶の水界隈は「ヒヤカシ・ポイント」か
ら、次第に「お仕事・ポイント」に変わっていく
ことになる。その後、１９６１年に阪大で「医学史研
究会」がスタートし、１９６３年からその関東地方会
の例会が東京医歯大で開催されるようになって、
出没の頻度は増した。
１９７２年ごろには、川上武さんに呼び出されて、
お茶の水の喫茶店で雑誌『医療と人間と』の創刊
計画を聞かされたりした。これについては、後に
ふれる機会があると思われるが、ここで言ってお
きたいことは、川上さんの「医療の総合雑誌」へ
の強い意欲である。３６年前に「メヂカル ペン」
から「科学ペン」へという経過をへて医学主導の
総合科学雑誌が生まれたが、ほぼ１世代を経て、
困難な医療の総合雑誌へのチャレンジがなされた
ことである。
「科学ペン」と「医療と人間と」との時代を隔

てての総合雑誌としての共通性を指摘して、話を
１９６０年代にもどすことにする。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））
中央気象台時代の湯浅光朝さんはしばしばこん

な話をした。「私が大学を卒業したころは、映画
『大学はでたけれど』の時代で、ろくなクチがな
かったので、気象台に来た」と。しかし、その後、
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〈図２〉日本科学史学会・医学分科会プログラム
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『科学文化史年表』などの業績が認められて神戸
大の教授になられたわけである。
当然のことながら、『科学文化史年表』がテキ

ストに使われ、「そこにアンダーラインを引いて」
というな講義をされたので、神戸の古本屋にはア
ンダーラインつきの『科学文化史年表』が出回っ
たという伝説がある。その湯浅さんのところで
１９６０年、第７回日本科学史学会が開催されること
になり、なんの因果か、同じころ、私は不安定就
労に終止符を打って、阪大に拾われることになっ
た。
１９６０年３月１６日付で阪大医学部助手に採用され
たころ、「歴史」と「統計」を主テーマに掲げる
丸山博教授は、医学史団体の創設を考えておられ
た。また「歴史」と「統計」とを合体させたよう
な社会統計史にも関心が深く、奇しくも３月１６日
付の松川七郎先生から丸山教授あての書簡が存在
する。松川先生は『ウィリアム・ペティ 上下２
巻』を岩波書店から出されたころである。
医学史研究についての丸山教授のねらいは、ま

ず１９６０年５月３、４日、神戸大で湯浅光朝さんを
実質的主催者として開かれる日本科学史学会第７
回年会の第３日として「医学分科会」を加えよう
という工作であった。丸山教授は日本科学史学会
への工作、日本医史学会への参加呼びかけを行い
ながら、教室員にたいしては当日、なにか発表す
るように命じた。そんなむちゃな、と言ってもは
じまらないので、そのころ大城功先生の訳で出さ
れたシュライオクの『近代医学発達史』をみんな
で研究して、その結果を報告しようということに
なった。そして、医学概論講師としてすでに豊富
なレパートリーを持つ中川米造氏が１題、それか
ら医学の隣接領域から、という苦しい因縁をつけ
て生物学から佐藤七郎氏、農学から筑波常治氏を
引っ張り出し、〈図１〉のようなプログラムがで
きあがった。
Shryockの勉強会には、訳者の大城功先生（当

時、大阪市大文学部教授）にもお越しを願って翻
訳上の苦心談などうかがった。また、Shryockと
親交のあった渡辺正男先生（当時、東京女子大教
授）からは Shryockの著書を風呂敷いっぱい貸し
ていただいたが、当時在籍した、さして有能とも
思えぬ「腰掛け研究者」に持ち去られたままであ

る。その中の一冊、「看護史」については、私が
翻訳しかけたノートがあるが。原典は行方不明で
ある。
この年、春の年会に続いて、秋には、京大人文

科学研究所で、「日本科学史学会関西支部大会」
が開かれ、なんとなく素人っぽい医学史研究者が
ものおじせずに大挙出演した。
議長席ではルパシュカを着た吉田光邦と山田慶

児が「玄人でござい」という顔つきで、ニヤニヤ
しながら報告を聞いていた。
このとき、私は「比較衛生史・試論」を報告し

たが、これはシュライオクに不足しがちな社会経
済史的視点を導入した上で、近代ヨーロッパの保
健医療をとらえなおそうと意図したものである。
しかし、そのような研究意図を吹き飛ばすよう

な勢いで、丸山教授は、このときの懇親会の席上
で、オフサイド気味に「医学史研究会」の設立と
雑誌「医学史研究」の創刊を宣言されたので、俄
然、いそがしくなった。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版版のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
会の設立と機関誌発行準備のためにガリ版の

「医学史通信」が発行された。「発行された」な
どと他人事のようにいったが、作文もガリ切りも
私の仕事である。教務のガリ版を借りて刷ってい
ると、オバサンから
「それ、講義の教材ですか」
などときかれた。ムニャムニャと答えながら、№
１．は１１．１５．の発行日付になっているから、１１月１３
日の関西支部大会の３日後ということになる。「通
信」は１９６１年５月の『医学史研究』創刊までに４
回か５回発行されたと思う。
当時、日本医史学会は日本医学会の第１分科会

として活動しており、定期的に総会が持たれてい
た。
日本医史学会が存在するにもかかわらず、新た

に医学史研究会をスタートさせる大義名分につい
ては、丸山教授、中川講師の苦心のマニフェスト
がある。結局、医史学会とはおのずからちがわな
ければならないことを主張しながら、関西在住の
医史学者をたよりにするというはなはだ勝手なス
タンスで出発することになるのだが、三木栄、中
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〈図３〉ガリ版の「医学史通信」
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〈図４〉医学史研究会のプログラムに出された広告

野操、阿知波五郎などの諸大家は「大人」の目で、
若手の盲蛇におじずの研究を見守ってくれた。
見守るだけではなく、当初、同人雑誌レベルの

もの考えていたのを、広告面でのサポートなどを
通じて立派な雑誌にしたてあげてくれたのは宗田
一氏であった。
また、森鴎外の研究者でもある医学書院の長谷

川泉氏も本の広告などによる協力をしてくれた。
ご好意を謝しつつ、当時の時代状況をしるため

に、「医学史研究会」のプログラムに出された広
告を再掲することにする。

（のむら たく、北九州医療・福祉総合研究所所
長）
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●第４１号（２０１３年２月）―貧困問題と生活保護制度の再検討

○巻頭エッセイ「連帯経済への道」津田直則
○貧困問題と生活保護制度の再検討「はじめに～本特集の趣旨」吉永純
○「あるべき生活保護基準とその重要性～社会保障審議会生活保護基準部会の検討枠組みについて」布川日佐史
○「生活支援戦略（新たな生活支援体系）を読み解く」岡部卓
○「生活保護基準額の引き下げによって影響・被害を受ける制度概要」吉永純
○「社会保障制度の構築こそ、ディーセントワークへの道」都留民子
○地域医療再編と自治体病院ワーキンググループ・第８回研究会報告「石川県内の公立病院―奥能登４病院を中心に―」武
田公子

○社会福祉と医療政策・１００話（９５－１００話）「２０ 医療・福祉職の世界史」（最終話）野村拓
○本の紹介・中川雄一郎・杉本貴志編、全労済協会監修『協同組合を学ぶ』黒子和彦、中島崇博

●第４０号（２０１２年１０月）―自治体病院再編動向

○巻頭エッセイ「生存権と健康権」野田浩夫
○２０１２年度定期総会記念講演「福島原発以降の生命科学―私のミミズ研究」中村方子
○座談会「新自由主義政治の現段階といのちを守る社会運動の課題」渡辺治、長瀬文雄、（司会）河添誠
○地域医療再編と自治体病院ワーキンググループ・第７回研究会報告
（１）「自治体病院の再編等をめぐる最近の動向について」山本裕
（２）「千葉県自治体病院の２００９VS２０１０経営実績比較」八田英之
○「フライブルク市の医療福祉サービスの非営利・協同事業組織」石塚秀雄
○書評 二木立著『ＴＰＰと医療の産業化』角瀬保雄
○社会福祉と医療政策・１００話（９１－９５話）「１９ 百話方式」野村拓

●第３９号（２０１２年８月）―ＴＰＰと共済・医療。福島と非営利・協同

○巻頭エッセイ「『日本社会と社会科学』のゆくえ」内山哲朗
○「ＴＰＰと共済事業」相馬健次
○「ＴＰＰと医療イノベーション政策」石塚秀雄
○「東日本大震災後の非営利・協同組織の課題」富沢賢治
○「福島の農協・漁協と原発事故の影響と現状、地域社会への影響」高瀬雅男
○「福島第一原発事故から一年？明らかになったことと今後の課題」伊東達也
○座談会「非正規労働の拡大と労働契約法改正などをどうみるか」木下武男、伍賀一道、後藤道夫、河添誠
○「朝日訴訟と生存権」岩間一雄
○「ギリシャの医療制度と社会的経済」石塚秀雄
○社会福祉と医療政策・１００話（８６－９０話）「１８ 喪失と閉塞の時代」野村拓

●第３８号（２０１２年３月）―日本社会の変容と非営利・協同セクター、公益と公共の変容

○巻頭エッセイ「２２年前に書いた『東京電力～原発にゆれる電力』と現在」谷江武士
○「法人制度改革の動向について（公益、一般法人制度を中心に）」根本守
○「障害者政策の課題からみた２０１１年障害者基本法改正」鈴木勉
○座談会「東日本大震災１年後の課題」中川雄一郎、角瀬保雄、坂根利幸、司会：石塚秀雄
○「ＴＰＰと米国の対日医療戦略」�山一夫
○「ドイツの電力協同組合と地域社会」石塚秀雄
○「国際協同組合年と日本の社会的経済セクター」杉本貴志

『『いいののちちととくくららしし研研究究所所報報』』ババッッククナナンンババーー
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○社会福祉と医療政策・１００話（８１－８５話）「１７ 反社会保障の風」野村拓
○書評 ジャン�ルイ・ラヴィル編、北島健一・鈴木岳・中野佳裕訳『連帯経済―その国際的射程』石塚秀雄

●第３７号（２０１２年１月）―シリーズ東日本大震災公開シンポジウム（第１回）

○巻頭エッセイ「震災の顔と私たちの明日」藤末衛
○「福島原発問題と市民社会のゆくえ―いのちとくらしをどうまもるか―」難波謙二
○「福島の汚染周辺地域の生活は今」藍原寛子
○「原発以後の日本の市民社会、地域共同体のありかたとは」大高研道
○「復興構想会議の復興構想７原則の問題点」石塚秀雄
○地域医療再編と自治体病院ワーキンググループ・第６回研究会報告「自治体財政と公立病院」初村尤而
○「フランスの医療事故補償制度の最新動向」石塚秀雄
○社会福祉と医療政策・１００話（７６－８０話）「１６ 売り買い医療」野村拓
○書評 小村富美子著『日本の薬剤師―医療社会学の視点から―』廣田憲威
○書評 キース・フォークス著、中川雄一郎訳『シチズンシップ―自治・権利・責任・参加』富沢賢治

●第３６号（２０１１年９月）―震災原発と日本のゆくえ

○巻頭エッセイ「非営利・協同論の探求」坂根利幸
○インタビュー「色平哲郎医師に聞く『３．１１発災と日本のゆくえ』」色平哲郎、インタビュー・石塚秀雄
○「被災地宮城からの報告―漁業権は沿岸漁業のかなめ―」庄司捷彦
○「『社会保障・税一体改革』の特徴と問題点」相野谷安孝
○「日の丸・君が代強制をめぐる一連の最高裁判決をどう読むか」窪田之喜
○シリーズ「『非営利・協同Ｑ＆Ａ』誌上コメント（その４、最終回）」富沢賢治、中川雄一郎、角瀬保雄、坂根利幸、司会：
石塚秀雄

○２００８年度研究助成報告「非営利組織の連携による生活困窮者の『食』の支援に関する基礎的研究報告書」大友康博、大友
優子

○地域医療再編と自治体病院ワーキンググループ第４回研究会報告「公平・無料・国営を貫く英国の医療改革」武内和久
○「ドイツ・高齢者看護師を看護師に統合する制度改革の意味―２００５年６月の聞き取り調査から―」高木和美
○社会福祉と医療政策・１００話（７１－７５話）「１５ 社会階層と健康・医療」野村拓

●第３５号（２０１１年６月）―震災原発問題と人々の協同

○巻頭エッセイ「地から生えるように」野村拓
○緊急座談会「福島第一原発と市民社会」角瀬保雄、中川雄一郎、坂根利幸、高柳新、司会：石塚秀雄
○「東日本震災、原発による農民の現状と今後のたたかい」笹渡義夫
○「破壊されたのは人生そのものだった―大震災・津波・原発事故の被災地をあるいて―」池上洋通
○シリーズ「『非営利・協同Ｑ＆Ａ』誌上コメント（その３）」秋葉武、大高研道、�山一夫、司会：石塚秀雄
○第１３回自主共済組織学習会報告「保険業法改正法（２０１０年法）と共済の課題」相馬健次
○「協同組合と政治的中立性原則の問題」石塚秀雄
○社会福祉と医療政策・１００話（６６－７０話）「１４ ベトナム戦争前後」野村拓
○シリーズ医療産業における労働力「④イタリアの医療機関の特徴」 石塚秀雄
○書評・鈴木勉／田中智子編著『現代障害者福祉論・新版』石塚秀雄

●第３４号（２０１１年３月）―特集：持続可能な社会システムに向けて／地域と医療保健

○巻頭エッセイ「先進医療技術を享受して」鈴木篤
○「低炭素社会への課題：緑の経済成長とグローバル化の視点から」植田和弘
○「新自由主義ＶＳ連帯経済」北沢洋子
○シリーズ「『非営利・協同Ｑ＆Ａ』誌上コメント」（その２）杉本貴志、中川雄一郎、八田英之、司会：石塚秀雄
○地域医療再編と自治体病院ワーキング・グループ第３回研究会報告「地域医療・自治体病院の再生について考える」山本裕
○「韓国の非営利・協同医療機関訪問記」角瀬保雄
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○「医療・福祉政策学校（通称、赤目合宿）の歩み」高木和美
○「共済法の課題と展望―ＰＴＡ・青少年教育団体共済法の成立と平成２２年保険業法の改正を踏まえて―」松崎良
○（寄稿）「命平等の国づくりを」小林洋二
○社会福祉と医療政策・１００話（６１－６５話）「１３ 人口・途上国・貧困」野村拓
○書評：農林中金総合研究所企画、斉藤由理子・重藤ユカリ著『欧州の協同組合銀行』平石裕一

●第３３号（２０１０年１２月）―特集：社会的薬局／地域と医療保健―

○巻頭エッセイ「条件不利地こそ協同の力の発揮どころ」田中夏子
○シリーズ「『非営利・協同Ｑ＆Ａ』誌上コメント（その１）」富沢賢治、八田英之、坂根利幸、司会：石塚秀雄
○「欧州における社会的薬局の活動について」廣田憲威
○「ヨーロッパの社会的薬局」石塚秀雄
○第８回公開研究会報告「佐久病院の概況と再構築計画について」油井博一
○地域医療再編と自治体病院ワーキンググループ第２回研究会報告「保健師の仕事」菊地頌子
○「シンポジウム 国境を超える患者と病院（２０１０年８月２８日）参加報告」竹野ユキコ
○「ＥＵにおける越境医療ルールづくり」事務局
○「韓国の社会的経済と医療―新しい取り組み手の登場」エリック・ビデ、訳：石塚秀雄
○「社会的事業所制度と障害者の労働」斎藤縣三
○社会保障と医療政策・１００話（５６～６０話）「１２ 運動・胎動の時代」野村拓
○２００７年度研究助成概要報告「『多摩市民生活実態についてのアンケート』調査結果の概要」近澤吉晴
○書評 「分かち合い」の経済社会は実現できるのか―神野直彦『「分かち合い」の経済学』」小塚尚男
○書評 石田一紀、垰田和史、藤本文朗、松田美智子編『高齢者介護のコツ～介護を支える基礎知識』川口啓子

●第３２号（２０１０年８月）―特集：社会保障と社会の危機―

○巻頭エッセイ「私と研究所」角瀬保雄
○「社会保障の機能不全とその克服をめざして」伊藤周平
○定期総会記念講演「学校は子どもの貧困を救えるか」青砥恭
○「韓国の介護保険制度と市民社会（ＮＰＯ・ＮＧＯ、労働組合）（下）」秋葉武
○地域医療再編と自治体病院ワーキンググループ第１回研究会報告「千葉県と宮城県の『地域医療再生計画』について」八
田英之

○社会福祉と医療政策・１００話（５１～５５話）「１１ 健康と社会保障」 野村拓
○「医療ツーリズムの概観と問題点」吉中丈志
○２００５年度研究助成概要報告「介護される人と介護する人の安全性・快適性向上を目指した介護・看護労働者の労働負担軽
減に関する介入研究」垰田和史、佐藤修二、田村昭彦、服部真、舟越光彦、山田智、北原照代

○書評 宮本太郎著『生活保障』安井豊子
○書評 中川雄一郎監修、非営利・協同総合研究所いのちとくらし編『地域医療再生の力』松本弘道
○医療産業における労働力③「フランスの医療機関、医療専門家数と報酬」石塚秀雄

●第３１号（２０１０年５月）―特集：非営利・協同と労働―

○巻頭エッセイ「定年・退職に思わぬ落とし穴～最新治療と自己決定」森川貞夫
○「労働政策の転換と非営利・協働セクターの役割」柳沢敏勝
○「生協事業構造再編と労働力構成の変容」田中秀樹
○「韓国の介護保険制度と市民社会（ＮＰＯ・ＮＧＯ、労働組合）（上）」秋葉武
○「都立駒込病院ＰＦＩの問題点」大利英昭
○２００６年度研究助成概要報告「京都地域における大学生協の歴史的研究」
○翻訳ＩＬＯ報告文書（２００９．１０）「トルコの社会的経済または『サードセクター』�社会的脆弱性を減らし、セーフティー
ネットとディーセントな仕事作りによる社会的責任の推進�」石塚秀雄、竹野ユキコ

○社会福祉と医療政策・１００話（４６－５０話）「１０ 第２次大戦と医療」野村拓
○書評佐藤貴美子『われら青春の時』早川純午
○医療産業における労働力②「ドイツの医療労働従事者（２００８）」石塚秀雄
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「研究所ニュース」バックナンバー
○No.４１（２０１３．０２．２８発行）
理事長のページ「経済学と倫理（１）」（中川雄一郎）、副理事長のページ「地域医療の再生と中核病
院」（八田英之）、副理事長のページ「無料定額診療と『維新』票」（後藤道夫）、「ベネズエラの社会
的生産企業」（石塚秀雄）、）「『貧困』報道の『貧困化』」（河添誠）、「参加報告 ２０１３年冬期医療・福
祉政策学校概要」（竹野ユキコ）

○No.４０（２０１２．１２．３１発行）
理事長のページ「シチズンシップ再考」（中川雄一郎）、副理事長のページ「非営利組織と消費税」（坂
根利幸）、「スペイン・マドリッドの自治体病院の民営化とストライキ」（石塚秀雄）、「宇都宮健児さ
んとともにたたかった都知事選」（河添誠）、「ドイツ視察概要報告」（竹野ユキコ）、「各国の消費税」
（石塚秀雄）

○No.３９（２０１２．０８．３１発行）
理事長のページ「少子高齢化社会と雇用問題（２）」（中川雄一郎）、副理事長のページ「説明できな
い事実は無視してよいのか」（八田英之）、「アメリカのオキュパイ運動の与えた意味―そして、日本
の現在」（河添誠）、「米国、協同組合による雇用促進法案」（石塚秀雄）

○No.３８（２０１２．０５．３１発行）
理事長のページ「少子高齢化社会と雇用問題（１）」（中川雄一郎）、副理事長のページ「頭痛にはバ
ッファリン」（高柳新）、理事リレーエッセイ「イルカ放送の向こうに」（吉中丈志）、「水道事業の海
外進出と民営化」（石塚秀雄）、会員投稿「水車を回せ」（平石裕一）

○No.３７（２０１２．０２．２９発行）
理事長のページ「「無言国ニッポン」の深層心理」（中川雄一郎）、副理事長のページ「マネー・ウォ
ーズ」（坂根利幸）、理事リレーエッセイ「「てんでんこ」思考停止病」（八田英之）、理事リレーエッ
セイ「戦争と格差・差別の実相をつたえる」（柳原晃）、「スウェーデンの保育制度と日本の新システ
ム」（石塚秀雄）

○No.３６（２０１１．１２．１０発行）
理事長のページ「「失敗の新自由主義」：オバマ政権は真剣に失業と向きあっているか」（中川雄一郎）、
副理事長のページ「ゆりかごからゆりかごまで」（高柳新）、「ドイツの電力供給の経済セクター」（石
塚秀雄）、本の紹介・京都民医連中央病院大震災災害支援対策本部編『東日本大震災の支援活動の記
録―災害支援と地域づくり―暮らしに生きる学問をめざす』、せせらぎ出版、２０１１年１１月（事務局）、
井上英夫・後藤道夫・渡辺治編著『新たな福祉国家を展望する（社会保障基本法・社会保障憲章の提
言）』旬報社、２０１１年１０月（細田悟）、「第１０回全日本民医連学術・運動交流集会、生協総研生協総研
賞第８回表彰事業受章式に参加して」（竹野ユキコ）

○No.３５（２０１１．０９．２０発行）
理事長のページ「デンマークとイギリスを訪ねて」（中川雄一郎）、副理事長のページ「戦争、原発を
商いにする世の中は駄目だ」（高柳新）、「アメリカの災害対応ガイド」（石塚秀雄）、参加報告「医療
・福祉政策学校 夏季合宿概要」（竹野ユキコ）、会員アンケートまとめ

○No.３４（２０１１．５．２０発行）
理事長のページ「原子力発電（原発）のリスク認識とシチズンシップ」（中川雄一郎）、副理事長のペ
ージ「３，１１事件」（高柳新）、副理事長のページ「東日本震災と『バランス』」（坂根利幸）、理事リレ
ーエッセイ「税と社会保障の一体改革」（相野谷安孝）、「アメリカの電力協同組合」「第３回ＣＩＲＩ
ＥＣ、社会的経済第３回国際研究会開催される―スペイン、バジャドリッド」「公平・無料・国営を
貫く英国の医療改革」（石塚秀雄）

機関誌およびニュースのバックナンバーは、当研究所ウェブサイトからも御覧になれます。
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【ＦＡＸ送付書】
切り取ってお使いください
研究所のＦＡＸ番号：
０３（５８４０）６５６８

□ 読者の声 機関誌や研究所に対するご感想・ご意見・取り上げて欲しいテーマなどを
お寄せください（機関誌等に掲載することもあります）。

お名前・ご所属等 年齢 才

ご連絡先住所 〒

電話番号・電子メールなど



【入会申込 FAX 送付書】
切り取ってお使いください
研究所のＦＡＸ番号：
０３（５８４０）６５６８

特定非営利活動法人 非営利・協同総合研究所いのちとくらし 入会申込書

・会員の別 正会員（ 個人 ・ 団体 ） 賛助会員（ 個人 ・ 団体 ）
・入会口数 （ ）口

ふりがな

団体名称または氏名

※団体正会員の場合は法人・団体を代表して入会する個人名を、個人正会員の場合は所属・勤務
先等を記入して下さい。（団体正会員は、入会時に登録された個人が定款上の社員となります。）

※団体会員で、登録する人物と実務担当が異なる場合は、担当者の氏名も記入して下さい。

（団体会員のみ）

ふりがな
代表して入会する個人名

ふりがな
実務担当者名

（個人会員のみ）
ふりがな

所属・勤務先等

※機関誌等の郵送先、連絡先を記入して下さい

〒番号 �

住所

電話番号 （ ） ＦＡＸ番号 （ ）

電子メール ＠

※専門・主たる研究テーマまたは研究して欲しいテーマ・要望等を記入して下さい

・入会金と会費（１）入会金 団体正会員…………………１０，０００円
個人正会員……………………１，０００円
賛助会員（個人・団体）…………０円

（２）年会費（１口） 団体正会員…………………１００，０００円（１口以上）
個人正会員……………………５，０００円（１口以上）
団体賛助会員………………５０，０００円（１口以上）
個人賛助会員…………………３，０００円（１口以上）



○巻頭エッセイ「東電・福島第一原発事故と健康権」………小西 恭司 １

【特集 介護保険制度と非営利・協同セクター】

○座談会「介護サービスの現状と非営利・協同事業組織の展望」

……林 泰則、山田 智、加藤 久美、井田 智、司会：八田 英之 ２

○「２０１２年『改正』介護保険法・改定介護報酬の問題点～介護保険で私たち

の介護保障は可能か？！～」…………………………………藤松 素子 ２１

○２００６年度研究助成報告「北欧における高齢者のグループリビングと住宅

協同組合に関する研究」………………………………………上野 勝代 ２８

○「２１世紀の協同組合と非営利・協同セクター―世界の憲法から」

………………………………堀越 芳昭 ３９

○「ケベックの社会的連帯金融」………………………………石塚 秀雄 ４４

○地域医療再編と自治体病院ワーキンググループ・第９回研究会報告「日

本医師会の医療政策などよもやまばなし」…………………石川 広己 ５５

○「朝日資料の整理を終えて」…………………朝日訴訟の会・岩間一雄 ７８

○書評 全日本民主医療機関連合会歴史編纂委員会編『無差別・平等の医

療をめざして』…………………………………………………角瀬 保雄 ８０

○（新シリーズ）医療政策・研究史（１）「科学史への関心」…野村 拓 ８４

○事務局ニュース……………………………………………………………２７、４３

○単行本案内・バックナンバー……………………………………………８３、９１

【投稿規定】
原稿の投稿を歓迎します。原稿は編集部で考査の上、掲載させていただきます。必要に応じて機
関誌委員会で検討させていただきます。内容については編集部より問い合わせ、相談をさせていた
だく場合があります。

１．投稿者
投稿者は、原則として当研究所の会員（正・賛助）とする。ただし、非会員も可（入会を条件と
する）。
２．投稿内容
未発表のもの。研究所の掲げる研究テーマや課題に関連するもの。①非営利・協同セクターに関
わる経済的、社会的、政治的問題および組織・経営問題など。②医療・社会福祉などの制度・組織
・経営問題など。③社会保障政策、労働政策・社会政策に関わる問題など。④上記のテーマに関わ
る外国事例の比較研究など。⑤その他、必要と認めるテーマ。
３．原稿字数
① 機関誌掲載論文 １２，０００字程度まで。
② 研究所ニュース ３，０００字程度まで。
③ 「研究所（レポート）ワーキングペーパー」 ３０，０００字程度まで。
（これは、機関誌掲載には長すぎる論文やディスカッション・ペーパーなどを募集するものです）。
４．採否
編集部で決定。そうでない場合は機関誌委員会で決定。編集部から採否の理由を口頭または文書
でご連絡します。できるだけ採用するという立場で判断させていただきますが、当機関誌の掲げる
テーマに添わない場合は、内容のできふできに関係なく残念ながらお断りする場合があります。
５．締め切り
随時（掲載可能な直近の機関誌に掲載の予定）
６．執筆注意事項
① 電子文書で送付のこと（手書きは原則として受け付けできません。有料となってしまいます）
② 投稿原稿は返却いたしません。
③ 執筆要領は、一般的な論文執筆要項に準ずる（「ですます調」または「である調」のいずれ
かにすること）。注記も一般的要項に準ずる。詳しくは編集部にお問い合わせください。
④ 図表は基本的に即印刷可能なものにすること（そうでない場合、版下代が生ずる場合があり
ます）。

７．原稿料
申し訳ありませんが、ありません。

いのちとくらし
第４２号 ２０１３年３月

目 次

（表紙写真：前沢淑子）

【次号４３号の予定】（２０１３年５月発行予定）
・憲法と人権、非正規・貧困対策
・貧困拡大の実態と分断をどう越えるか
・日本における社会的企業の可能性
・ホームレス社会復帰の取り組み
・地域シンポ報告、ほか

【編集後記】
今号の特集は介護保険制度を取り上げました。制
度の改定によって生じた問題点、とくに「住まい」
については、北欧の研究助成報告から多くのことが
得られると思えます。また世界の憲法を検討し、協
同組合セクター、非営利・協同セクターの社会経済
的な地位について論じていただきました。様々な分
野で事業内容が非営利・協同である組織が果たせる
役割を拡大する上で重要となるのは、市民の参加や
シチズンシップとなるのではないでしょうか。（竹）

「特定非営利活動法人 非営利・協同総合研究所 いのちとくらし」
事務局

〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-8 東京労音お茶の水センター２階
TEL：03-5840-6567／FAX：03-5840-6568

ホームページ URL:http://www.inhcc.org/ e-mail:inoci.@inhcc.org


